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税務訴訟資料 第２６８号－３４（順号１３１３９） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正及び加算税賦課決定一部取消等請求事

件 

国側当事者・国（三島税務署長） 

平成３０年４月１２日一部認容・棄却・控訴 

 

判 決 

原告 Ｇ 

被告 国 

同代表者法務大臣 上川 陽子 

処分行政庁 三島税務署長 

 笠井 寿士 

指定代理人 別紙１指定代理人目録のとおり 

 

主 文 

１ 三島税務署長が平成２６年３月１４日付けで原告に対してした原告の平成２２年分の所得税に

係る更正処分のうち総所得金額３５０９万１１１２円及び納付すべき所得税の額８３７万７３０

０円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処分のうち６６万９５００円を超える部分をい

ずれも取り消す。 

２ 三島税務署長が平成２６年３月１４日付けで原告に対してした原告の平成２３年分の所得税に

係る更正処分のうち総所得金額２８９７万８６５８円及び納付すべき所得税の額５２６万７７０

０円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処分のうち５３万８０００円を超える部分（た

だし、いずれも平成２７年１１月４日付け裁決により一部取り消された後のもの）をいずれも取

り消す。 

３ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

４ 訴訟費用はこれを６分し、その５を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 三島税務署長が平成２６年３月１１日付けで原告に対してした原告の平成２２年分から平成

２４年分までの各年分の所得税に係る過少申告加算税各賦課決定処分をいずれも取り消す。 

２（１）三島税務署長が平成２６年３月１４日付けで原告に対してした原告の平成２２年分の所

得税に係る更正処分のうち総所得金額２２８７万４９９１円及び納付すべき税額５１８万

６９００円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処分のうち３万２０００円を超え

る部分をいずれも取り消す。 

（２）三島税務署長が平成２６年３月１４日付けで原告に対してした原告の平成２３年分の所

得税に係る更正処分のうち総所得金額１７４７万４３２４円及び納付すべき税額３１８万

１６００円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処分（ただし、いずれも平成２７

年１１月４日付け裁決により一部取り消された後のもの）をいずれも取り消す。 
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（３）三島税務署長が平成２６年３月１４日付けで原告に対してした原告の平成２４年分の所

得税の更正処分のうち総所得金額２１７９万４８３９円及び納付すべき税額４６４万８３

００円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処分（ただし、いずれも平成２７年１

１月４日付け裁決により一部取り消された後のもの）をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要 

 不動産貸付業を営む原告は、平成２２年分から平成２４年分までの各年分（以下「本件各係

争年分」という。）の所得税について、各確定申告（以下「本件各確定申告」という。）及び各

修正申告（以下「本件各修正申告」という。）をしたところ、三島税務署長から、（ア）本件各

修正申告に基づく過少申告加算税の各賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分１」とい

う。）を受けるとともに、（イ）本件各係争年分に係る原告の不動産所得につき、①必要経費に

算入することができない修繕費や修繕積立金等を必要経費に算入したこと、②不動産の減価償

却費を過大に必要経費に算入したこと、③総収入金額に算入すべき敷金を算入していないこと

などから、本件各修正申告後の申告額が過少であることを理由に、各更正処分（以下「本件各

更正処分」という。）及びこれらの更正処分に基づく過少申告加算税の各賦課決定処分（以下

「本件各賦課決定処分２」といい、本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」ということ

がある。）を受けた。 

 本件は、原告が、（ア）本件各更正処分は、その根拠とされている上記①～③がいずれも誤

りであるから違法である（したがって、これらの更正処分に基づく本件各賦課決定処分２も違

法である。）、（イ）本件各賦課決定処分１及び本件各更正処分等は、理由附記の不備があるか

ら違法である、（ウ）本件各修正申告に係る修正申告書の提出は「更正があるべきことを予知

してされたものでないとき」（国税通則法６５条５項）に行われたものであって、本件各修正

申告には同条１項の規定は適用されないから、これに反してされた本件各賦課決定処分１は違

法である、（エ）本件各更正処分に基づく税額計算の基礎となった事実につき更正前の税額計

算の基礎とされなかったことについて「正当な理由」（同条４項）があるから、同項を適用せ

ずにされた本件各賦課決定処分２は違法であると主張して、本件各更正処分並びに本件各賦課

決定処分１及び２（ただし、平成２３年分及び平成２４年分については平成２７年１１月４日

付け裁決により一部取り消された後のものに限り、かつ、課税の計算の基礎となる金額及び計

算方法に争いのない部分を除く。）の取消しを求める事案である。 

１ 関係法令等の定め 

 関係法令等の定めは別紙２－１～１１に記載したとおりである（別２－１の国税通則法〔平

成２８年法律第１５号による改正前のもの〕については以下「通則法」といい、別紙２－２の

所得税法〔平成２７年法律第９号による改正前のもの〕については以下「所得税法」といい、

別紙２－５の減価償却資産の耐用年数等に関する省令については「耐用年数省令」という。ま

た、別紙２－６の調査関係通達とは国税通則法第７章の２〔国税の調査〕関係通達〔平成２４

年９月１２日付け課総５－９ほか国税庁長官通達〕を、別紙２－９の措置法関係通達とは租税

特別措置法〔山林所得・譲渡所得関係〕の取扱いについて〔昭和４６年８月２６日直資４－５

（例規）ほか国税庁長官通達〕を、別紙２－１０の耐用年数通達とは耐用年数の適用等に関す

る取扱通達〔昭和４５年５月２５日付け直法４－２５（例規）ほか国税庁長官通達〕を、それ

ぞれいう。以下同じ。）。 

２ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認
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められる事実） 

（１）原告等 

ア 原告は、別表Ｂ２（別表は別紙の後ろにつづっている。）記載のとおり東京都内又は千

葉県内に不動産（いずれも土地及びその土地上の建物であり、建物は区分所有の対象とな

るものを含む。以下、これらを総称して「本件各物件」という。また、各物件の略称は別

表Ｂ２「名称」欄の括弧書きの記載に従い、「本件Ｈ物件」などという。なお、同別表の

順号７の物件は、後記ウのとおり３段階にわたって区分所有権が取得されており、それぞ

れの取得時ごとに、本件Ｉ・Ａ物件、本件Ｉ・Ｂ物件及び本件Ｉ・Ｃ物件とされているが、

これらの物件を総称するときは「本件Ｉ物件」という。）を所有し、その賃貸業を営んで

いる。 

 なお、原告の現在の住所地は千葉市若葉区内であるが、本件各確定申告当時の原告の納

税地（住所地又は所在地）は、静岡県伊豆市内であった。 

イ 株式会社Ｊ（以下「本件会社」という。）は、原告の住所地を本店の所在地とし、不動

産賃貸、不動産管理及び不動産リフォーム業務等を目的として平成１９年１０月●日に設

立された、公開会社（会社法２条５号）に該当しない株式会社である。本件会社の取締役

には、原告（同日に代表取締役に就任し、同年１１月１４日に辞任した。）及び原告の妻

（原告の辞任と同日に代表取締役に就任した。）が就任している。（甲２０、２１） 

ウ Ｉ管理組合（以下「本件管理組合」という。）は、平成１５年７月１６日、本件Ｉ物件

の敷地及び共用部分の管理等の業務を行うことを目的として同物件に係る区分所有者（建

物の区分所有等に関する法律〔以下「区分所有法」という。〕２条２項の区分所有者をい

う。以下同じ。）の全員を構成員として設立された区分所有者の団体である。原告は、別

表Ｂ２記載のとおり、平成１６年８月に本件Ｉ・Ａ物件を、平成１８年９月に本件Ｉ・Ｂ

物件を、平成１９年７月に本件Ｉ・Ｃ物件をそれぞれ取得し、これらをもって本件Ｉ物件

に係る全ての区分所有権を取得するに至ったため、これ以降の本件管理組合の構成員は原

告のみとなった。 

（２）本件各物件について 

 本件各物件に係る土地及び建物の所在、建物の構造及び建築年月、原告の取得年月、売買

契約の契約書における売買代金額及びその内訳等については、別表Ｂ２に記載のとおりであ

る。 

（３）本件会社が本件各物件に関し原告又は本件管理組合との間で締結した契約について 

ア 管理委託契約 

（ア）原告は、平成２０年１月１日、本件会社との間で、本件各物件の事務管理、清掃及び

設備管理の業務（本件Ｉ物件については一部を除く。）を委託する旨の契約（以下、「本

件管理委託契約１」といい、同契約の内容が記載された文書を「本件管理委託契約書

１」という。）を締結した。本件管理委託契約書１には、次のような定めが置かれてい

る（甲２４の１）。 

ａ 本件管理委託契約書１の３条は、本件各物件の管理に関する業務のうち、原告が本

件会社に委託する業務（本件Ｉ物件については、本件会社と本件管理組合との間の後

記オ（イ）の管理委託契約に係る委託業務の内容とされているものを除く。）を、「事

務管理業務」、「清掃業務」及び「設備管理業務」とし、その詳細を同契約書別表にお
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いて定めるとしている。なお、同条においても、同表においても、本件各物件の「設

備の修繕」を委託業務に含むものとする旨の記載はない。 

ｂ 本件管理委託契約書１の６条１項は、原告は本件会社が委託業務を行うために必要

とする一切の費用を負担する旨を定めている。 

ｃ 本件管理委託契約書１の６条２項は、原告は本件会社に対し、同条１項の費用（上

記ｂ）のうち「その負担方法が定額で且つ基本的に清算を伴わない費用」（以下「定

額管理費」という。）について、毎月次のとおり支払う旨を定めている。 

（ａ）委託管理費及びその他修繕費用の額 月額１０７万４３９９円とする（１号）。 

（ｂ）支払期日 当月分を翌月末日までに支払う（２号）。 

 そして、本件管理委託契約書１別紙２は、上記（ａ）の費用の内訳について記載し

ているところ、そこには、①「修繕積立金」として月額３１万０３００円（なお、本

件Ｈ物件、本件Ｋ物件及び本件Ｉ物件に係るものを除いた月額は２８万円）、②「設

備の修繕費」として月額１３万円と記載されている。 

ｄ 本件管理委託契約書１の６条３項本文は、本件会社は、同条１項の費用（上記ｂ）

のうち修繕費（同条３項８号）についても、原告からの定額管理費をもってその支払

を行う旨を定めている。 

ｅ 本件管理委託契約書１の６条４項は、本件会社は、同条３項８号の修繕費について、

原告の指示に基づき、修繕積立金又は設備の修繕費から支払を行う旨を定めている。 

ｆ 本件管理委託契約書１の６条６項は、本件会社は、修繕積立金について、原告から

の預り金として、本件会社の会計処理とは切り離して資金を積み立てるものとし、修

繕積立金の取崩しについては、書面をもって原告の了解を得て着手する旨を定めてい

る。 

（イ）ａ 原告は、平成２３年１０月１日、本件会社との間で、本件各物件の事務管理、清

掃、設備管理及び設備修繕の業務（本件Ｉ物件については一部を除く。）を委託す

る旨の契約（以下、「本件管理委託契約２」といい、同契約の内容が記載された文

書を「本件管理委託契約書２」という。また、本件管理委託契約１及び２を併せて

「本件各管理委託契約」という。）を締結した（甲２４の２）。 

ｂ 本件管理委託契約書２においては、本件管理委託契約書１の内容が、大要、次の

とおり変更されている（甲２４の２）。 

（ａ）本件管理委託契約書２の３条は、本件各物件の管理に関する業務のうち、原告

が本件会社に委託する業務（本件Ｉ物件については、本件会社と本件管理組合と

の間の後記ウ（イ）の管理委託契約に係る委託業務の内容とされているものを除

く。）を、「事務管理業務」、「清掃業務」、「設備管理業務」及び「設備の修繕業

務」としている。設備の修繕業務は、本件管理委託契約書２において追加された

業務である（変更前については上記（ア）ａ参照）。 

（ｂ）本件管理委託契約書２の６条４項は、本件会社は、同条３項８号の修繕費につ

いては、設備の修繕費から支払い、修繕が大規模修繕に該当する等の場合には、

修繕積立金を取り崩して支払を行うものとしている（変更前については上記

（ア）ｄ、ｅ参照）。 

（ｃ）なお、修繕積立金については、本件管理委託契約書２の６条６項において、原
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告からの預り金として、本件会社の会計処理とは切り離して資金を積み立てるも

のとし、修繕積立金の取崩しについては、書面をもって原告の了解を得て着手す

る旨を定めている（本件管理委託契約書１と同じ）。 

イ 賃貸管理委託契約 

（ア）原告は、平成１９年１０月１日、本件会社との間で、本件各物件における各貸室に係

る賃貸借契約を解約した際の退室時の立会い、原状回復費用の負担割合の決定及び清算

に関する業務等を委託する旨の契約（以下「本件賃貸管理委託契約１」といい、同契約

の内容が記載された文書を「本件賃貸管理委託契約書１」という。）を締結した。本件

賃貸管理委託契約書１には、次のような定めが置かれている。（甲２３の１） 

ａ 本件賃貸管理委託契約書１の１条１項は、原告は貸室の賃貸管理に関する業務のう

ち次の（ａ）～（ｆ）の業務を本件会社に委託する旨を定めている。 

（ａ）賃借人の募集及び決定をし、原告に代わり賃貸借契約を代行する業務（①号） 

（ｂ）賃料・共益費、敷金、礼金及び更新料の受領並びに敷金返還に関する業務（②

号） 

（ｃ）賃貸借契約の更新に関する業務（③号） 

（ｄ）退室時の立会い、原状回復費用の負担割合の決定及び清算に関する業務（④号） 

（ｅ）賃貸借契約に付随する緊急時の対応及び処置に関する業務（⑤号） 

（ｆ）その他書面により特約した業務（⑥号） 

ｂ 本件賃貸管理委託契約書１の５条１項は、原告が本件会社に支払う業務委託料は、

次の（ａ）～（ｄ）の事項を勘案して本件各物件に係る建物ごとに計算した定額であ

る月額５９万８７００円とする旨を定めている。 

（ａ）運営代行業務委託料 原告によって新規に賃貸借契約が成立したときは、同契約

後に本件会社が行う賃貸人の窓口を始めとする賃貸事業運営の代行業務費用の対価

として（①号） 

（ｂ）更新業務委託料 原告によって更新契約が成立したときには更新事務手数料とし

て（②号） 

（ｃ）出納保管業務委託料 原告によって行われる出納保管業務の手数料の対価として

（③号） 

（ｄ）入居者の居室のリフォーム費用 入居者が退去した場合の立会いの対価、リフォ

ーム費用として（④号） 

 そして、本件賃貸管理委託契約書１別紙３は、上記業務委託料の内訳について記載

しているところ、そこには、①「賃貸業務委託料」として月額３７万８７００円、②

「賃室リフォーム代金」として月額２２万円と記載されている。 

（イ）ａ 原告は、平成２３年１０月１日、本件会社との間で、本件各物件における各貸室

に係る賃貸借契約を解約した際の退室時の立会い、原状回復費用の負担割合の決定

及び清算に関する業務等を委託する旨の契約（以下「本件賃貸管理委託契約２」と

いい、同契約の内容が記載された文書を「本件賃貸管理委託契約書２」という。ま

た、本件賃貸管理委託契約１及び２を併せて「本件各賃貸管理委託契約」とい

う。）を締結した（甲２３の２）。 

ｂ 本件賃貸管理委託契約書２においては、本件賃貸管理委託契約書１の内容が、大
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要、次のとおり変更されている（甲２３の２）。 

（ａ）本件賃貸管理委託契約書２の１条１項は、原告が本件会社に対して委託する本

件各物件の賃貸管理業務について、「賃借人退去後の賃室の原状回復工事を含む

リフォーム工事業務」（同項⑤号）を含むものとしている。上記の原状回復工事

を含むリフォーム工事業務（以下「原状回復業務」という。）は、本件賃貸管理

委託契約書２において追加された業務である（上記（ア）ａ参照）。 

（ｂ）本件賃貸管理委託契約書２の５条１項は、原告が本件会社に支払う業務委託料

につき本件賃貸管理委託契約１と同額の月額５９万８７００円としているが、上

記金額を定めるに当たって勘案される事項を以下のとおり記載し、貸室の原状回

復業務に係る費用は、定額月額２２万円の賃室リフォーム代金の支払によること

として原告と本件会社との間で清算を伴わないことが明記されている。 

ⅰ 運営代行業務委託料（①号） 

 （本件賃貸管理委託契約１と同じ） 

ⅱ 更新業務委託料（②号） 

 （本件賃貸管理委託契約１と同じ） 

ⅲ 出納保管業務委託料（③号） 

 （本件賃貸管理委託契約１と同じ） 

ⅳ 解約清算業務委託料 

 貸室の解約が成立したときにおける立会い清算の業務費用（④号） 

ⅴ リフォーム費用（貸室の原状回復業務に係る費用） 

 貸室の原状回復業務及びこれに関連する一切の費用については、本件各物件

に係る建物ごとに計算した賃室リフォーム代金の定額月額２２万円で賄い、原

告と本件会社で清算を伴わないものとする（⑤号） 

ウ 本件Ｉ物件の管理規約及び管理委託契約 

（ア）Ｉ管理規約（甲２６）は、本件Ｉ物件の管理又は使用に関する事項等を定めたもので

あるところ、Ｉ管理規約には次のような定めが置かれている。 

ａ 区分所有者は、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保する目的を

達成するため、区分所有者全員をもってＩ管理組合（本件管理組合）を構成する（６

条）。 

ｂ 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、管理費、特

別修繕費及び組合費（以下「管理費等」という。）を本件管理組合に納入しなければ

ならない（２３条１項）。 

ｃ 本件管理組合は、特別修繕費を修繕積立金として積み立て（２６条１項）、同条２

項各号に掲げる特別の管理（次の（ａ）、（ｂ））に要する経費に充当する場合に限っ

て取り崩すことができる（同項）。 

（ａ）一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕（同項①号） 

（ｂ）不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕（同項②号） 

ｄ 特別修繕費及び修繕積立金については、管理費及び組合費とは区分して経理しなけ

ればならない（同条４項）。 

ｅ 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったとき
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に喪失する（２８条）。 

ｆ 本件管理組合は、次の（ａ）～（ｃ）に掲げる業務等を行う（３０条）。 

（ａ）本件管理組合が管理する敷地及び共用部分等（以下「組合管理部分」という。）

の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理（①号） 

（ｂ）組合管理部分の修繕（②号） 

（ｃ）修繕積立金の運用（⑧号） 

ｇ 本件管理組合は、上記ｆの業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わ

せて執行することができる（３１条）。 

ｈ 次に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない（４５条）。 

（ａ）２６条２項に定める特別の管理（上記ｃの（ａ）、（ｂ））の実施並びにそれに充

てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し（⑥号） 

（ｂ）組合管理部分に関する管理業務委託契約の締結（⑫号） 

ｉ 規約により総会において決議すべきものとされた事項について、組合員全員の書面

による合意があるときは、総会の決議があったものとみなす（４６条）。 

ｊ 総会の議事については、議長は議事録を作成しなければならない（４７条１項）。 

ｋ 組合員は、納付した管理費等及び専用使用料について、その返還を求めることはで

きない（５６条４項）。 

（イ）本件管理組合は、平成１９年１０月１日、本件会社との間で、本件Ｉ物件の事務管理、

清掃及び設備管理の業務を委託する旨の契約（以下「本件Ｉ物件管理委託契約」といい、

同契約の内容が記載された文書を「本件Ｉ物件管理委託契約書」という。）を締結した。

本件Ｉ物件管理委託契約書には、次のような定めが置かれている。（甲３１） 

ａ 本件Ｉ物件管理委託契約書２条２項は、同契約に係る管理の対象となる部分は、Ｉ

管理規約による敷地及び共用部分等とする旨を定めている。 

ｂ 本件Ｉ物件管理委託契約書３条は、本件Ｉ物件の管理に関する業務のうち本件管理

組合が本件会社に委託する業務を、次の（ａ）～（ｃ）の業務とする旨を定めている。 

（ａ）事務管理業務（同契約書別表１に掲げる業務）（１号） 

（ｂ）清掃業務（同契約書別表２に掲げる業務）（２号） 

（ｃ）設備管理業務（同契約書別表３に掲げる業務）（３号） 

ｃ 費用の負担等に関する定めは、次のとおりである。 

（ａ）本件Ｉ物件管理委託契約書６条１項は、本件管理組合は、本件会社が委託業務を

行うために必要とする一切の費用を負担するものとする旨を定めている。 

（ｂ）本件Ｉ物件管理委託契約書６条２項は、本件管理組合は、同条１項の費用のうち

その負担方法が定額でかつ清算を伴わない費用（定額管理費）を、本件会社に対し、

毎月、次のとおり支払うものとする旨を定めている。なお、本件Ｉ物件管理委託契

約書別表４には、定額管理費の内訳として、「Ｉ管理組合修繕積立金」につき月額

１６万１８００円と定められている。 

ⅰ 定額管理費の額 月額４３万６６００円とする。（１号） 

ⅱ 支払期日 当月分を翌月末日までに支払う。（２号） 

（ｃ）本件Ｉ物件管理委託契約書６条３項は、同条１項の費用（上記（ａ））のうち同

条３項各号に定める費用についても、本件会社は本件管理組合からの定額管理費を
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もってその支払を行う旨を定めており、その８号として修繕費が掲げられている。 

（ｄ）本件Ｉ物件管理委託契約書６条５項は、同条３項８号の定める修繕費（上記

（ｃ））については、本件会社は、本件管理組合の指示に基づき、管理費又は修繕

積立金のうちからこれを支払う旨を定めている。 

（ｅ）本件Ｉ物件管理委託契約書６条７項は、修繕積立金については、本件管理組合か

らの預り金として、本件会社の会計処理とは切り離して資金を積み立てるものとし、

本件会社は、同積立金の取崩しについては、書面をもって本件管理組合の了解を得

た上で着手する旨を定めている。 

ｄ 本件Ｉ物件管理委託契約書１９条は、本件Ｉ物件管理委託契約の有効期間につき、

平成１９年１０月１日から平成２１年９月３０日までとする旨を定めている。 

エ コンサルティング委託契約 

（ア）原告は、平成２０年１月１日、本件会社との間で、本件各物件の運用に係る検討等に

関する業務を委託する旨の契約（以下「本件コンサルティング委託契約１」といい、同

契約の内容が記載された文書を「本件コンサルティング委託契約書１」という。）を締

結した。本件コンサルティング委託契約書１には、次のような定めが置かれている。

（甲３４の１） 

ａ 本件コンサルティング委託契約書１の１条１項は、原告は次の各業務を本件会社に

委託する旨を定めている。 

（ａ）本件各物件の過去、現状、将来の適正な価格の算出（①号） 

（ｂ）本件各物件のキャッシュフロー分析（②号） 

（ｃ）本件各物件の売却、移管の検討（③号） 

（ｄ）新規不動産購入のための不動産選定作業（④号） 

（ｅ）新規不動産購入のための評価作業（⑤号） 

（ｆ）新規不動産購入のための銀行融資に係る資料の作成（⑥号） 

（ｇ）原告の経理システムでの月次ごとのＢＳ、ＰＬ、キャッシュフローデータを用い

た財務分析（⑦号） 

（ｈ）原告の経理システムでの年次ごとのＢＳ、ＰＬ、キャッシュフローデータを用い

た将来の財務分析（⑧号） 

（ｉ）原告の経理システムでの年次ごとのＢＳ、ＰＬ、キャッシュフローデータを用い

た現状の節税対策の立案（⑨号） 

（ｊ）原告の経理システムでの月次ごとのＢＳ、ＰＬ、キャッシュフローデータを用い

た将来の節税対策の立案（⑩号） 

（ｋ）原告の不動産の不動産鑑定作業（⑪号） 

（ｌ）原告の所得税の異議申立書の作成（⑫号） 

（ｍ）不服審判所への原告の不服申立ての諸作業の代行（⑬号） 

（ｎ）所得税に係る変更等があった場合に、その内容を理解して、原告に代わって、検

討を行い検討書を作成し、原告に提出する（⑭号）。 

ｂ 本件コンサルティング委託契約書１の２条１項は、原告が本件会社に支払う「業務

委託料」は、本件各物件に係る建物ごとに計算した月次の定額月額２万３５００円と

する旨を定めている。 
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（イ）ａ 原告は、平成２３年１０月１日、本件会社との間で、本件各物件の運用に係る検

討等に関する業務を委託する旨の契約（以下「本件コンサルティング委託契約２」

といい、同契約の内容が記載された文書を「本件コンサルティング委託契約書２」

という。また、本件コンサルティング委託契約１及び２を併せて「本件各コンサル

ティング委託契約」という。）を締結した（甲３４の２）。 

ｂ 本件コンサルティング委託契約２は、本件コンサルティング委託契約１の内容が

変更されたものであるところ、本件コンサルティング委託契約書２においては、本

件コンサルティング委託契約書１において原告が本件会社に委託していた業務のう

ち、「（ｋ）原告の不動産の不動産鑑定作業」（⑪号）、「（１）原告の所得税の異議

申立書の作成」（⑫号）、「（ｍ）不服審判所への原告の不服申立ての諸作業の代行」

（⑬号）、「（ｎ）所得税に係る変更等があった場合に、その内容を理解して、原告

に代わって、検討を行い検討書を作成し、原告に提出する業務」（⑭号）が委託業

務から削除された（上記（ア）ａ参照）。 

オ 会計税務事務委託契約 

（ア）原告は、平成２０年１月１日、本件会社との間で、本件各物件の経理、決算、税務申

告等の業務を委託する旨の契約（以下、「本件会計税務事務委託契約１」といい、同契

約の内容が記載された文書を「本件会計税務事務委託契約書１」という。）を締結した。

本件会計税務事務委託契約書１には、次のような定めが置かれている。（甲３５の１） 

ａ 本件会計税務事務委託契約書１の１条１項は、原告は次の（ａ）～（ｉ）の本件各

物件の経理、決算、税務申告等に関する業務を本件会社に委託する旨を定めている。 

（ａ）本件会社から送られてくる原告の不動産に関わる支払明細書、建物管理報告書、

賃貸契約書、入居申込書、各種領収書等の整理とファイリングする業務（①号） 

（ｂ）上記帳票類のうち原告の青色申告をするために必要な事項の仕訳帳等への記帳

（経理システムへの入力）及び毎日の銀行預金残高確認作業（②号） 

（ｃ）上記記帳による経理システムでの月次ごとの家賃明細、更新料明細、修繕費明細、

管理費明細、借入金明細等の管理帳票の作成（③号） 

（ｄ）上記記帳による経理システムでの月次ごとのＢＳ、ＰＬ、キャッシュフロー分析

等の作成（④号） 

（ｅ）上記記帳による経理システムでの年次のＢＳ、ＰＬ、キャッシュフロー分析等の

作成（⑤号） 

（ｆ）上記作業を経て、原告の不動産青色申告のための各種資料の作成（⑥号） 

（ｇ）上記作業を経て、税務署への申告書提出のための作業（⑦号） 

（ｈ）原告の代理として、銀行通帳への記帳、租税公課の支払等の作業（⑧号） 

（ｉ）税務調査対応作業（⑨号） 

ｂ 本件会計税務事務委託契約書１の２条１項は、原告が本件会社に支払う「業務委託

料」は、本件各物件に係る建物ごとに計算した月次の定額月額３万１５００円とする

旨を定めている。 

（イ）ａ 原告は、平成２３年１０月１日、本件会社との間で、本件各物件の経理、決算、

税務申告等の業務を委託する旨の契約（以下、「本件会計税務事務委託契約２」と

いい、同契約の内容が記載された文書を「本件会計税務事務委託契約書２」という。
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また、本件会計税務事務委託契約１及び２を併せて「本件各会計税務事務委託契

約」という。）を締結した（甲３５の２）。 

ｂ 本件会計税務事務委託契約書２は、本件会計税務事務委託契約書１の内容が変更

されたものであるところ、本件会計税務事務委託契約書１の１条１項において原告

が本件会社に委託していた業務のうち、「（ｆ）上記作業を経て、原告の不動産青

色申告のための各種資料の作成」（⑥号）、「（ｇ）上記作業を経て、税務署への申

告書提出のための作業」（⑦号）、「（ｈ）原告の代理として、銀行通帳への記帳、

租税公課の支払等の作業」（⑧号）、「（ｉ）税務調査対応作業」（⑨号）が委託業務

から削除された（上記（ア）ａ参照）。 

（４）原告と賃借人との契約関係 

ア 原告は、平成１９年６月１６日、本件Ｌ物件（別表Ｂ２の順号６）の４０３号室（以下、

単に「４０３号室」ということがある。）について、Ｍ（以下「Ｍ」という。）との間で、

賃貸借契約（以下「４０３号室賃貸借契約」といい、同契約の内容が記載された文書を

「４０３号室賃貸借契約書」という。）を締結した。４０３号室賃貸借契約書には、敷金

について次のような定めが置かれている。（甲４６） 

（ア）Ｍは、４０３号室賃貸借契約から生じる債務の担保として、敷金１０万０５００円を

原告に預け入れるものとする（６条１項、頭書（３））。 

（イ）Ｍは、４０３号室賃貸借契約が終了する日までに４０３号室を明け渡さなければなら

ない。この場合において、Ｍは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、同号室を原状回

復しなければならない（１２条１項）。 

（ウ）原告は、４０３号室の明渡しがあったときは、遅滞なく敷金の全額を無利息でＭに返

還しなければならない。ただし、原告は同号室の明渡し時に賃料の滞納、通常の使用に

伴い生じた損耗を除く原状回復に要する費用の未払いその他の４０３号室賃貸借契約か

ら生じるＭの債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くこと

ができる（６条３項）。 

イ 原告は、平成１３年１０月２６日、本件Ｎ物件（別表Ｂ２の順号３）の１０６号室（以

下、単に「１０６号室」ということがある。）について、Ｏ（以下「Ｏ」という。）との間

で、賃貸借契約（以下「１０６号室賃貸借契約」といい、同契約の内容が記載された文書

を「１０６号室賃貸借契約書」という。）を締結した。１０６号室賃貸借契約書には、敷

金について次のような定めが置かれている。（甲４７） 

（ア）Ｏは、原告に対し敷金１１万円を預託する（４条１項、頭書「２．賃貸条件」欄）。 

（イ）Ｏに１０６号室賃貸借契約に基づく債務不履行があるときは、原告は任意に敷金をＯ

の債務の弁済に充当できる（４条２項）。 

（ウ）明渡しの際は、ハウスクリーニングをすることとし、費用はＯの負担とし、預り敷金

を充当することができる（頭書「３．特約条項」６項）。 

（エ）Ｏは、１０６号室賃貸借契約の終了時には、１０６号室を完全に明け渡さなければな

らない（１３条１項）。Ｏの同契約終了時の完全な明渡しに際し、Ｏの費用負担で、故

意、過失を問わずＯ又は入居者が生じさせた同号室についての汚損、破損、紛失等（経

年変化によるものを除く。）を修繕し、同号室を原状回復しなければならない（同条２

項）。 
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（オ）１０６号室賃貸借契約が終了し、Ｏが１０６号室を完全に明け渡し、原告に対する同

契約に基づく一切の債務を清算した後、１か月以内に原告はＯに敷金を返還する（４条

４項）。 

（５）本件訴えの提起に至る経緯等 

ア 原告は、平成２３年１月２０日、平成２４年２月１９日及び平成２５年１月２６日、三

島税務署長に対し、別表Ａ１～３の各「確定申告」欄記載のとおり、本件各係争年分の所

得税の各確定申告（本件各確定申告）をした。 

イ 原告は、平成２６年２月２６日、三島税務署長に対し、本件各物件の減価償却費の計算

に誤りがあったとして、別表Ａ１～３の各「修正申告」欄記載のとおり、本件各係争年分

の所得税の各修正申告（本件各修正申告）をした（以下、本件各係争年分ごとに表記する

場合には「平成２２年修正申告」などという。また、本件各修正申告に係る修正申告書を

「本件各修正申告書」といい、本件各係争年分ごとに表記する場合には「平成２２年修正

申告書」などという。）。 

 なお、本件各修正申告において修正されたのは、本件各物件に係る減価償却費の計算に

関する部分であり、本件各確定申告において、本件各物件の取得価額を土地（減価償却資

産に当たらない。）と建物等に区分せず、その全ての額について減価償却費の計算の基礎

としていたのを、本件各修正申告においては、土地と建物等とに区分した上で減価償却費

の計算をするように修正したものである（もっとも、本件各修正申告における区分の方法

は、後述のとおり、被告の主張する方法とは異なる。）。 

ウ 三島税務署長は、平成２６年３月１１日、原告に対し、別表Ａ１～３の各「本件賦課決

定処分１」欄記載のとおり、本件各係争年分の所得税について、本件各賦課決定処分１を

した（以下、本件各係争年分ごとに表記する場合には「平成２２年賦課決定処分１」など

という。また、本件各賦課決定処分１に係る賦課決定通知書を「本件各賦課決定通知書」

といい、本件各係争年分ごとに表記する場合には「平成２２年賦課決定通知書」などとい

う。）。 

エ 三島税務署長は、平成２６年３月１４日、原告に対し、別表Ａ１～３の各「本件更正処

分等」欄記載のとおり、本件各係争年分の所得税について、本件各更正処分等をした（以

下、本件各係争年分ごとに表記する場合にはそれぞれ「平成２２年更正処分」、「平成２２

年賦課決定処分２」、「平成２２年更正処分等」などという。また、本件各更正処分等に係

る更正・加算税の賦課決定通知書を「本件各更正処分等通知書」といい、本件各係争年分

ごとに表記する場合には「平成２２年更正処分等通知書」などという。）。 

オ 本件各賦課決定処分１及び本件各更正処分等において附記された理由は、別紙３「本件

各賦課決定通知書及び本件各更正処分等通知書に附記された理由」記載のとおりである。 

 なお、本件各賦課決定処分１は、本件各修正申告に基づく過少申告加算税の賦課決定処

分であるところ、本件各賦課決定通知書においては、本件各修正申告書の提出は、その申

告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを

予知してされたものである（通則法６５条５項に該当しない）旨の記載がされている。 

 また、本件各更正処分につき、本件各更正処分等通知書においては、原告の申告につき、

①所得税法３７条１項に規定する必要経費に算入されるべきでないものが必要経費として

算入されていること（後記３（１）ア～カ参照）、②減価償却費の金額の計算に誤りがあ
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ること（後記３（１）キ、ク参照）、③総収入金額に算入されるべき敷金の額が算入され

ていないこと（後記３（１）ケ参照）が記載されている。 

 本件各賦課決定処分２は、本件各更正処分に基づく過少申告加算税の賦課決定処分であ

るところ、本件各更正処分等通知書においては、本件各更正処分に基づき納付すべき税額

の計算の基礎となった事実のうちに本件各更正処分による更正前の税額の計算の基礎とさ

れなかったことについて正当な理由があると認められるものはない（通則法６５条４項に

該当しない）旨が記載されている。 

カ 原告は、平成２６年５月７日、三島税務署長に対し、本件各賦課決定処分１について異

議申立てをし、同月１２日、同税務署長に対し、本件各更正処分等について異議申立てを

した。 

キ 三島税務署長は、平成２６年８月４日、原告に対し、上記カの異議申立てをいずれも棄

却する旨の決定をした。 

ク 原告は、平成２６年８月２５日、国税不服審判所長に対し、本件各賦課決定処分１及び

本件各更正処分等につき審査請求をした。 

ケ 国税不服審判所長は、平成２７年１１月４日、上記クの審査請求のうち、本件各賦課決

定処分１に係るもの及び平成２２年更正処分等に係るものについてはこれを棄却し、平成

２３年更正処分等及び平成２４年更正処分等に係るものについては、別表Ａ２及び３の各

「審査裁決」欄の「本件更正処分等」欄記載のとおり、これらの処分の一部を取り消す旨

の裁決（以下「本件裁決」という。）をした。 

（６）本件訴えの提起 

 原告は、平成２８年４月２５日、本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

（７）先行訴訟の状況 

ア 平成１６年分から平成１８年分までについて 

 原告は、平成２１年１０月３０日、原告の当時の納税地を所轄する千葉東税務署長が平

成２０年２月２７日付けで行った平成１６年分から平成１８年分までの所得税に係る各更

正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分（ただし、裁決により一部取り消された後の

もの）の一部の取消しを求める訴訟（以下「前々回訴訟」という。）を千葉地方裁判所に

提起した。 

 同訴訟においては、本件における争点⑦及び⑧（後記３参照）と同様の点が争われたと

ころ、千葉地方裁判所は、平成２３年１２月９日、原告の請求を棄却する旨の判決をした

（乙１）。 

 原告は、平成２３年１２月１９日付けで、上記第一審判決を不服として控訴をしたとこ

ろ、東京高等裁判所は、平成２４年５月３１日、控訴棄却判決をした（乙２）。 

 原告は、平成２４年６月１１日付けで、上記控訴審判決を不服として上告及び上告受理

申立てをしたところ、最高裁判所は、平成２６年３月２８日、上告棄却及び不受理の決定

をした（甲３９の１）。 

イ 平成１９年分から平成２１年分までについて 

 原告は、平成２４年６月５日、三島税務署長が平成２３年３月１４日付けで行った平成

１９年分から平成２１年分までの所得税に係る各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決

定処分（ただし、裁決により一部取り消された後のもの）の一部の取消しを求める訴訟
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（以下「前回訴訟」という。）を東京地方裁判所に提起した。 

 前回訴訟においては、本件における争点①～⑧及び⑫（後記３参照）と同様の点が争わ

れたところ、東京地方裁判所は、平成２６年２月２８日、原告の請求を一部認容し、その

余の請求を棄却する旨の判決をした（乙３）。 

 原告は、平成２６年３月３日付けで、上記第一審判決を不服として控訴をしたところ、

東京高等裁判所は、平成２６年１０月２９日、控訴棄却判決をした（乙４）。 

 原告は、平成２６年１１月１１日付けで、上記控訴審判決を不服として上告受理申立て

をしたところ、最高裁判所は、平成２８年３月１８日、不受理の決定をした（乙５）。 

３ 争点 

 本件の争点は、本件各更正処分並びに本件各賦課決定処分１及び２（ただし、本件各更正処

分及び本件各賦課決定処分２については、平成２３年分及び平成２４年分につき本件裁決によ

り一部取り消された後のもの。以下同じ。）の適法性であり、具体的には、以下の各点が争わ

れている。 

（１）不動産所得の金額の算定に関する争点（いずれも本件各更正処分に係るもの） 

ア 原告が本件管理委託契約１（前記２（３）ア）に基づいて本件会社に支払った平成２３

年９月分までの「設備の修繕費」月額１３万円（以下「本件修繕費」という。）は、必要

経費に算入すべきものか（争点①） 

イ 原告が本件各管理委託契約に基づいて本件会社に支払った「修繕積立金」月額２８万円

（本件Ｈ物件、本件Ｋ物件及び本件Ｉ物件に係るものを除く金額。以下「本件修繕積立

金」という。）は、必要経費に算入すべきものか（争点②） 

ウ 原告が本件賃貸管理委託契約１（前記２（３）イ）に基づいて本件会社に支払った平成

２３年９月分までの賃室リフォーム代金月額２２万円（以下「本件賃室リフォーム代金」

という。）は、必要経費に算入すべきものか（争点③） 

エ Ｉ管理規約又は本件Ｉ物件管理委託契約（前記２（３）ウ）に基づく「修繕積立金」月

額１６万１８００円（以下「本件Ｉ物件修繕積立金」という。）は、必要経費に算入すべ

きものか（争点④） 

オ 本件コンサルティング委託契約１（前記２（３）エ）に基づく「業務委託料」月額２万

３５００円（以下「本件コンサルティング委託料」という。）は、必要経費に算入すべき

ものか（争点⑤） 

カ 本件会計税務事務委託契約１（前記２（３）オ）に基づく「業務委託料」月額３万１５

００円（以下「本件会計税務事務委託料」という。）は、必要経費に算入すべきものか

（争点⑥） 

キ 減価償却費の計算上、土地及び建物等を一括購入した場合における建物等の取得価額を

どのように算定すべきか（争点⑦） 

ク 減価償却費の計算上、建物本体と建物附属設備の区分及びそれぞれの取得価額をどのよ

うに算定すべきか（争点⑧） 

ケ 本件Ｌ物件４０３号室の賃借人Ｍ（前記２（４）ア）から差し入れられた敷金のうち９

万６３１２円（以下「本件敷金１」という。）及び本件Ｎ物件１０６号室の賃借人Ｏ（前

記２（４）イ）から差し入れられた敷金１１万円（以下「本件敷金２」といい、本件敷金

１と併せて「本件各敷金」という。）は、総収入金額に算入すべきものか（争点⑨） 
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（２）処分手続等に関する争点（次のアは本件各賦課決定処分１及び本件各更正処分等に係るも

の、イは本件各賦課決定処分１に係るもの、ウは本件各賦課決定処分２に係るもの） 

ア 理由附記の不備の有無（争点⑩） 

イ 本件各修正申告につき「調査があったことにより当該国税について更正があるべきこと

を予知してされたものではないとき」（国税通則法６５条５項）に当たるか（争点⑪） 

ウ 「正当な理由」（国税通則法６５条４項）の有無（争点⑫） 

４ 争点に関する当事者の主張の要旨 

 争点に対する当事者の主張の要旨は、別紙４「当事者の主張の要旨」記載のとおりである

（なお、被告が本件に関して主張する課税の根拠及び計算は別紙５記載のとおりであるところ、

原告は、争点に関する部分を除き、その計算の基礎となる金額及び計算方法を明らかに争わな

い。）。 

第３ 当裁判所の判断 

 当裁判所は、争点①及び③に関する原告の主張（本件修繕費及び本件賃室リフォーム代金を

必要経費に算入すべきとするもの）はその一部（本件会社による修繕及びリフォーム工事等の

実施並びにこれらによる原告の費用支払債務の確定が認められる部分）につき理由があり、そ

の余の原告の主張はいずれも理由がないことから、本件各更正処分等のうち平成２２年分及び

平成２３年分に係るものの一部について原告の請求を認容し、その余の請求については棄却す

べきものと判断する。その理由の詳細は以下のとおりである。 

１ 争点①（本件修繕費は、必要経費に算入すべきものか）について 

（１）所得税法３７条１項は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額

は、別段の定めがあるものを除き、当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及び当

該所得を生ずべき業務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確定

しないものを除く。）の額とする旨を定めており、不動産所得を生ずべき業務について生じ

た償却費以外の費用の額は、別段の定めがあるものを除き、その年において債務が確定した

ものに限って不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきこととなると解するのが相当

である（所得税基本通達３７－１参照）。そして、上記の償却費以外の費用についてその年

において債務が確定しているといえるためには、原則として、①その年１２月３１日までに

当該費用に係る債務が成立していること、②同日までに当該債務に基づいて具体的な給付を

すべき原因となる事実が発生していること及び③同日までにその金額を合理的に算定するこ

とができるものであることの全てに該当することを要すると解するのが相当である（所得税

基本通達３７－２参照）。 

（２）争点①においては、原告が本件会社との間で本件各物件（ただし、本件Ｉ物件については、

本件Ｉ物件管理委託契約の対象となる敷地及び共用部分等を除く。以下、１において同

じ。）について締結した本件各管理委託契約（前提事実（３）ア）のうち、平成２３年１０

月の契約変更前の本件管理委託契約１に基づいて、平成２２年１月から平成２３年９月まで

に「設備の修繕費」として本件会社に支払った月額１３万円（本件修繕費）につき、原告の

不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものか否かが問題とされている。 

（３）ア そこで、本件管理委託契約１の内容についてみると、同契約においては、原告が本件

会社に対して本件各物件の設備の修繕を委託する旨の明示的な定めがない（前提事実

（３）ア（ア）ａ）一方、原告が本件会社に対して支払う定額管理費（月額１０７万４
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３９９円）の内訳として、「修繕積立金」として月額３１万０３００円が、「設備の修繕

費」として月額１３万円が定められ、かつ、修繕費の支払については、原告の指示に基

づき、「修繕積立金」又は「設備の修繕費」から本件会社において支払う旨が定められ

ている（前提事実（３）ア（ア）ｃ～ｅ）。本件管理委託契約１におけるこれらの定め

によれば、本件会社は、本件管理委託契約１に基づき、原告から修繕の指示があった場

合にはその指示に従って費用を支出し修繕を実施する旨の一般的な義務を負うと解する

余地はあるものの、修繕を実施するか否かの判断及びその費用を「修繕積立金」又は

「設備の修繕費」のいずれから支出するかの判断は原告に留保されているというべきで

あり、原告からの個別具体的な修繕の指示を受けない限り、本件会社は本件各物件に係

る修繕義務を負うものではなく、原告もこれに対応する費用支払債務を負うものではな

いと解するのが相当である。したがって、本件管理委託契約１に基づいて原告から本件

会社に支払われる「設備の修繕費」は、原告の個別具体的な修繕の指示により当該修繕

がされ、その費用の支払に係る債務が確定するまでは、将来の修繕に備えて本件会社に

預けられているものにほかならず、このような個々の修繕費用支払債務が確定したとき

に、これらの合計額が当該年分の必要経費に算入すべきものとなると解される。 

イ これに対し、原告は、本件管理委託契約１は清算を伴わない固定委託費一括払一括請

負業務契約（ランプサム契約）であるから、同契約に基づき「設備の修繕費」として支

払われた本件修繕費はその全額につき前記（１）の①～③の要件をいずれも満たすと主

張する。しかし、上記に説示した本件管理委託契約１の内容に照らせば、原告が本件会

社に対して基本的に清算を伴わない費用として定額の費用を支払う旨の定めが置かれて

いるからといって、それだけで同契約の締結により本件各物件についての本件会社の修

繕義務及びこれに対応する原告の修繕費用支払債務が直ちに発生するとはいえないこと

は前記のとおりである。したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

 また、原告は、修繕の必要が発生する都度、原告が本件会社に修繕を指示することは

予定されていない旨の主張もするが、本件管理委託契約書１には修繕費の支払について

は原告が別途指示する必要がある旨が明示的に定められていることは上記アのとおりで

あるところ、原告が本件会社との間でこれと異なる合意をした事実を認めるに足りる証

拠もないから、原告の上記主張は採用することができない。そして、原告は、本件会社

が本件修繕費の支払を受けた時点でこれを売上げとして計上していたとも主張するが、

本件会社においてこのような会計処理が行われていたか否かによって、原告の不動産所

得の金額の計算上本件修繕費を必要経費として算入することができるか否かが左右され

るものではない。 

 さらに、原告は、平成２３年１０月以降における「設備の修繕費」名目による支出に

ついてはその金額が必要経費に算入されているにもかかわらず、同年９月以前における

本件修繕費が必要経費に算入されないのは不合理であると主張するが、同年１０月以降

における「設備の修繕費」名目による支出は本件管理委託契約２に基づくものであり、

同契約においては、設備の修繕業務が委託業務に追加されている上、修繕費は「設備の

修繕費」から支払い、修繕が大規模修繕に該当する場合には「修繕積立金」から支払う

旨が定められ、「設備の修繕費」からの支払について、原告による指示を要するものと

はされていないこと（前提事実（３）ア（イ）ｂ）に照らせば、同月以降における「設
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備の修繕費」名目による支出につき本件管理委託契約１に基づく支出である本件修繕費

と異なる解釈となることは不合理とはいえないから、原告の上記主張は採用することが

できない。 

（４）そこで、本件において、原告が本件会社に対して本件各物件の修繕について指示をした事

実が認められるか否かが問題となるところ、これを直接に裏付ける指示書等の証拠は見当た

らない。 

 もっとも、本件会社が原告の設立した非公開会社であり、原告及びその妻のみがその取締

役であることに照らすと、本件会社が現実に本件各物件の修繕を施工業者に依頼して実施し

た事実や、その実施の都度にこれらの施工業者に対しその報酬を支払った事実が認められる

のであれば、これらの修繕が原告の指示（黙示的なものを含む。以下、１において同じ。）

に基づかずに行われるとか、修繕の実施後に本件会社から原告への費用支払請求がされない

まま放置されるなどの事態は通常想定し難いから、これらの例外的な事態の発生をうかがわ

せる事情が認められない限り、当該修繕は原告の指示に基づいて行われ、かつ、修繕の都度、

その費用が原告に請求されていたものと認めるのが相当である。 

 この点について、原告は、甲１１７の１及び２並びに甲２００の１及び２を提出し、本件

会社は実際に本件各物件の修繕を行い、本件修繕費に相当する修繕費を「設備の修繕費」か

ら支出した旨主張するので、さらに検討する。 

 まず、甲１１７の１及び２をみると、領収証等の名宛人や発行者の記載がないものや、支

払の対象となった物品名又はサービス内容等の取引内容の記載がないもの、発行者の押印が

ないものが多く含まれているほか、領収証の発行者や振込明細書における受取人の所在地が

静岡県内又は長野県内であるもの、さらには、飲食品や家庭用加湿器、プリンタのインク等、

明らかに修繕費の支出とは認められないものも複数含まれていることからすれば、甲１１７

の１及び２のみをもって本件各物件の修繕を実施したと認めるには足りない。 

 他方、甲２００の１及び２のうち、別表Ｃ１－１「甲２００の１」欄及び別表Ｃ１－２

「甲２００の２」欄記載の請求書番号に係る各請求書には、本件各物件につき本件会社から

依頼を受けた施工業者が具体的な修繕を実施した旨及びその代金が記載されており、その体

裁に照らして、信用性に欠けるところはないというべきであるところ、これらの書証によれ

ば、本件会社が平成２２年１月から平成２３年９月までの間に、各施工業者に依頼して本件

各物件の修繕を実施したことが認められる。また、甲１１７の１及び２のうち、別表Ｃ１－

１「甲１１７の１」欄及び別表Ｃ１－２「甲１１７の２」欄記載の伝票番号に係る各振込明

細書（本件会社から各施工業者に対する振込みに係るもの）を、別表Ｃ１－１「甲２００の

１」欄及び別表Ｃ１－２「甲２００の２」欄記載の請求書番号に係る各請求書（各施工業者

から本件会社に対する請求に係るもの）と照合すれば、前者に係る各振込明細書は後者に係

る各請求書に対する支払をした際のものであると認められるから、上記修繕に要した費用は

これらの振込明細書に記載された金額であると認めるのが相当であり、その合計額は、平成

２２年分につき５１万１５２４円、平成２３年分につき５８万０８０９円である。そして、

本件会社が原告の指示に基づかずにこれらの修繕を行ったことや、修繕の実施後に原告に対

する費用支払請求がされなかったことをうかがわせる事情は認められないことからすると、

本件会社が実施した上記の修繕については、原告の指示に基づいて行われ、かつ、修繕の都

度、その費用が原告に請求されていたものと推認するのが相当である。 
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 以上によれば、原告が本件管理委託契約１に基づき本件会社に支払った本件修繕費のうち、

平成２２年分の５１万１５２４円及び平成２３年分の５８万０８０９円については、平成２

２年又は平成２３年中に①原告の本件会社に対する修繕費用支払債務が確定し、②その債務

に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実（本件会社による修繕の実施）が発生し、

かつ、③その金額は以上のとおり修繕の実施を裏付ける証拠により合理的に算定することが

できるものであるから、原告の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものである。 

２ 争点②（本件修繕積立金は、必要経費に算入すべきものか）について 

（１）争点②においては、原告が本件会社との間で本件各物件（ただし、本件Ｈ物件、本件Ｋ物

件及び本件Ｉ物件に係るものを除く。以下、２において同じ。）について締結した本件各管

理委託契約に基づいて、平成２２年から平成２４年までに本件会社に支払った本件修繕積立

金（月額３１万０３００円）につき、原告の不動産所得の計算上必要経費に算入すべきもの

か否かが問題とされている。 

（２）そこで、本件各管理委託契約の内容についてみると、平成２３年１０月の契約変更の前後

を通じて、修繕積立金については、原告からの預り金として、本件会社の会計処理とは切り

離して資金を積み立てるものとし、修繕積立金の取崩しについては、書面をもって原告の了

解を得て着手する旨が定められており（前記前提事実（３）ア（ア）ｆ、（イ）ｂ（ｃ））、

このような契約の定めに照らせば、本件各管理委託契約においては、原告が書面をもって修

繕積立金の取崩しを了解した場合に限って、修繕積立金を取り崩して本件会社が本件各物件

の修繕を行うことを合意したと解するのが相当であるから、本件各物件について修繕が必要

な事態が生じたとしても、本件会社が直ちに修繕義務を負うものではなく、また、原告が当

然に修繕積立金を取り崩して本件各物件の修繕に係る費用を支払うべき義務を負うものでも

ないと解される。そして、本件においては、原告が本件会社に対して書面をもって修繕積立

金の取崩しを了解したことを認めるに足りる的確な証拠は見当たらない（なお、本件管理委

託契約２においては大規模修繕に該当する修繕につき修繕積立金の取崩しの対象となるもの

とされているところ、本件各物件について平成２２年から平成２４年までの間に大規模修繕

が実施されたことを認めるに足りる証拠もない。）。 

 そうすると、原告が、本件各管理委託契約に基づいて本件会社に対して支払った本件修繕

積立金については、同契約に基づく原告の書面による本件修繕積立金の取崩しの了解がされ

ていない以上、これに係る原告の本件会社に対する費用支払債務が確定したとはいえないか

ら、原告の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものということはできない。 

（３）ア 以上に対し、原告は、本件管理委託契約は清算を伴わない固定委託費一括払一括請負

業務契約（ランプサム契約）であるから、本件修繕積立金は前記１（１）の①～③の要

件をいずれも満たすと主張するが、上記（２）に説示したところに照らし、原告の主張

は採用することができない。なお、本件各管理委託契約の内容に照らせば、同契約にお

ける「修繕積立金」は、将来の修繕の必要に備えてその資金を積み立てるものであるか

ら、各年ごとの清算を伴わないことはその性質上当然のことといえるのであって、この

点においても原告の上記主張は採用することができない。 

イ 原告は、本件会社との間で修繕積立金による修繕業務が委託業務に含まれることを口

頭で合意していた旨主張する。 

 しかしながら、本件管理委託契約書１及び２において修繕積立金の取崩しには原告の
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書面による了解を要する旨が明記されているにもかかわらず、口頭でこれと異なる合意

をする合理的な理由は見当たらず、原告が主張する口頭の合意があったことを認めるに

足りる的確な証拠もないから、原告の上記主張は採用することができない。 

ウ 原告は、平成２３年１０月以降における「設備の修繕費」名目による支出が必要経費

に算入されているにもかかわらず、本件修繕積立金が必要経費に算入されないのは不合

理である旨主張する。 

 しかしながら、「設備の修繕費」名目による支払については、平成２３年１０月１日

に締結された本件管理委託契約２において、原告による個別具体的な修繕の指示がなく

ても本件会社の修繕義務及びこれに対応する原告の修繕費用支払債務が発生すると解さ

れるのに対し、修繕積立金については、同月の契約変更の前後を通じて、取崩しに係る

原告の書面による了解がない限り、これらの義務が発生しないと解されるのであるから、

本件管理委託契約２に基づく「設備の修繕費」名目による支出が必要経費に算入される

からといって、本件修繕積立金が必要経費に算入される根拠となるものとはいえない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

エ 原告は、全国の他のマンションや本件Ｈ物件及び本件Ｋ物件に係る修繕積立金と同様、

本件修繕積立金についても必要経費と認められるべきである旨主張する。 

 マンションの修繕積立金については、その支払がマンション標準管理規約に沿った適

正な管理規約に従い、一定の事実関係（①区分所有者となった者は、管理組合に対して

修繕積立金の支払義務を負うことになること、②管理組合は、支払を受けた修繕積立金

について、区分所有者への返還義務を有しないこと、③修繕積立金は、将来の修繕等の

ためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと、④修繕積立金の額は、長期修繕

計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されているこ

と）の下で行われている場合は、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差

し支えないと取り扱われている（本件質疑応答事例。別紙４の２「被告の主張の要旨」

（３）参照）ところ、かかる取扱いは、建物の区分所有者が管理組合に対して支払う修

繕積立金の性質やその運用の一般的な状況等に照らし相当であると解される。そして、

争点②の対象とされている本件各物件については、原告は１棟全部の所有者であって区

分所有者ではなく、管理組合も存在しない一方、本件Ｈ物件及び本件Ｋ物件については、

原告は区分所有者であり、上記①～④の要件を満たさないとする事情も見当たらないこ

とから、上記両物件に係る修繕積立金については、その支払期日の属する年分の必要経

費に算入されたものであると推認される（甲２８、甲２６２の１及び２、乙１１、弁論

の全趣旨。なお、本件Ｉ物件に係る修繕積立金については、争点④において別途検討す

る。）。 

 したがって、原告の主張する他のマンション等における取扱いとの比較によっても、

本件修繕積立金に関する前記（１）の判断が左右されるものではなく、原告の上記主張

は採用することができない。 

３ 争点③（本件賃室リフォーム代金は、必要経費に算入すべきものか）について 

（１）争点③においては、原告が本件会社との間で本件各物件について締結した本件各賃貸管理

委託契約（前提事実（３）イ）のうち、平成２３年１０月の契約変更前の本件賃貸管理委託

契約１に基づいて、平成２２年１月から平成２３年９月までに貸室の原状回復業務に係る費
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用として本件会社に支払われた月額２２万円（本件賃室リフォーム代金）につき、原告の不

動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものか否かが問題とされている。 

（２）そこで、本件賃貸管理委託契約１の内容についてみると、同契約においては、原告が本件

会社に支払う業務委託料を定額月額５９万８７００円と定めるに当たり勘案された事項の一

つとして貸室の賃借人が退去した場合のリフォーム費用が掲げられ、上記業務委託料の内訳

につき賃室リフォーム代金は月額２２万円であることが定められる一方、原告が本件会社に

対して本件各物件の貸室について原状回復業務を委託する旨の明示的な定めはなく（前提事

実（３）イ（ア））、本件各物件の貸室についてどのような場合に原状回復工事を含むリフォ

ーム工事等を行うのかに関する具体的な定めも置かれていない。 

 一般に、貸室の賃借人が退去する際に行うべき作業の内容やこれに要する費用の額等は各

物件の状況や当該貸室の使用の在り方等に応じて様々であると考えられるところ、上記のと

おり、リフォーム工事等の実施に関し契約上具体的な定めがないことに照らせば、本件会社

がリフォーム工事等を実施する義務を負うためには、原告と本件会社が別途その実施に係る

合意をする必要があるというべきであり、本件会社は本件賃貸管理委託契約１に基づき当然

に本件各物件の貸室についてリフォーム工事等を実施する義務を負うものではなく、原告も

これに対応する費用支払債務を負うものではないと解するのが相当である。したがって、本

件賃貸管理委託契約１に基づいて原告から本件会社に支払われる賃室リフォーム代金は、原

告と本件会社との別途の合意によるリフォーム工事等の実施がされ、その費用の支払に係る

債務が確定するまでは、将来のリフォーム工事等の実施に備えて本件会社に預けられている

ものにほかならず、このような個々の費用支払債務が確定したときに、これらの合計額が当

該年分の必要経費に算入すべきものとなると解される。 

 以上に反する原告の主張は、上記の説示及び前記１（３）イの説示と同様の理由により、

いずれも採用することができない。 

（３）そこで、本件において、原告が本件会社との間で本件各物件の貸室についてリフォーム工

事等をすることについて個別具体的な合意をした事実が認められるか否かが問題となるとこ

ろ、これを直接に裏付ける合意書等の証拠は見当たらない。 

 もっとも、本件会社が原告の設立した非公開会社であり、原告及びその妻のみがその取締

役であることに照らすと、本件会社が現実に貸室のリフォーム工事等を施工業者に依頼して

実施した事実や、その実施の都度にこれらの施工業者に対しその報酬を支払った事実が認め

られるのであれば、これらの工事が本件会社と原告との個別の合意（黙示的なものを含む。

以下、３において同じ。）に基づかずに行われるとか、リフォーム工事等の実施後に本件会

社から原告への費用支払請求がされないまま放置されるなどの事態は通常想定し難いから、

これらの例外的な事態の発生をうかがわせる事情が認められない限り、当該リフォーム工事

等は本件会社と原告との合意に基づき行われ、かつ、リフォーム工事等の都度、その費用が

原告に請求されていたものと認めるのが相当である。 

 この点について、原告は、甲１１７の１及び２並びに甲２００の１及び２を提出し、本件

会社は実際にリフォーム工事等を行い、本件賃室リフォーム代金に相当する費用を支出した

旨主張するので、さらに検討すると、甲１１７の１及び２のみをもって本件各物件のリフォ

ーム工事等を行ったと認めるに足りないことは、前記１（４）のとおりである。 

 他方、甲２００の１及び２のうち、別表Ｃ２－１「甲２００の１」欄及び別表Ｃ２－２
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「甲２００の２」欄記載の請求書番号に係る各請求書には、本件各物件につき本件会社から

依頼を受けた施工業者が具体的なリフォーム工事等を実施した旨及びその代金が記載されて

おり、その体裁に照らして、信用性に欠けるところはないというべきであるところ、これら

の書証によれば、本件会社が平成２２年１月から平成２３年９月までの間に、各施工業者に

依頼して本件各物件のリフォーム工事等を行ったことが認められる。また、甲１１７の１及

び２のうち、別表Ｃ２－１「甲１１７の１」欄及び別表Ｃ２－２「甲１１７の２」欄記載の

伝票番号に係る各振込明細書（本件会社から各施工業者に対する振込みに係るもの）を、各

別表Ｃ２－１「甲２００の１」欄及び別表Ｃ２－２「甲２００の２」欄記載の請求書番号に

係る各請求書（各施工業者から本件会社に対する請求に係るもの）と照合すれば、前者に係

る各振込明細書は後者に係る各請求書に対する支払をした際のものであると認められるから、

上記リフォーム工事等に要した費用はこれらの振込明細書に記載された金額であると認める

のが相当であり（ただし、別表Ｃ２－１の「順号」欄１３及び別表Ｃ２－２「順号」欄７に

ついては、振込明細書に記載された金額が請求書に印字された金額を大幅に上回っていると

ころ、当該超過部分が当該リフォーム工事等に要した費用であることを裏付ける証拠はない

から、請求書に印字された金額をもってリフォーム工事等に要した費用であると認めるのが

相当である。）、その合計額は、平成２２年分につき１５０万８６４６円、平成２３年分につ

き１１０万７３６６円である。そして、本件会社が原告との合意に基づかずにこれらのリフ

ォーム工事等を行ったことや、その実施後に原告に対する費用支払請求がされなかったこと

をうかがわせる事情は認められないことからすると、本件会社が行った上記のリフォーム工

事等については、原告との合意に基づいて行われ、かつ、リフォーム工事等の都度、その費

用が原告に請求されていたものと推認するのが相当である。 

 以上によれば、原告が本件管理委託契約１に基づき本件会社に支払った本件賃室リフォー

ム代金のうち、平成２２年分の１５０万８６４６円及び平成２３年分の１１０万７３６６円

については、平成２２年又は平成２３年中に①原告の本件会社に対するリフォーム工事等の

費用支払債務が確定し、②その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実（本件

会社によるリフォーム工事等の実施）が発生し、かつ、③その金額は以上のとおりリフォー

ム工事等の実施を裏付ける証拠により合理的に算定することができるものであるから、原告

の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものである。 

４ 争点④（本件Ｉ物件修繕積立金は、必要経費に算入すべきものか）について 

（１）争点④においては、原告が本件Ｉ物件につき平成２２年から平成２４年までに支出した修

繕積立金月額１６万１８００円（本件Ｉ物件修繕積立金）につき、原告の不動産所得の金額

の計算上必要経費に算入すべきものか否かが問題とされている。 

（２）前記前提事実のとおり、平成１９年７月１８日以降は本件管理組合の構成員が原告のみと

なっていたことに照らすと、同日以降に本件管理組合がなおいわゆる社団性を有していたと

いうことができるかには疑問を差し挟む余地がある。そこで、仮に本件Ｉ物件管理委託契約

の当事者である本件管理組合を原告と同視し得るものとして同契約の内容をみると、修繕積

立金については、原告からの預り金として、本件会社の会計処理とは切り離して資金を積み

立てるものとし、修繕積立金の取崩しについては、書面をもって原告の了解を得て着手する

旨が定められており（前記前提事実（３）ウ（イ）ｃ（ｅ））、このような契約の定めに照ら

せば、本件Ｉ物件管理委託契約においては、原告が書面をもって修繕積立金の取崩しを了解
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した場合に限って、修繕積立金を取り崩して本件会社が本件Ｉ物件の修繕を行うことを合意

したと解するのが相当であるから、本件Ｉ物件について修繕が必要な事態が生じたとしても、

本件会社が直ちに修繕義務を負うものではなく、また、原告が直ちに修繕積立金を取り崩し

てその修繕に係る費用を支払うべき義務を負うものでもないと解される。そして、本件にお

いては、原告が本件会社に対して書面をもって修繕積立金の取崩しを了解したことを認める

に足りる的確な証拠は見当たらない。 

 そうすると、原告が、本件Ｉ物件管理委託契約に基づいて本件会社に対して支払った本件

Ｉ物件修繕積立金については、同契約に基づく原告の書面による同積立金の取崩しの了解が

されていない以上、これに係る原告の本件会社に対する修繕費用支払債務が確定したとはい

えないから、原告の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものということはでき

ない。 

 以上に反する原告の主張は、上記の説示及び前記２（３）の説示と同様の理由により、い

ずれも採用することができない。 

（３）ア また、本件Ｉ物件管理委託契約の当事者である本件管理組合を原告と同視し得ないと

した場合には、本件Ｉ物件修繕積立金は、Ｉ管理規約に基づき区分所有者として本件管

理組合に対する支払義務を負う原告が、本件Ｉ物件管理委託契約に基づき本件管理組合

から修繕積立金の管理を委託された本件会社に対して直接支払ったものと理解されると

ころ、この場合においても、本件において、本件管理組合が本件会社に対して書面をも

って修繕積立金の取崩しを了解したことを認めるに足りる的確な証拠が見当たらず、そ

の了解がされていないことは上記（２）と同様である。そうすると、いまだ具体的な給

付をすべき原因となる事実が発生しておらず、平成２２年から平成２４年までにおける

各末日までにその金額を合理的に算定することができるともいえないから、本件Ｉ物件

修繕積立金につき、原告の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものという

ことはできない。 

イ これに対し、原告は、マンション標準管理規約によって運営されている全国の他のマ

ンションや、本件Ｈ物件及び本件Ｋ物件に係る修繕積立金と同様、本件Ｉ物件修繕積立

金についても必要経費と認められるべきであると主張する。 

 しかしながら、本件管理組合の理事長としての原告名義の預金口座（本件管理組合預

金口座。甲３３の２、同１２３の１及び２）に本件Ｉ物件に係る修繕積立金として区分

所有者から支払われた資金が預け入れられていたことは原告も認めているところ、証拠

（甲１２３の２、乙１２）によれば、①本件管理組合預金口座からは、平成２１年３月

１６日に９００万円の現金が引き出され、同日、原告の個人名義の普通預金口座（乙１

２）に同額の９００万円が振り込まれたこと、②翌１７日、同口座には別の原告の個人

名義の預金口座から２０００万円が振り込まれ、同日、合計２９００万円の定期預金の

預入れがされたことが認められる。そして、証拠（甲１２３の２、２４９）によれば、

同定期預金は預入れがされたわずか４か月弱で解約され、本件管理組合預金口座から出

金された９００万円は平成２７年１２月２５日まで返還されなかったことが認められる。

これらの事実に鑑みると、本件Ｉ物件に係る修繕積立金は、本来その保管がされるべき

本件管理組合預金口座での管理が行われず、原告の個人名義の財産と混在していたこと

が認められるから、区分所有者としての原告が本件管理組合に支払った本件Ｉ物件修繕
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積立金を原告の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないというべ

きである。 

 なお、以上の説示に係る判断は、マンションの修繕積立金の必要経費性につき一般的

な解釈又は取扱例を示した本件質疑応答事例（別紙４の２「被告の主張の要旨」（３）

参照）における取扱い（修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用

されるものでないことを要するものとする。）にも合致するものといえる。 

５ 争点⑤（本件コンサルティング委託料は、必要経費に算入すべきものか）について 

（１）争点⑤においては、原告が本件会社との間で本件各物件について締結した本件各コンサル

ティング委託契約（前提事実（３）エ）のうち、平成２３年１０月の契約変更前の本件コン

サルティング委託契約１に基づいて、平成２２年１月から平成２３年９月までに「業務委託

料」として支払った月額２万３５００円（本件コンサルティング委託料）につき、原告の不

動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものか否かが問題とされている。 

（２）所得税法４５条１項１号及び２号は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されない

ものとして、家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの（１号。以下、後者

を「家事関連費」といい、前者〔家事上の経費〕と併せて「家事関連費等」という。）並び

に所得税（２号）を定め、同項１号の規定を受けて定められた同法施行令９６条は、家事関

連費に含まれない経費として、①家事関連費の主たる部分が不動産所得を生ずべき業務の遂

行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における

当該部分に相当する経費（１号）及び②青色申告の承認を受けている者に係る家事関連費の

うち、取引の記録等に基づいて、不動産所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったこと

が明らかにされる部分の金額に相当する経費（２号）を掲げている。したがって、上記①又

は②のいずれかの経費に当たらない限り、家事関連費を必要経費に算入することはできない。

また、所得税に関する紛争に係る費用についても、所得税について必要経費に含まれないの

と同様に、家事関連費等として必要経費に算入することができないと解するのが相当である

（所得税基本通達３７－２５参照）。そして、同条１号にいう「主たる部分が不動産所得を

生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかについては、原則として、その支出する金額の

うち当該業務の遂行上必要な部分が５０％を超えるかどうかによって判定すべきであると解

されるが、当該必要な部分の金額が５０％以下であっても、その必要である部分を明らかに

区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額に限って必要経費に算

入することができるものと解するのが相当である（所得税基本通達４５－２参照）。 

 原告は、所得税に関する紛争に係る費用について家事関連費等に当たるとする所得税基本

通達３７－２５は違法である旨主張するが、これを採用することはできない。 

（３）前記前提事実のとおり、原告は、本件コンサルティング委託契約１においては、本件コン

サルティング委託契約２とは異なり、本件会社に対し、「所得税の異議申立書の作成」業務

及び「不服審判所へ甲（原告）の不服申立の諸作業の代行」業務を含む１４の業務を委託し

（甲３４の１）、その対価として月額２万３５００円の業務委託料を支払うことを合意して

いるものの、委託された業務ごとの業務委託料の内訳は定められていない（前提事実（３）

エ（ア）及び（イ））。 

 これらの事実を前提として、上記（２）に述べたところに照らすと、原告が本件コンサル

ティング委託契約１において本件会社に委託した業務に係る業務委託料は、上記のとおり所
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得税に関する紛争に係る費用を含むから、家事関連費等に当たり、所得税法施行令９６条１

号又は２号に該当しない限り、その額を原告の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入す

ることができないものであるところ、上記業務委託料について、①不動産所得を生ずべき業

務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる部分に相当するもの又は②取引

の記録等に基づき上記の業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に

相当するものがあると認めるに足りる証拠は見当たらない。そうすると、結局、原告が本件

会社に対して支出したとされる本件コンサルティング委託料が、原告の不動産所得の金額の

計算上必要経費に算入すべき金額に該当するとは認め難いというべきである。 

（４）ア これに対し、原告は、不動産に特化した上記業務のみを本件会社に委託したのである

から、本件コンサルティング委託料には家事関連費等が含まれる余地はないなどと主張

するが、不動産に関するものであるか否かにかかわらず、所得税に関する紛争に係る費

用が所得税そのものと同様に家事関連費等に含まれると解されることは前記（１）のと

おりであって、原告の主張を採用することはできない。 

イ また、原告は、本件コンサルティング委託料は「不動産所得を生ずべき業務の遂行上

直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当するもの」に該当するとも主

張するが、これを認めるに足りる証拠がないことは前記（３）のとおりであり、原告の

主張を採用することはできない。 

６ 争点⑥（本件会計税務事務委託料は必要経費に算入すべきものか）について 

（１）争点⑥においては、原告が本件会社との間で本件各物件について締結した本件各会計税務

事務委託契約（前提事実（３）オ）のうち、平成２３年１０月の契約変更前の本件会計税務

事務委託契約１に基づいて、平成２２年１月から平成２３年９月までに「業務委託料」とし

て支払った月額３万１５００円（本件会計税務事務委託料）につき、原告の不動産所得の金

額の計算上必要経費に算入すべきものか否かが問題とされている。 

（２）前記５（２）でみたとおり、所得税に関する紛争に係る費用は、家事関連費等として、そ

の額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないと解されるところ、前

記前提事実（３）オのとおり、本件会計税務事務委託契約１においては、本件会計税務事務

委託契約２とは異なり、本件会社に対し、①原告の不動産青色申告のための各種資料の作成

又はその補助業務、②税務署への申告書提出のための作業又はその補助業務及び③税務調査

対応作業又はその補助業務を委託するものとされているところ、これらに係る費用は、所得

税の申告等との関連の密接さや、それらの性質上、所得税法３７条１項が不動産所得の金額

の計算上必要経費に算入することができる金額に係るものとして挙げる不動産所得の総収入

金額を得るため直接に要した費用又は不動産所得を生ずべき業務について生じた費用に当た

るとはいい難いことを考慮すると、家事関連費等に含まれるものと解するのが相当である。

そして、原告は、本件会計税務事務委託契約１において、本件会社に対し、上記のものを含

む９つの業務を委託し、その対価として月額３万１５００円の業務委託料を支払うことを合

意しているものの、委託された業務ごとの業務委託料の内訳は定められていない。また、本

件会社が、原告に係る税務代理、税務書類の作成等の税理士業務をすることができる法令上

の根拠等は格別見当たらない。 

 これらの点を前提として、前記５（２）に述べたところに照らすと、原告が本件会社に対

して支出したとされる本件会計税務事務委託手数料も、前記５（３）で本件コンサルティン
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グ委託料について述べたのと同様に、原告の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべ

き金額に該当するとは認め難いというべきである。 

（３）なお、前記５（４）で本件コンサルティング委託料についてみたのと同様、上記（１）に

反する原告の主張はいずれも採用することができない。 

７ 争点⑦（減価償却費の計算上、土地及び建物を一括購入した場合における建物の取得価額を

どのように算定すべきか）について 

（１）争点⑦においては、本件各物件に係る減価償却費の計算の在り方が問題とされている。別

紙４「当事者の主張の要旨」７のとおり、被告は、本件各物件のうち、売買契約書に土地及

び建物等の売買価額がそれぞれ区分して明記されているものについては、これに記載された

建物等の価額を各建物等の取得価額とすべきであり、他方、売買契約書に土地及び建物等の

売買価額の合計額のみが記載されているものについては、固定資産税評価額に基づいて按分

計算する方法により建物等の価額を算定すべきであると主張し、原告はこれを争っている。 

（２）減価償却資産の償却費の計算に当たり、購入した減価償却資産の取得価額は、当該資産の

購入の代価とするものとされている（所得税法施行令１２６条１項１号イ）ところ、この規

定の文理に照らすと、当該資産の購入に係る契約の当事者の合意により、当該資産を取得す

ることとなった者がその譲渡の対価及び当該資産の購入のための費用として支払うことにな

った金額（当該譲渡に消費税等が課される場合において、当該資産を取得することとなった

者が消費税等の額に相当する金額を負担するときは、当該金額を含む。消費税法２８条１項

参照）が存するのであれば、特段の事情のない限り、その金額をもって、同号イにいう購入

の代価と認めるのが相当である。したがって、土地と建物等を一括して購入した場合におい

て、その売買契約書に土地及び建物等が区分して記載されているときは、特段の事情が認め

られない限り、その契約書上建物等の代価として記載された金額をもって、建物等の購入の

代価と認められる。 

 他方、上記のような一括購入の場合において、その契約書等の記載によるのでは当該購入

の代価のうち建物等に係る金額が直ちには明らかでない場合には、合理的な計算方法により、

建物等の購入の代価についてその客観的な金額を算定する必要がある。 

（３）前記前提事実（２）のとおり、本件Ｎ物件、本件Ｐ物件、本件Ｌ物件、本件Ｉ・Ａ物件及

び本件Ｉ・Ｂ物件については、上記各物件の購入に係る各売買契約の契約書（甲１３０、１

３２の１及び２、１３３～１３５）において、売買価額の内訳、すなわち土地及び建物等の

それぞれに係る売買代金額並びに建物等に係る消費税等の額に相当する金額が区分して明記

されている（ただし、本件Ｌ物件については、売買代金の総額と建物等に係る消費税等の額

に相当する金額が区分して記載されているにとどまる。別表Ｂ２参照）ところ、これらの金

額をもって購入の代価とすることが不合理であるといえるような事情を認めるに足りる証拠

はない。そうすると、上記各物件については、上記各契約書に記載された建物等に係る売買

代金額及び消費税等の額に相当する金額の合計額（本件Ｌ物件については、同物件に係る契

約書〔甲１３３〕に記載された消費税等の額に相当する金額を消費税等の税率で割り返すこ

とによって計算された金額を建物等に係る売買代金額とし、これを上記の消費税等の額に相

当する金額と合計した額）をもって、上記各物件の建物等の取得価額であると認めるのが相

当である。 

（４）他方、本件Ｈ物件、本件Ｋ物件、本件Ｑ物件及び本件Ｉ・Ｃ物件については、土地と建物
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等が一括して購入されているにもかかわらず、上記各物件に係る各売買契約の契約書等（甲

１２８、１２９、１３１、１３６）において売買価額の内訳が記載されておらず、土地及び

建物等の売買代金額並びに建物等に係る消費税等の額に相当する金額は、いずれも契約書の

記載からは明らかでない（別表Ｂ２参照）から、前記（１）のとおり、合理的な方法により

上記各物件の建物等の客観的な取得価額を算定する必要がある。 

ア この点について、原告は、上記各物件に係る不動産鑑定士による鑑定評価書（甲１７２

の１、３及び８）に記載された各鑑定評価額をもって、建物等の取得価額とすべきである

旨主張する。 

 しかしながら、証拠（甲１７２の１、３及び８）によれば、①本件Ｋ物件に係る鑑定評

価書（甲１７２の１）においては、同物件の売買代金額と鑑定評価額とは総額においてお

おむね一致しているものの、「マンション建設分譲に関わる通常の付帯費用の額」を更地

価格及び建物建築費の３０％と査定した上でその全額を建物等の評価に加算している上、

土地の評価については、地積広大地であることを理由に画地条件において公示基準地との

標準化補正値を「６０／１００」としていること、②本件Ｑ物件に係る鑑定評価書（甲１

７２の３）においては、実際の同物件の売買代金総額が５８００万円であった（甲１３

１）にもかかわらず、建物等の鑑定評価額が６７５０万円とされていること、③本件Ｉ・

Ｃ物件に係る鑑定評価書（甲１７２の８）においては、実際の本件Ｉ・Ｃ物件の売買代金

総額が６１０１万円であった（甲１３６）にもかかわらず、建物等の鑑定評価額が６０５

０万円とされていることが認められるところ（なお、本件Ｈ物件については同様の鑑定評

価書は提出されていない。）、これらの事情を踏まえてもなお上記各鑑定評価書（甲１７２

の１、３及び８）に記載された鑑定評価額をもって上記各物件の建物等の取得価額とする

ことが合理的であるといえるような事情は、本件全証拠によっても認め難い。 

イ そうすると、上記各物件の建物等の取得価額の算定に当たっては、上記ア以外の方法に

よらざるを得ないところ、固定資産税評価額は、固定資産評価基準によってされた不動産

の評価に基づき一定の基準時におけるその適正な時価（客観的な交換価値）として決定さ

れた価格を登録するものである（地方税法３４１条５号、３４９条、３８８条１項等）こ

とに照らし、一般的には、土地及び建物等につき当該基準時の前後における適正な時価を

反映しているものと解される。 

 したがって、本件各物件のうち、本件Ｈ物件、本件Ｋ物件、本件Ｑ物件及び本件Ｉ・Ｃ

物件の建物等の取得価額の算定に当たっては、土地及び建物等に係る各固定資産税評価額

により土地と建物等との価額比を求め、当該価額比をもって売買代金総額を按分する方法

によるのが相当である。 

（５）ア 以上に対し、原告は、売買契約書に記載されている売買価額をもって取得価額とする

ことは措置法関係通達３５の２－９に反する旨主張するが、同通達は、特定の土地等の

長期譲渡所得の特別控除について規定する租税特別措置法３５条の２の法令解釈を示す

ものであり（乙５３）、所得税法施行令１２６条１項１号イ所定の「購入の代価」の解

釈や認定に当たって適用されるものではないから、原告の主張は前提を欠き、採用する

ことができない。 

イ 原告は、本件Ｎ物件の建物等について、いわゆるバブル崩壊後に時価の半値程度で購

入したものであることや、大規模修繕を行ったことから、売買契約書記載の金額による
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ことのできない特別の事情がある旨主張する。しかし、上記（２）に述べたように、所

得税法施行令１２６条１項１号イは、減価償却資産の取得価額につき、当該資産の購入

の代価と定めているのであり、原告の主張する事情をもっては、本件Ｎ物件に係る契約

書に記載された金額をもって購入の代価とすることが相当とはいえない特段の事情の存

在を認めるに足りないというべきであるから、原告の上記主張は採用することができな

い。 

ウ 原告は、本件Ｌ物件に係る取得価格の算定が消費税法施行令４５条３項及び消費税基

本通達１１－４－２に違反すると主張するが、所得税に係る減価償却資産の取得価額の

算定において、消費税の課税標準の算定について定めた消費税法施行令４５条３項や、

消費税における課税仕入れに係る支払対価の額の算定について定めた消費税基本通達１

１－４－２は適用されないから、原告の主張は前提を欠き、採用することができない。 

エ 原告は、本件Ｈ物件、本件Ｋ物件、本件Ｑ物件及び本件Ｉ・Ｃ物件の建物等の取得価

額について、固定資産税評価額が土地については時価の７割、既存住宅については時価

の４割でそれぞれ評価されている上、建物等に係る固定資産税評価額は不当な初期減価

がされることにも照らすと、土地及び建物等に係る各固定資産税評価額による価額比を

もって売買代金総額を按分する方法によるのは不合理であると主張する。しかしながら、

既存住宅についての固定資産税評価額が時価の４割で評価されていることを認めるに足

りる的確な証拠があるとはいえない（原告が指摘する証拠〔甲７８～８３〕によっても、

原告が主張するような事実があるとまでは認め難い。）上、原告の主張が、建物に対す

る経過年数に応ずる減点補正率の適用について、既存住宅であるとされることによる物

理的減耗以上の価格の下落が生じることなどを前提にしている（原告は、新築住宅につ

いては時価の５割程度、既存住宅については時価の４割程度でそれぞれ評価されている

旨主張する。）ことをも考慮すると、原告の主張は直ちには採用し難いものといわざる

を得ない。そして、他に、固定資産税評価額を用いることを前提とした経過年数に応ず

る減点補正率の適用をすることが不合理であることをうかがわせる事情も格別見当たら

ない。 

 また、原告は、国土交通省が提供する標準建築価額表によって算定された建物の価額

と、固定資産税評価額を０．７で除す方法によって算定された土地の価額とで按分する

方法（「国税庁公式時価按分法」）によるのが相当であるとも主張するが、当該方法は土

地と建物とで異なる機関が設定した基準の下で価格を算定するというものであって、土

地及び建物等の価額の按分方法として、三島税務署長が採用した土地及び建物等の各固

定資産評価額による価額費を用いて按分する方法と比べ、これに優る合理的な方法であ

るとは認め難い。 

オ 原告は、本件Ｑ物件及び本件Ｉ・Ｃ物件について、仮に土地及び建物等の各固定資産

税評価額による価額比を用いて売買代金総額を按分する方法により計算するとしても、

固定資産税評価額には消費税等の額が含まれていないから、按分対象となる建物等に含

まれている実際の消費税等の税率に見合った消費税等の額を建物等の固定資産税評価額

に上乗せした上で土地及び建物等の価額比を求め、当該価額比をもって代金総額を按分

すべきである旨主張する。 

 しかしながら、証拠（甲１３１、１３６）によれば、①本件Ｑ物件については、売主
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は個人である上、事業者として同物件の譲渡を行ったともうかがわれないこと、②本件

Ｉ・Ｃ物件については、原告は、競売の手続により同物件の売却を受けたものであるこ

とがそれぞれ認められ、これらによれば、原告が上記各物件の取得に当たり消費税等の

額に相当する金額を負担したと認めることはできないから、原告の主張はいずれもその

前提を欠き、採用することができない。 

８ 争点⑧（減価償却費の計算上、建物本体と建物附属設備の区分及びそれぞれの取得価額をど

のように算定すべきか）について 

（１）争点⑧においても、争点⑦と同様に、本件各物件に係る減価償却費の計算の在り方が問題

とされているところ、ここでは、建物から分離して償却すべき建物附属設備に当たるか否か

等が争われている。 

（２）所得税法所定の減価償却資産の償却費の計算に当たっては、耐用年数省令（別紙２－５）

の定めるところに従い、建物と一体に評価するものとして取り扱うべき造作と、建物附属設

備として建物とは別に取り扱うべき造作との区分は、同省令別表第一に建物附属設備として

掲げられているものに該当するか否かによって区分すべきものと解するのが相当である（所

得税法施行令１２９条、耐用年数省令１条１項参照）。そして、同表の「種類」欄において

「建物附属設備」に分類されたもののうち「構造又は用途」欄に規定された内容と、固定資

産評価基準（別紙２－１１）第２章第１節７に定める「建築設備」の内容とが、ほぼ同様で

あることに照らし、建物附属設備として区分される造作の取得価額が明らかではない場合に

は、固定資産評価基準における再建築費評点基準表に記載された当該造作に係る標準評点数

に補正項目について定められた補正係数を乗じて得た数値に計算単位の数値を乗じることに

より再建築費評点数を求め、建築附属設備として区分される造作全体に係る再建築費評点数

を合計し、その合計額が建物等の全体の再建築費評点数に占める割合によって建物と建物附

属設備の取得価額を按分する方法により、それぞれの取得価額を算定するのが合理的である。 

 原告は、建物附属設備の評価については本件各鑑定評価書記載の評価額を採用すべきであ

ると主張するが、証拠（甲１７２の１～８）によれば、本件各鑑定評価書は、設備工事費の

割合について、共同住宅では概ね平均２０％前後となるのが一般的であることを前提に、各

物件の個別的な事情を捨象して建物附属設備を評価したものにすぎないと認められるから、

原告の上記主張を採用することはできない。 

（３）ア 本件Ｈ物件、本件Ｎ物件、本件Ｌ物件、本件Ｑ物件及び本件Ｉ物件について 

（ア）これらの物件については、証拠（甲１２８、１３１、１３３～１３６）によれば、

各建物附属設備の「構造又は用途」ごとに区分した取得価額が不明であると認められ

ることに照らし、上記（２）のような再建築費評点数の割合による按分の方法により

建物附属設備の所得価額を計算するのが相当である。そして、これらの物件に係る部

分別再建築費評点数は、別表Ｂ７記載のとおりであるところ、各物件の建物等に係る

総評点数のうち建物附属設備である電気設備、衛生設備、空調設備、防災設備及び運

搬設備の各評点数は同表の「順号１０から１４の合計」欄に記載のとおりである。本

件各更正処分においては、これらの建物附属設備に係る評点数が建物等に係る総評点

数に占める割合に基づき建物等の所得価額を按分して建物と建物附属設備とに区分し

たものであり、このような償却費の計算は適法であるというべきである。 

（イ）これに対し、原告は、本件Ｈ物件について、平成６年における市川税務署での税務
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相談において、建物等については建物と建物附属設備とに区分する必要がないとの指

導を受け、その指導に従った確定申告をしてきたこと、原告以外にも建物等を建物と

建物附属設備とに区分しないで申告をしている納税者が大勢存在すると推認できる

（甲５７の１及び２、７１）ため、平等原則に従い、原告の確定申告が認められるべ

きであると主張する。 

 しかしながら、上記税務相談において原告が主張するような内容の指導がされ、原

告がこれに従った確定申告をしたことを認めるに足りる証拠はない。むしろ、証拠

（甲１及び２の各１～３、６３の１、１２８～１３６、乙６）によれば、上記税務相

談におけるやり取りに係る事項が記載されたものとして原告が本件訴訟において提出

した書面（甲６３の１）には、不動産につき償却費の計算をする際には土地と建物等

とを区分して計算することを前提として協議が進んでいたことを示す記載が複数存す

るにもかかわらず、原告は、本件各確定申告において、本件Ｈ物件を含む本件各物件

について、売買契約書記載の代金額を土地及び建物等に区分することなく、その全額

を建物等の取得価額として申告しており、本件各修正申告において初めて、本件Ｈ物

件について土地及び建物等に係る各固定資産税評価額による価額比を用いて売買代金

総額を按分するに至ったのであり、このような経緯に照らせば、原告は、上記税務相

談において前提とされていたのとは異なる計算方法による本件各確定申告を自らの判

断又は解釈に基づいてしたものというべきであるから、市川税務署の指導に従って確

定申告をした旨の主張を採用することはできない。 

 また、原告が指摘する裁判例（甲５７の１及び２、７１）によっても、建物等につ

いて建物と建物附属設備とに区分しない取扱いが一般的であるとは認められず、平等

原則違反をいう主張も採用することができない。 

（ウ）原告は、本件Ｈ物件、本件Ｎ物件、本件Ｑ物件、本件Ｌ物件及び本件Ｉ物件につい

て、固定資産評価基準の部分別再建築費評点数における「仮設工事」及び「その他工

事」は、耐用年数省令別表第一における「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によ

らないもの」に含まれるものとして建物附属設備に区分すべきであるとも主張する。 

 そこで検討するに、建物と独立して償却すべきものとされる建物附属設備とは、お

おむね建物に固着されており、その建物の効用を増加させるためのもの又はその建物

の維持管理に必要なもので、建物の従物である建具、内部造作以外のものをいうと解

されるところ、耐用年数省令別表第一にいう「前掲のもの以外のもの」とは、建物附

属設備として特に同表に掲記されているもの以外で、以上のような観点から建物附属

設備と考えられるものをいうと解される。また、同表にいう「前掲の区分によらない

もの」とは、同表に掲げる一の種類に属する減価償却資産について「構造又は用途」

又は「細目」ごとに区別しないで、当該減価償却資産を一括して償却する場合のこれ

らの資産をいうものと解するのが相当であり（耐用年数通達１－１－６参照）、償却

の対象となる財産が上記のような観点から建物附属設備に当たることを前提とするも

のであると解される。 

 しかるに、固定資産評価基準における木造家屋評点基準表及び非木造家屋評点基準

表にいう「仮設工事」とは、建物の建築に必要な準備工事又は工事中の保安のための

工事をいい、「その他工事」とは、各基準表掲記の各部分のいずれにも含まれない部
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分をいうのであるから、「仮設工事」及び「その他工事」が建物附属設備に該当しな

いことは明らかである。 

 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

イ 本件Ｋ物件について 

（ア）本件Ｋ物件について、本件各更正処分においては、建物等の取得価額を建物と建物

附属設備とに区分することなく、これらを一体として償却費の計算をしている（別紙

５の３（１）イ、別表Ｂ３－１参照）。 

 前記前提事実に加え、証拠（甲１２９）によれば、本件Ｋ物件は、昭和５５年に建

築された非木造の建物であること、原告が同物件を取得したのは平成１１年４月２９

日であることがそれぞれ認められるところ、これらを前提とし、耐用年数省令別表第

一に定められた建物附属設備に係る耐用年数が最長でも１８年であることを踏まえる

と、本件Ｋ物件については、原告が同物件を取得したときまでの間に建物附属設備に

係る耐用年数が既に経過し、償却費の額を必要経費に算入することができないことに

なる。そうすると、建物等の取得価額を建物と建物附属設備とに区分することなく、

これらを一体として償却費の計算をしたとしても、原告に有利な償却費の計算となる

にとどまり、そのような償却費の計算も適法であるというべきである。 

（イ）原告は、本件Ｋ物件について、あと２年は建物附属設備の減価償却をすることがで

きると主張するが、原告が平成１１年に取得した本件Ｋ物件の建物附属設備の残存耐

用年数は２年であった（別表Ｂ６）から、本件各係争年分においては既にその残存耐

用年数が経過していたことが明らかであって、原告の主張は採用することができない。 

ウ 本件Ｐ物件について 

（ア）本件Ｐ物件について、本件各更正処分においては、建物等の取得価額を、同物件の

前所有者が計上していた建物及び建物附属設備（給水ポンプ）の取得価額に基づき按

分する方法により、建物と建物附属設備に区分している。 

 前記前提事実に加え、証拠（甲９０、１３２の１及び２）及び弁論の全趣旨によれ

ば、①原告は、本件Ｐ物件を平成１４年１２月に取得したところ、同物件の前所有者

（原告に同物件を譲渡した者）は、同人の同年分の所得税の確定申告において、不動

産所得の金額の計算に当たり、建物と建物附属設備である給水ポンプとに区分して償

却費の計算をしていること、②同物件については、建築当時に評価された再建築費評

点数の総点数が記載された資料（甲１９５）は存在するものの、その当時（又は原告

が同物件を取得した当時）の建物附属設備の構造又は用途ごとに区分された部分別再

建築費評点数が記載された資料や、同物件の建物附属設備の購入に係る金額又は工事

割合が記載された資料は存在しないこと、③原告は、前所有者が同物件を取得してか

ら原告に譲渡するまでの間の一定の減耗を控除した後の建物等の購入の代価を５４９

０万９５５６円（消費税等の額に相当する金額を含む。）として取得したことの各事

実が認められるところ、これらの事実関係を前提とすると、上記の５４９０万９５５

６円を、本件Ｐ物件の前所有者が同物件を取得してから原告に譲渡するまでの間の一

定の減耗を控除した後の建物及び建物附属設備である給水ポンプのいわゆる残存価額

の比率により建物と給水ポンプに按分して、償却費の計算をすることが合理的である。

したがって、本件各更正処分における同物件に係る減価償却費の計算は適法である。 
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（イ）これに対し、原告は、本件Ｐ物件について、評価計算資料（甲８９の４）に基づい

て減価償却費の計算をすべきである旨主張するとともに、同評価計算資料の作成経緯

につき、船橋市が部分別再建築費評点数を消失したため、原告が部分別再建築費評点

数を明らかにするよう求めたところ、同市固定資産税課長名による書簡（甲２７２の

２）において類似物件に係る資料を提示されたため、改めて原告が正規の資料の作成

を求め、作成されたものであると主張する。 

 しかしながら、証拠（甲８９の４、１８１、１８２の１及び２、１９５、乙１８）

及び弁論の全趣旨によれば、評価計算資料（甲８９の４）は、原告が、平成２３年１

２月、船橋市固定資産税課に対し、①本件Ｐ物件の「竣工図」とされるものの一部及

び新築工事の状況の写真（甲１８１、１８２の１及び２）、②原告が作成した本件Ｑ

物件、本件Ｌ物件、本件Ｉ・Ａ物件及び本件Ｉ・Ｂ物件の建物附属設備に係る評点数

等の一覧表、③上記一覧表への原告による書き込み（「私の持っている物件の一部で

すが、一番近い物件はＱ物件です Ｐ物件はシステムキッチン、給とうきもよいもの

を使っていますので２０％以上になるのではないかと思います 消防 エアコン、イ

ンタフォン等もあります。」）等の情報を提供し、船橋市において、平成２４年１月に、

本件Ｐ物件が平成２年に建築された当時の同物件の全体の再建築費評点数の記載（甲

１９５）から推測した結果を記載して作成されたものと認められる。このような評価

計算資料（甲８９の４）の作成の経緯や、同資料の記載が、原告が本件Ｐ物件を取得

した当時（平成１４年１２月）の建物及び建物附属設備の再建築費評点数と同一とは

いい難いものであること（このことは、本件Ｐ物件の前所有者が平成１４年分の減価

償却費の計算に当たり基礎としていた給水ポンプに相当する評点数が掲げられていな

いことから、明らかである。）にも照らすと、評価計算資料（甲８９の４）の信用性

には疑問があるというべきである。 

 そうすると、評価計算資料（甲８９の４）に基づいて減価償却費の計算をすべきで

ある旨の原告の主張は、採用することができない。 

９ 争点⑨（本件各敷金は、総収入金額に算入すべきものか）について 

（１）所得税法３６条１項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総

収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金

額とする旨を定めており、不動産の貸付けをしたことに伴い賃借人から敷金の名目により収

受する金銭は、その賃借人への返還を要しないことが確定したときには、収入すべき金額が

確定したものとして、返還を要しないとされた金額につきその確定した日の属する年分にお

ける総収入金額に算入すべきものと解するのが相当である。 

（２）ア 本件敷金１について 

 前記前提事実（３）イ（イ）及び（４）アのとおり、原告は、本件賃貸管理委託契約

２に基づき、本件会社に対し、原状回復費用負担割合の決定及び清算に関する業務（敷

金返還に関する業務もこれに含まれるものと解される。）を委託しており、原告とＭと

の間で締結された４０３号室賃貸借契約においては、Ｍが原告に預け入れる敷金につき、

貸室（４０３号室）の明渡しがあったときに返還する義務を負うが、その返還に際し、

賃料の滞納分や原状回復費用に相当する額を差し引くことができる旨の定めがある。そ

して、証拠（甲４９、５０、５２、５４）及び弁論の全趣旨によれば、Ｍは、平成２４
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年６月１０日頃、原告に対し、４０３号室を明け渡したこと、原告は、同年７月２０日、

本件会社を経由して、Ｍから受領した敷金１０万０５００円のうち１０万円（別紙４の

９「原告の主張の要旨」（３）参照）からＭが負担すべき原状回復費用９万５８１２円

を控除した残額４１８８円を返還したことが認められる。 

 したがって、原告は、Ｍから受領した敷金のうち上記のとおり返還した４１８８円を

除く９万６３１２円について、Ｍに対する返還を要しないことが確定したものというべ

きであるから、同額は原告の平成２４年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算

入すべきものである。 

イ 本件敷金２について 

 前記前提事実（４）イのとおり、原告とＯとの間で締結された１０６号室賃貸借契約

においては、Ｏが原告に預け入れる敷金につき、貸室（１０６号室）の明渡後、同人の

原告に対する同契約に基づく一切の債務（未払賃料や原状回復費用の支払に係るものを

含む。）の清算を経て返還する旨の定めがある。そして、証拠（甲４９、５１）及び弁

論の全趣旨によれば、Ｏは、平成２４年１０月、原告に対し、１０６号室を明け渡した

こと、原告は、Ｏから受領した敷金１１万円を、Ｏが負担すべき原状回復費用１２万５

８７３円及び未払賃料７４８３円の支払債務に充当し、不足分の２万３３５６円につい

て債務免除をしたことが認められる。 

 したがって、原告がＯから受領した敷金１１万円は、その全額について、上記のとお

り充当されたことによりＯに対する返還を要しないことが確定したものというべきであ

るから、同額は原告の平成２４年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべ

きものである。 

（３）ア これに対し、原告は、本件会社がＭ及びＯから受領した敷金を全額返還したなどと主

張するが、上記（２）のとおり、原告がＭに返還した敷金は４１８８円にとどまり、Ｏ

には敷金を一切返還していないから、原告の主張は採用することができない。 

イ また、原告は、Ｍ及びＯから受領した敷金を本件会社に支払ったと主張するが、前記

前提事実（３）イ（イ）のとおり、本件賃貸管理委託契約２においては、同契約に基づ

き本件会社が実施する原状回復に係る費用については、原告が本件会社に対し「賃室リ

フォーム代金」として月額２２万円の定額を支払い、原告と本件会社との間では清算を

伴わないことが明確に定められているから、原告が月額２２万円の「賃室リフォーム代

金」とは別に、原状回復に要した費用を本件会社に対して支払う必要はなく、その他Ｍ

及びＯから受領した敷金相当額について原告が本件会社に対する支払義務を負うと解す

べき根拠は見当たらない。 

 なお、証拠（甲２１９の１及び２）によれば、本件会社とＭとの間で、貸主を本件会

社、借主をＭ、期間を平成２３年６月１６日から平成２５年６月１５日までの２年間と

する賃貸借契約書が交わされたこと、また、本件会社とＯとの間で、貸主を本件会社、

期間を平成２３年１０月２６日から平成２５年１０月２５日までの２年間とする賃貸借

契約書が交わされたことが認められるものの、原告自身、これらの賃貸借契約は本件会

社が原告の代理人として締結したものであることを認めていることに加え、本件各敷金

は会計処理上も原告の債務として扱われていたこと（甲４９、５４）などに照らすと、

上記各契約書が交わされたことをもって、４０３号室賃貸借契約及び１０６号室賃貸借
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契約の契約当事者が変更されたということはできない。 

10 争点⑩（理由附記の不備の有無）について 

（１）国税に関する法律に基づき行われる処分等について行政手続法の規定の適用除外を定める

通則法７４条の１４第１項において、行政手続法１４条１項は適用除外規定から除かれてい

るところ、同項が不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならない

としているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性

質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理

由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解され、同項本文に基

づいてどの程度の理由を提示すべきかは、このような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の

根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分

の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべき

であると解される（前掲最高裁平成２３年６月７日第三小法廷判決）。 

 また、所得税法１５５条２項が青色申告書に係る年分の所得税の総所得金額等について更

正をする場合に更正通知書に更正の理由を附記すべきものとしているのは、同法が、青色申

告制度を採用し、青色申告書に係る所得の金額の計算については、それが法定の帳簿組織に

よる正当な記載に基づくものである以上、その帳簿書類の記載を無視して更正されることが

ないことを納税者に保障した趣旨に鑑み（同条１項本文参照）、更正をする処分行政庁の判

断の慎重さや合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせ

て不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものと解される（前掲最高裁昭和３８年５月３１日

第二小法廷判決、最高裁昭和●●年（○○）第●●号同５４年４月１９日第一小法廷判決・

民集３３巻３号３７９頁等参照）。そして、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正

をする場合においては、更正通知書記載の更正の理由が、更正の根拠を上記の理由附記の制

度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、同法の要求する更正の理

由の附記として欠けるところはないと解するのが相当である（最高裁昭和●●年（○○）第

●●号同６０年４月２３日第三小法廷判決・民集３９巻３号８５０頁参照）。 

（２）本件各賦課決定通知書及び本件各更正処分等通知書に附記された理由は、別紙３のとおり

であり、これによれば、上記のような理由附記の制度趣旨を充足する程度に具体的な記載が

されているということができるから、行政手続法１４条１項及び所得税法１５５条２項に反

するところはないというべきである。その理由の詳細は以下のとおりである。 

ア 本件修繕費及び本件賃室リフォーム代金に係る理由附記について（別紙３の２（１）ア、

ウ、（２）ア、ウ） 

 平成２２年更正処分等通知書及び平成２３年更正処分等通知書には、本件修繕費及び本

件賃室リフォーム代金について、当年において債務が確定しているものに対する支出とは

認められない旨に加え、所得税法３７条１項に規定する必要経費には算入されない旨が記

載されているところ、これらの記載によれば、同項括弧書き所定の「その年において債務

の確定しないもの」に該当するものとして同項所定の必要経費に算入しないとする処分理

由を了知することができる。また、上記各通知書には、当年において債務が確定している

ものに対する支出とは認められないことの理由として、本件管理委託契約１において「設

備の修繕」や「賃室リフォーム」が委託業務に含まれておらず、本件会社が当然に原告の

所有する物件を修繕する義務やリフォーム工事等を行う義務を負うものではない旨、また、
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原告が提示した書類からは、原告の所有する物件の修繕やリフォーム工事等に際し、原告

が本件会社に指示したことや本件会社が当該指示に基づいてこれらの修繕やリフォーム工

事等をしたことが明らかでない旨が記載されているところ、これらの記載は、具体的な修

繕又はリフォーム工事等を行う義務を発生させる原因となる事実が生じておらず、修繕費

用支払債務又はリフォーム工事等の費用支払債務が発生していないことを明らかにするも

のである。 

 以上によれば、平成２２年更正処分等通知書及び平成２３年更正処分等通知書における

理由の記載は、本件修繕費及び本件賃室リフォーム代金が所得税法３７条１項にいう「そ

の年において債務の確定しないもの」に該当する理由として、処分行政庁の恣意を抑制す

るとともに処分の名宛人に不服申立ての便宜を与えるという趣旨を充足する程度に具体的

なものであるといえる。なお、所得税基本通達３７－２は所得税法３７条所定の債務確定

の判定について法令解釈を示したものであるところ、上記のような理由の記載に照らせば、

同通達３７－２所定の要件を逐一摘示しなかったからといって、そのことによって理由附

記が違法となるものとはいえない。 

イ 本件修繕積立金及び本件Ｉ物件修繕積立金に係る理由附記について（別紙３の２（１）

イ、エ、（２）イ、エ、（３）イ、ウ） 

 本件各更正処分等通知書の記載によれば、所得税法３７条１項括弧書きにいう「その年

において債務の確定しないもの」に該当するものとして同項所定の必要経費に算入しない

とする処分理由を了知することができることは、上記アと同様である。また、当年におい

て債務が確定しているものに対する支出とは認められないことの理由として、本件修繕積

立金及び本件Ｉ物件修繕積立金が将来の支出に備えて本件会社に預けられたものである旨

が記載されており、これらの記載は、原告の修繕費用支払債務が発生していないことを明

らかにするものである。 

 以上によれば、本件各更正処分等通知書における理由の記載は、本件修繕積立金及び本

件Ｉ物件修繕積立金が所得税法３７条１項にいう「その年において債務の確定しないも

の」に該当する理由として、処分行政庁の恣意を抑制するとともに処分の名宛人に不服申

立ての便宜を与えるという趣旨を充足する程度に具体的なものであるといえる。なお、上

記アと同様、所得税基本通達３７－２所定の要件を逐一摘示しなかったからといって、そ

のことによって理由附記が違法となるものとはいえず、また、本件Ｈ物件及び本件Ｋ物件

に係る修繕積立金の取扱いが異なる理由や本件質疑応答事例の適否について逐一摘示しな

かったことによって理由附記が違法となるものともいえない。 

ウ 本件コンサルティング委託料及び本件会計税務事務委託料に係る理由附記について（別

紙３の２（１）オ、カ、（２）オ、カ） 

 平成２２年更正処分等通知書及び平成２３年更正処分等通知書には、本件コンサルティ

ング委託契約書１及び本件会計税務事務委託契約書１に各業務に係る金額の内訳が記載さ

れておらず、不動産収入を得るために直接必要な業務と直接必要な業務以外の業務が明確

に区分されていない旨が記載された上、当該委託料は所得税法３７条１項に規定する必要

経費には算入されない旨が記載されているところ、これらの記載によれば、本件コンサル

ティング委託料及び本件会計税務事務委託料が所得税法施行令９６条１号所定の「その必

要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費」及
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び同条２号所定の「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相

当する経費」のいずれにも該当せず、所得税法４５条１項１号所定の家事関連費に該当し

ないため、必要経費に算入しないとする処分理由を了知することができる。 

 以上によれば、平成２２年更正処分等通知書及び平成２３年更正処分等通知書における

理由の記載は、処分行政庁の恣意を抑制するとともに処分の名宛人に不服申立ての便宜を

与えるという趣旨を充足する程度に具体的なものであるといえる。なお、所得税基本通達

４５－１は所得税法施行令９６条１号所定の「主たる部分」又は同条２号所定の「業務の

遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」の判定に当たって諸般の事情を総合

勘案すべきこと及びその際に考慮される事情を例示するものであるところ、このような所

得税基本通達の適用関係を逐一摘示しなかったからといって、そのことによって理由附記

が違法となるものとはいえない。 

エ 減価償却費に係る理由附記について（別紙３の２（１）キ、（２）キ、（３）エ） 

 本件各更正処分等通知書には、本件各物件のそれぞれについて、土地と建物等の取得価

額の区分方法及び建物と建物附属設備の取得価額の区分方法が記載されるとともに、別表

が付され、計算過程が詳細に示されているところ、これらの記載は減価償却費の算定方法

を了知させるに足りるものであって、処分行政庁の恣意を抑制するとともに処分の名宛人

に不服申立ての便宜を与えるという趣旨を充足する程度に具体的なものである。なお、措

置法関係通達３５の２－９、消費税法施行令４５条３項及び消費税法基本通達１１－４－

２が適用されないことについては、前記７（５）のとおりであるから、これらの適用関係

を記載しなかったからといって、そのことによって理由附記が違法となるものではない。 

オ 本件各敷金に係る理由附記について（別紙３の２（３）ア） 

 平成２４年更正処分等通知書には、本件各敷金は賃借人に返還する必要がないものと認

められるため、総収入金額に算入する旨が記載されている。敷金は、不動産賃貸借契約に

おいて、賃貸人があらかじめ担保として受領し、未払賃料債務や原状回復費用債務が発生

した場合に当該債務に充当して、残余があれば賃借人に返還すべきものと定められるのが

一般的であるから、上記通知書における本件各敷金は賃借人に返還する必要がない旨の記

載によれば、本件各敷金が未払賃料債務や原状回復費用債務に充当された結果、賃借人へ

の返還を要しないものとなったことを処分理由とする趣旨であることを了知することがで

きる。また、敷金が未払賃料債務や原状回復費用債務に充当された場合には、現金によっ

て弁済がされた場合と同様、当該敷金を総収入金額に算入すべきことは明らかであるから、

平成２４年更正処分等通知書の上記記載は、処分行政庁の恣意を抑制するとともに処分の

名宛人に不服申立ての便宜を与えるという趣旨を充足する程度に具体的なものであるとい

うことができる。なお、所得税法基本通達３６－７は返還を要しなくなった敷金等の収入

すべき時期について規定したものであって、本件各敷金を平成２４年分の収入に算入すべ

きことは上記の記載から明らかであるから、その適用関係を逐一摘示しなかったからとい

って、そのことによって理由附記が違法となるものではない。 

 原告は、前掲最高裁昭和３８年５月３１日第二小法廷判決を引用して、帳簿書類の記載

以上に信憑力のある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかにすることを要する旨主張

するが、平成２４年更正処分等通知書の上記記載によれば、平成２４年更正処分は、帳簿

書類の記載を否認してされたものではなく、本件各敷金が未払賃料債務や原状回復費用債
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務に充当されたことからその返還を要しないものであることを理由としてされたものと認

められるから、本件は前掲最高裁昭和３８年５月３１日第二小法廷判決とは事案を異にす

るものであって、原告の主張は採用することができない。 

カ 過少申告加算税に係る理由附記について（別紙３の１） 

 本件各賦課決定通知書には、①当初期限内申告書が提出された旨、②本件修正申告書が

平成２６年２月２６日に提出された旨、③過少申告加算税の額が本件各修正申告により納

付すべきこととなる税額に基づき算定されている旨に加え、④本件各修正申告書は調査が

あったことにより更正を予知してされた修正申告に該当し、また、同申告書の提出に基づ

き納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告前の税額の計算の基礎

とされなかったことについて正当な理由があるとは認められない旨が記載されており、こ

れらの記載は、処分行政庁の恣意を抑制するとともに処分の名宛人に不服申立ての便宜を

与えるという趣旨を充足する程度に具体的なものであるといえる。 

 これに対し、原告は、本件各賦課決定通知書における記載は処分の根拠法条である通則

法６５条４項及び５項が記載されていない上、具体的な事実関係が何ら記載されていない

から、理由附記の制度趣旨に反すると主張する。しかしながら、そもそも過少申告加算税

は通則法６５条１項又は２項所定の要件を満たす場合には賦課されるものであって、過少

申告加算税賦課決定の根拠法条が同条４項又は５項である旨の原告の主張は前提を欠くも

のである。また、本件各賦課決定通知書は、上記④のとおり、例外的に過少申告加算税の

全部又は一部が課せられないこととなる同条４項又は５項所定の要件を満たさないことに

ついても記載しているところ、これらの要件の主張・立証責任は原告にあると解されるこ

とからすれば、このような同条４項又は５項の適用に関する記載は処分の名宛人の不服申

立ての便宜を図って付加されたものにとどまるといえ、これを基礎付ける具体的な事実の

記載がないからといって理由附記が違法となるものではない。 

11 争点⑪（本件各修正申告につき「調査があったことにより当該国税について更正があるべき

ことを予知してされたものではないとき」〔通則法６５条５項〕に当たるか）について 

（１）前記前提事実及び当事者間に争いのない事実に加え、後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によ

れば、以下の事実が認められる。 

ア 本件調査担当者は、平成２５年１１月１２日、原告の納税地（静岡県伊豆市）に臨場し

たが、原告に会うことができなかったため、①所得税の申告について尋ねるために臨場し

た旨及び②同月１５日までに担当者宛てに連絡することを依頼する旨を記載した「お尋

ね」と題する文書を差し置いた（乙２７、６０の１、６１の１）。 

イ 本件調査担当者は、平成２５年１１月１２日、原告の住民票所在地（千葉市）にも臨場

したが、原告に会うことができなかったため、上記アの文書と同一内容の「お尋ね」と題

する文書を差し置いた（甲４４の１、乙６０の１、６１の１）。 

ウ 本件調査担当者は、平成２５年１１月２０日、原告の納税地に再び臨場したが、原告に

会うことができなかったため、①所得税の申告について尋ねるために臨場した旨、②同月

１２日に臨場したが面会できなかった旨及び③同月２５日までに担当者宛てに連絡するこ

とを依頼する旨を記載した「お尋ね」と題する文書を差し置いた（乙２８、６０の２、６

１の２）。 

エ 本件調査担当者は、平成２５年１１月２０日、原告の住民票所在地にも臨場したが、原
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告に会うことができなかったため、上記ウの文書と同一内容の「お尋ね」と題する文書を

差し置いた（甲４４の２、乙６０の２、６１の２）。 

オ 本件調査担当者は、平成２５年１１月２６日、原告の住民票所在地に３回目の臨場をし

たが、原告に会うことができなかったため、①所得税の申告について尋ねるために臨場し

た旨、②同月１２日及び２０日の２回にわたり担当者宛てに連絡を依頼するも連絡がなか

った旨及び③同月２８日までに必ず担当者宛てに連絡することを依頼する旨記載した「お

尋ね」と題する文書を差し置いた（甲４４の３、乙６０の２、６１の２）。 

カ 本件調査担当者は、平成２５年１１月２６日、原告の納税地にも臨場したが、原告に会

うことができなかったため、上記オの文書と同一内容の「お尋ね」と題する文書を差し置

いた（乙２９、６０の２、６１の２）。 

キ 本件調査担当者は、平成２５年１１月２９日、原告の納税地に４回目の臨場をしたが、

原告に会うことができなかったため、①同月１２日、２０日及び２６日の３回にわたり担

当者宛てに連絡を依頼するも連絡がなかった旨、②本件各確定申告書の記載内容の確認の

ために調査を実施する旨、③同年１２月３日までに担当者宛てに連絡することを依頼する

旨及び④連絡がない場合には独自に調査を実施する旨記載した「税務調査の実施のお知ら

せ」と題する文書を差し置いた。当該文書には、「帳簿書類等の提示がない場合は、所得

税については青色申告の承認が取り消される場合があります。」との記載がある。（乙３０、

６０の２、６１の２） 

ク 本件調査担当者は、平成２５年１１月２９日、原告の住民票所在地にも臨場したが、原

告に会うことができなかったため、上記キの文書と同一内容の「税務調査の実施のお知ら

せ」と題する文書を差し置いた（乙３１、６０の２、６１の２）。 

ケ 本件調査担当者は、平成２５年１２月５日、原告の納税地に５回目の臨場をしたが、原

告に会うことができなかったため、①現在、本件各係争年分の所得税の調査を進めている

旨、②調査への協力を依頼する旨及び③同月１１日までに担当者宛てに連絡することを依

頼する旨記載した「所得税の調査について」と題する文書を差し置いた。当該文書には、

帳簿書類等の提示を依頼する記載とともに、「帳簿書類等の堤示がない場合は、青色申告

の承認が取り消される場合があります。」との記載がある。（乙３２、６０の３、６１の

３） 

コ 本件調査担当者は、平成２５年１２月５日、原告の住民票所在地にも臨場したが、原告

に会うことができなかったため、上記ケと同一内容の「所得税の調査について」と題する

文書を差し置いた（乙３３、６０の３、６１の３）。 

サ 本件調査担当者は、平成２５年１２月１７日、原告の納税地に６回目の臨場をしたが、

原告に会うことができなかったため、①現在、本件各係争年分の所得税の調査を進めてい

る旨、②調査への協力を依頼する旨及び③同月２０日までに担当者宛てに連絡することを

依頼する旨記載した「所得税の調査について」と題する文書を差し置いた。当該文書には、

帳簿書類等の提示を依頼する記載とともに、「帳簿書類等の提示がない場合は、青色申告

の承認が取り消される場合があります。」との記載がある。（乙３４、６０の４、６１の

４） 

シ 本件調査担当者は、平成２５年１２月１７日、原告の住民票所在地にも臨場したが、原

告に会うことができなかったため、上記サと同一内容の「所得税の調査について」と題す
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る文書を差し置いた（乙３５、６０の４、６１の４）。 

ス 本件調査担当者は、平成２６年１月１６日、原告の納税地に７回目の臨場をしたが、原

告に会うことができなかったため、①現在、本件各係争年分の所得税の調査を進めている

旨、②調査への協力を依頼する旨及び③同月２１日までに担当者宛てに連絡を依頼する旨

記載した「所得税の調査について」と題する文書を差し置いた。当該文書には、帳簿書類

等の提示を依頼する記載とともに、「帳簿書類等の提示がない場合は、青色申告の承認が

取り消される場合があります。」との記載がある。（乙３６、６０の５、６１の５） 

セ 本件調査担当者は、平成２６年１月１６日、原告の住民票所在地にも臨場したが、原告

に会うことができなかったため、上記スと同一内容の「所得税の調査について」と題する

文書を差し置いた（甲２２３、乙３７、６０の５、６１の５）。 

ソ 原告は、平成２６年１月２３日、三島税務署長に対し、①「貴署員と名乗る者から税務

調査の依頼があるようですが…税務署員の見解は税務署長の正式見解では無いので通告人

は困っている。」との記載のほか、②前回訴訟における東京地方裁判所の判断を踏まえ本

件各係争年分の修正申告を行う所存である旨及び③税務調査を行うのであれば、通則法７

４条の９の要件を全て満たし、税務署長名及びその押印のある書面をもって通知すること

を求める旨が記載された同月２１日付け「税務調査等について」と題する文書を送付した

（甲４５の１、乙３８）。 

タ 原告は、平成２６年１月３１日、三島税務署長に対し、上記ソの文書と同一内容の同月

２１日付け「税務調査等について」と題する文書を送付した（甲４５の２、乙３９）。 

チ 本件調査担当者は、平成２６年２月１８日、原告の納税地に８回目の臨場をしたが、原

告に会うことができなかったため、①本件各係争年分の所得税の申告内容等について調査

を進めてきた旨、②その調査結果を説明するために、同月２１日午前１０時頃に三島税務

署個人課税部門へ来署することを依頼する旨記載した「所得税の調査について」と題する

文書を差し置いた（乙４０、６０の６、６１の６）。 

ツ 本件調査担当者は、平成２６年２月１８日、原告の住民票所在地にも臨場したが、原告

に会うことができなかったため、上記チと同一内容の「所得税の調査について」と題する

文書を差し置いた（乙４１、６０の６、６１の６）。 

テ 原告は、平成２６年２月１９日、三島税務署長に対し、前記ソの文書と同旨の同日付け

「税務調査等について」と題する文書を送付した（甲４５の３、乙４２）。 

ト 本件調査担当者は、平成２６年２月２５日、原告の住民票所在地に９回目の臨場をした

が、原告に会うことができなかったため、①本件各係争年分の所得税の申告内容等の調査

を進めてきたので、その調査結果を説明するために同月２１日に三島税務署個人課税部門

への来署を依頼したが、来署がなかった旨、②同月２７日午前１０時頃に三島税務署個人

課税部門へ来署することを依頼する旨及び③連絡及び来署がない場合には調査結果を更正

決定等通知書により知らせることになる旨記載した「所得税の調査について」と題する文

書を差し置いた（乙４３、６０の６、６１の６）。 

ナ 本件調査担当者は、平成２６年２月２５日、原告の納税地にも臨場したが、原告に会う

ことができなかったため、上記トと同一内容の「所得税の調査について」と題する文書を

差し置いた（乙４４、６０の６、６１の６）。 

ニ 原告は、平成２６年２月２６日、本件各修正申告をし、その翌日である同月２７日、三
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島税務署長に対し、①前記ソの①の同一の記載のほか、②諸般の事情を考え本件各係争年

分の修正申告を行った旨及び③平成２６年３月５日から同月７日までの間に納税地で税務

調査に応じる旨記載された同年２月２７日付けの「税務調査等について」と題する文書を

送付した（甲４５の４、乙４５）。 

ヌ 本件調査担当者は、平成２６年２月２８日、原告に対して電話連絡を行ったところ、原

告が応答したため、同年３月５日午前１０時に原告の納税地へ臨場する旨の約束をした。 

ネ 本件調査担当者は、平成２６年３月５日及び同月６日、原告の納税地に臨場し、原告か

ら提示のあった帳簿書類や証拠書類を確認するなどした。 

ノ 三島税務署長は、平成２６年３月１１日、本件各賦課決定処分１をし、本件調査担当者

は、同月１２日、原告の納税地に臨場し、原告に対し、本件各賦課決定通知書及び「修正

申告等について」と題する文書を交付送達した（乙２１）。 

（２）ア 以上の認定事実を踏まえて、本件各修正申告が「その申告に係る国税についての調査

があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない

とき」（通則法６５条５項）に該当するか否かについて検討する。なお、通則法６５条

は、修正申告書の提出があったときは、原則として過少申告加算税を賦課するものとし

（１項）、その提出がその申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税

について更正があるべきことを予知してされたものでないときに、例外的に課さないこ

ととしている（５項）のであって（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同５１年１２月

９日第一小法廷判決・訟務月報２２巻１３号３０５０頁参照）、調査により更正がある

べきことを予知して修正申告がされたものではないことの主張・立証責任は原告にある

と解すべきである。 

イ 原告は、本件各修正申告書の提出（平成２６年２月２６日）は実地の調査が行われた

同年３月５日より前にされたものであるから、「調査があつたことにより当該国税につ

いて更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。 

 しかしながら、前記認定事実のとおり、本件調査担当者は、平成２５年１１月１２日

から同月２６日までの間に３回にわたり原告の納税地及び住民票所在地に臨場したが原

告に会えなかったため、所得税の申告について尋ねるために臨場した旨等を記載した書

面をそれぞれ差し入れた（認定事実ア～カ）が、原告から連絡がなかったため、４回目

に臨場した同月２９日、本件各係争年分の所得税の確定申告書の記載内容の確認のため

に調査を実施する旨等を記載した「税務調査の実施のお知らせ」と題する文書を原告の

納税地及び住民票所在地に差し置き（認定事実キ、ク）、さらに、５～７回目の臨場を

した同年１２月５日、同月１７日及び平成２６年１月１６日には、現在、本件各係争年

分の所得税の調査を進めており、調査への協力を依頼する旨等を記載した「所得税の調

査について」と題する文書を原告の納税地及び住民票所在地にそれぞれ差し置いた（認

定事実ケ～セ）ことが認められる。一方、原告は、平成２６年１月２１日付け及び同年

２月１９日付けで三島税務署長に宛てた「税務調査等について」と題する文書において、

三島税務署職員から税務調査の依頼を受けていることを前提とした記載をしており（認

定事実ソ、タ、テ）、また、原告自身も、同年１月２３日に同月２１日付けの上記文書

を内容証明郵便で発送する（認定事実ソ）のに先立ち、同月１６日付けの「所得税の調

査について」と題する文書（本件調査担当者が差し置いたもの）の内容を確認したと主
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張していることからすれば、原告は、遅くとも、平成２６年１月２３日に上記文書を発

送した頃までには、本件調査担当者が差し置いた文書の内容を確認し、原告の本件各係

争年分の所得税に係る調査（本件調査）が開始されたことを認識していたと認められる。 

 また、本件各修正申告において原告が修正した本件各物件の減価償却費の計算方法に

ついては、前記前提事実（７）のとおり、平成１６年分から平成１８年分までの所得税

及び平成１９年分から平成２１年分までの所得税に係る各更正処分においても否認され

た結果、前々回訴訟及び前回訴訟においても争点となっていたものであり、前々回訴訟

においては、平成２４年５月３１日に、原告の請求を棄却した第一審判決に対する控訴

を棄却する旨の控訴審判決がされていたのであるから、三島税務署長の採用する計算方

法と異なる方法に基づく減価償却費の計算をした本件各係争年分に係る本件各確定申告

について、更正処分がされるであろうことは、遅くとも同日までに（上記控訴審判決後

に確定申告をした平成２４年分については、その申告の当初から）客観的に相当程度の

確実性をもって認められる段階に至っていたというべきである。 

 以上によれば、本件各確定申告については、実地における調査の実施を待つまでもな

く、本件各修正申告書が提出された平成２６年２月２６日までには、原告において、三

島税務署長の採用する計算方法と異なる方法に基づく減価償却費の計算をしたことによ

り更正処分がされることが確実であることを認識し得たものと認められ、かつ、三島税

務署職員による調査が実際に開始されたことを認識していたものと認められるから、本

件各修正申告書の提出は、本件各係争年分の所得税についての調査があったことにより

当該所得税について更正があるべきことを予知してされたものというべきである。 

 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

ウ なお、原告は、前記認定事実ソ、タ及びテの各文書を送付したことをもって、課税庁

に対して真に自発的な修正申告の確定的な決意表明を行っていた旨の主張をするが、上

記イのとおり、原告が上記各文書を三島税務署長宛てに送付したのは平成２６年１月２

３日であって、このときには既に原告において本件各確定申告について更正処分が確実

であることを認識し得たものであり、かつ、調査の開始も認識していたものと認められ

るから、上記各文書の送付があった事実をもって上記イの判断が左右されるものではな

い（また、そもそも、上記各文書は、前回訴訟における東京地方裁判所の判断〔当時は

同裁判所における判決言渡しの前であった。〕を踏まえ本件各係争年分の修正申告を行

う所存であることを記載したものであって、前回訴訟における同裁判所の判断いかんに

よっては修正申告を行わない余地を残すものであることからすれば、課税庁に対して修

正申告の確定的な決意表明を行うものであるとは認め難い。）。 

エ そのほか、本件において、本件各修正申告書の提出が通則法６５条５項にいう「その

申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきこ

とを予知してされたものでないとき」に当たると認めるべき事情は認められない。なお、

原告は、本件調査担当者が原告の納税地等に文書を差し置いたことの違法や調査の違法

等についても主張するが、上記に認定した経緯等に照らし、これらの主張に関する違法

な点はうかがわれず、原告の主張は採用することができない。 

12 争点⑫（「正当な理由」〔通則法６５条４項〕の有無）について 

（１）争点⑫においては、本件各更正処分がされたことに基づき行われた本件各賦課決定処分２
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について、更正に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の計

算の基礎とされていなかったことについて「正当な理由があると認められるものがある場

合」に当たるか否かが問題とされている。 

（２）当初から適正に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るととも

に、過少申告による納税義務違反の発生を防止し適正な申告納税の実現を図るという過少申

告加算税の趣旨に照らせば、過少申告があっても例外的に過少申告加算税が課されない場合

として通則法６５条４項の定める「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者

の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような過少申告加算税の趣旨に

照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうもの

と解するのが相当である（最高裁平成●●年（○○）第●●号同１８年４月２０日第一小法

廷判決・民集６０巻４号１６１１頁、最高裁平成●●年（○○）第●●号同１８年１０月２

４日第三小法廷判決・民集６０巻８号３１２８頁参照）。 

（３）原告は、本件Ｈ物件に係る減価償却費の計算について、土地と建物等を固定資産税課税標

準で按分する方法（「固定資産税課税標準按分法」）が正しいことを知ることは困難であった

から、真に原告の責に帰することのできない客観的な事情がある旨主張する。 

 しかしながら、そもそも原告は、本件各確定申告において、本件Ｈ物件を含む本件各物件

について、売買契約書記載の代金額を土地及び建物等に区分することなく、その全額を建物

等の取得価額として申告していたものであり、また、本件各修正申告の時点では、本件各物

件に係る減価償却費の計算の在り方が争点となっていた前々回訴訟において原告の請求を棄

却する旨の第一審判決に対する控訴を棄却する旨の控訴審判決がされていたのであるから、

これらに照らせば、同判決で支持された課税庁の計算方法を採用しないで申告したことに原

告の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは、到底いうことができない。 

 そのほか、本件において、真に原告の責めに帰することのできない客観的な事情はうかが

われず、通則法６５条４項所定の「正当な理由」があるとは認められない。 

13 本件各更正処分等の適法性 

（１）本件各賦課決定処分１及び平成２４年更正処分等について 

 これまで述べたところによれば、本件各賦課決定処分１及び平成２４年更正処分等の根拠

及びその適法性については、別紙５に記載のとおり認めることができ、この認定判断を左右

するに足りる証拠又は事情は見当たらない。 

（２）平成２２年更正処分等及び平成２３年更正処分等について 

 これまで述べたところによれば、平成２２年更正処分等及び平成２３年更正処分等の根拠

及びその適法性については、別紙６に記載のとおり認めることができ、この認定判断を左右

するに足りる証拠又は事情は見当たらない。 

第４ 結論 

 以上によれば、原告の請求は主文第１項及び第２項に記載した限度で理由があるから、その

限度で原告の請求を認容することとし、その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却

することとして、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第５１部 

裁判長裁判官 清水 知恵子 
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   裁判官 村松 悠史 

 裁判官和田山弘剛は、転補につき、署名押印することができない。 

裁判長裁判官 清水 知恵子 
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（別紙１） 

指定代理人目録 

 

宇波 なほ美、平山 未知留、渋川 佐紀子、森川 麻美、見﨑 治久、山口 清明、田中 卓也 

以上 



（別紙２－１） 
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○国税通則法（平成二十八年法律第十五号による改正前のもの） 

 

（過少申告加算税） 

第六十五条 期限内申告書（還付請求申告書を含む。第三項において同じ。）が提出された場合（期

限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを

含む。）において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告

又は更正に基づき第三十五条第二項（期限後申告等による納付）の規定により納付すべき税額に百

分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。 

２ 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額（同項の修正申告又は更正

前に当該修正申告又は更正に係る国税について修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国

税に係る累積増差税額を加算した金額）がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万

円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、

同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額（同項に規定する納付すべき税

額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額）に百分の五の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

３（省略） 

４ 第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又

は更正前の税額（還付金の額に相当する税額を含む。）の計算の基礎とされていなかつたことにつ

いて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額か

らその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した

金額を控除して、これらの項の規定を適用する。 

５ 第一項の規定は、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、その申告に係る国税に

ついての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでな

いときは、適用しない。 

 

（納税義務者に対する調査の事前通知等） 

第七十四条の九 税務署長等（国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七

十四条の十一（調査の終了の際の手続）までにおいて同じ。）は、国税庁等又は税関の当該職員

（以下同条までにおいて「当該職員」という。）に納税義務者に対し実地の調査（税関の当該職員

が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同

条までにおいて同じ。）において第七十四条の二から第七十四条の六まで（当該職員の質問検査

権）の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求（以下「質問検査等」という。）を行わ

せる場合には、あらかじめ、当該納税義務者（当該納税義務者について税務代理人がある場合には、

当該税務代理人を含む。）に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。 

一 質問検査等を行う実地の調査（以下この条において単に「調査」という。）を開始する日時 

二 調査を行う場所 

三 調査の目的 

四 調査の対象となる税目 



（別紙２－１） 
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五 調査の対象となる期間 

六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 

七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項 

２～６（省略） 

 

（事前通知を要しない場合） 

第七十四条の十 前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一

号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報そ

の他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標

準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。 

 

（調査の終了の際の手続） 

第七十四条の十一 税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等（第三十六条

第一項（納税の告知）に規定する納税の告知（同項第二号に係るものに限る。）を含む。以下この

条において同じ。）をすべきと認められない場合には、納税義務者（第七十四条の九第三項第一号

（納税義務者に対する調査の事前通知等）に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同

じ。）であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において更正決

定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。 

２ 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者

に対し、その調査結果の内容（更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。）を説明する

ものとする。 

３ 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期

限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納

税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨

を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。 

４～６（省略） 

 

（行政手続法の適用除外） 

第七十四条の十四 行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三条第一項（適用除外）に定めるもの

のほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為（酒税法第二章

（酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等）の規定に基づくものを除く。）については、行政手続

法第二章（申請に対する処分）（第八条（理由の提示）を除く。）及び第三章（不利益処分）（第十

四条（不利益処分の理由の提示）を除く。）の規定は、適用しない。 

２（省略） 

３（省略） 
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○所得税法（平成二十七年法律第九号による改正前のもの） 

 

（収入金額） 

第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき

金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額（金銭以外の物又は権利そ

の他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価

額）とする。 

２（省略） 

３（省略） 

 

（必要経費） 

第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額（事業所得の金額及び

雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項

（公的年金等の定義）に規定する公的年金等に係るものを除く。）の計算上必要経費に算入すべき

金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収

入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所

得を生ずべき業務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確定しないもの

を除く。）の額とする。 

２（省略） 

 

（家事関連費等の必要経費不算入等） 

第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業

所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 

一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 

二 所得税（省略） 

三～十二（省賂） 

２（省略） 

３（省略） 

 

（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法） 

第四十九条 居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第

三十七条（必要経費）の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額

又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応

じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の

政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法（償却の方法を選

定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法）に基づき政令で定めるところにより

計算した金額とする。 

２ 前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基
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礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長

させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関

し必要な事項は、政令で定める。 

 

（青色申告の承認の取消し） 

第百五十条 第百四十三条（青色申告）の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する

事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認

を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分

以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみ

なす。 

一 その年における第百四十三条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十

八条第一項（青色申告者の帳簿書類）に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていな

いこと。 その年 

二 その年における前号に規定する帳簿書類について第百四十八条第二項の規定による税務署長の指

示に従わなかつたこと。 その年 

三 その年における第一号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し

又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の

理由があること。 その年 

２（省略） 

 

（青色申告書に係る更正） 

第百五十五条 （省略） 

２ 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林

所得金額又は純損失の金額の更正（前項第一号に規定する事由のみに基因するものを除く。）をす

る場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項（更正通知書の記載事項）に規定する更

正通知書にその更正の理由を附記しなければならない。 



（別紙２－３） 

 

47 

○所得税法施行令 

 

（減価償却資産の範囲） 

第六条 法第二条第一項第十九号（減価償却資産の意義）に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、

有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの（時の経過によりその価値の減少しないも

のを除く。）とする。 

一 建物及びその附属設備（暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備を

いう。） 

二～九（省略） 

 

（家事関連費） 

第九十六条 法第四十五条第一項第一号（必要経費とされない家事関連費）に規定する政令で定める

経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。 

一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ず

べき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合に

おける当該部分に相当する経費 

二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者

に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は

山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経

費 

 

（減価償却資産の取得価額） 

第百二十六条 減価償却資産の第百二十条から第百二十二条まで（減価償却資産の償却の方法）に規

定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に

掲げる金額とする。 

一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 

イ 当該資産の購入の代価（引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税（関税法第二条第一

項第四号の二（定義）に規定する附帯税を除く。）その他当該資産の購入のために要した費用があ

る場合には、その費用の額を加算した金額） 

ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額 

二～五（省略） 

２（省略） 

 

（減価償却資産の耐用年数、償却率等） 

第百二十九条 減価償却資産の第百二十条第一項第一号及び第三号並びに第百二十条の二第一項第一

号及び第三号（減価償却資産の償却の方法）に規定する耐用年数、第百二十条第一項第一号及び第

百二十条の二第一項第一号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた

改定償却率、同条第二項第一号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第百二十条第一項第一号
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及び第三号に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。 
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○消費税法施行令 

 

（課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額） 

第四十五条 法第二十八条第一項及び第二項に規定する金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の

額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。 

２ 次の各号に掲げる行為に該当するものの対価の額は、当該各号に定める金額とする。 

一 代物弁済による資産の譲渡 当該代物弁済により消滅する債務の額（当該代物弁済により譲渡さ

れる資産の価額が当該債務の額を超える額に相当する金額につき支払を受ける場合は、当該支払を

受ける金額を加算した金額）に相当する金額 

二 負担付き贈与による資産の譲渡 当該負担付き贈与に係る負担の価額に相当する金額 

三 金銭以外の資産の出資 当該出資により取得する株式（出資を含む。）の取得の時における価額

に相当する金額 

四 資産の交換 当該交換により取得する資産の取得の時における価額（当該交換により譲渡する資

産の価額と当該交換により取得する資産の価額との差額を補うための金銭を取得する場合は当該取

得する金銭の額を加算した金額とし、当該差額を補うための金銭を支払う場合は当該支払う金銭の

額を控除した金額とする。）に相当する金額 

五 第二条第一項第三号に掲げる資産の移転又は出資があつたものとみなされるもの 当該資産の移

転の時又は同号に規定する受益者がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が同

号の法人課税信託に該当することとなつた時における当該資産の価額に相当する金額 

３ 事業者が課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項において同

じ。）に係る資産（以下この項において「課税資産」という。）と課税資産の譲渡等以外の資産の譲

渡等に係る資産（以下この項において「非課税資産」という。）とを同一の者に対して同時に譲渡

した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額（法第二十八条第一項に規定する対価の額をい

う。以下この項において同じ。）が課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに

合理的に区分されていないときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、これらの資

産の譲渡の対価の額に、これらの資産の譲渡の時における当該課税資産の価額と当該非課税資産の

価額との合計額のうちに当該課税資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 
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○減価償却資産の耐用年数等に関する省令 

 

（一般の減価償却資産の耐用年数） 

第一条 所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二条第一項第十九号（定義）又は法人税法（昭和

四十年法律第三十四号）第二条第二十三号（定義）に規定する減価償却資産（以下「減価償却資

産」という。）のうち鉱業権（租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以

下同じ。）、坑道及び公共施設等運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応

じ当該各号に定める表に定めるところによる。 

一 所得税法施行令（昭和四十年政令第九十六号）第六条第一号、第二号及び第四号から第七号まで

（減価償却資産の範囲）又は法人税法施行令（昭和四十年政令第九十七号）第十三条第一号、第二

号及び第四号から第七号まで（減価償却資産の範囲）に掲げる資産（坑道を除く。）別表第一（機

械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表） 

二～四（省略） 

２～９（省略） 

 

別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表〔第一条〕 

種類 構造又は用途 細目 耐用年数 

建物 （省略） 

電気設備（照明設備を含む。） 蓄電池電源設備 

その他のもの 

六 

十五 

給排水又は衛生設備及びガス設

備 

 十五 

冷房、暖房、通風又はボイラー

設備 

冷暖房設備（冷凍機の出力が二十二

キロワット以下のもの） 

その他のもの 

十三 

 

十五 

昇降機設備 エレベーター 

エスカレーター 

十七 

十五 

消火、排煙又は災害報知設備及

び格納式避難設備 

 八 

エヤーカーテン又はドアー自動

開閉設備 

 十二 

アーケード又は日よけ設備 主として金属製のもの 

その他のもの 

十五 

八 

店内簡易装備  三 

可動間仕切り   

建物

附属

設備 

前掲のもの以外のもの及び前掲

の区分によらないもの 

主として金属製のもの 

その他のもの 

十八 

（以下省略） 
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○調査関係通達 

 

（「その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認める場合の例示） 

４－10 法第７４条の１０に規定する「その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れ」があると認める場合とは、例えば、次の（１）から（３）までに掲げるような場合をいう。 

（１）事前通知をすることにより、税務代理人以外の第三者が調査立会いを求め、それにより調査の

適正な遂行に支障を及ぼすことが合理的に推認される場合。 

（２）事前通知を行うため相応の努力をして電話等による連絡を行おうとしたものの、応答を拒否さ

れ、又は応答がなかった場合。 

（３）事業実態が不明であるため、実地に臨場した上で確認しないと事前通知先が判明しない等、事

前通知を行うことが困難な場合。 
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○所得税基本通達 

 

（返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期） 

36－７ 不動産等の貸付けをしたことに伴い敷金、保証金等の名目により収受する金銭等（以下この

項において「敷金等」という。）の額のうち、次に掲げる金額は、それぞれ次に掲げる日の属する

年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入するものとする。 

（１）敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に関係なく返還を要しないこととなっている部分の

金額がある場合における当該返還を要しないこととなっている部分の金額 ３６－６に定める日 

（２）敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に応じて返還を要しないこととなる部分の金額があ

る場合における当該返還を要しないこととなる部分の金額 当該貸付けに係る契約に定められた

ところにより当該返還を要しないこととなった日 

（３）敷金等のうちに不動産等の貸付期間が終了しなければ返還を要しないことが確定しない部分の

金額がある場合において、その終了により返還を要しないことが確定した金額 当該不動産等の

貸付けが終了した日 

 

（売上原価等の費用の範囲） 

37－１ 法第３７条第１項に規定する「売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費

用」は、別段の定めのあるものを除き、その年において債務の確定しているものに限るものとする 

 

（必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定） 

37－２ 法第３７条の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又

は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定し

ているものとは、別段の定めのあるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 

（１）その年１２月３１日（年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の

時。以下この項において同じ。）までに当該費用に係る債務が成立していること。 

（２）その年１２月３１日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生し

ていること。 

（３）その年１２月３１日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。 

 

（民事事件に関する費用） 

37－25 業務を営む者が当該業務の遂行上生じた紛争又は当該業務の用に供されている資産につき生

じた紛争を解決するために支出した弁護士の報酬その他の費用は、次に掲げるようなものを除き、

その支出をした日の属する年分（省略）の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。 

（１）（省略） 

（２）（省略 

（３）法第４５条第１項《家事関連費等の必要経費不算入等》の規定により必要経費に算入されない

同項第２号から第５号までに掲げる租税公課に関する紛争に係るもの 

（４）（省略） 
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（主たる部分等の判定等） 

45－１ 令第９６条第１号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第２号に規定する「業

務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び

使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。 

 

（業務の遂行上必要な部分） 

45－２ 令第９６条第１号に規定する「主たる部分が不動産所得（中略）を生ずべき業務の遂行上必

要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が５０％を超えるか

どうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が５０％以下であっても、その

必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を

必要経費に算入して差し支えない。 



（別紙２－８） 
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○消費税基本通達 

 

（建物と土地等とを同一の者から同時に譲り受けた場合の取扱い） 

11－４－２ 事業者が、課税資産と非課税資産とを同一の者から同時に譲り受けた場合には、当該譲

受けに係る支払対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額とその他の仕入れに係る支払対価の額と

に合理的に区分しなければならないのであるが、建物と土地等を同一の者から同時に譲り受けた場

合において、その支払対価の額につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算

における取扱いにより区分しているときは、その区分による。 



（別紙２－９） 

 

55 

○措置法関係通達 

 

（土地等と建物等を一括取得した場合の土地等の取得価額の区分） 

35の２－９ 土地等を建物等と一の契約により取得した場合における当該土地等の取得価額について

は、次によるものとする。 

（１）当該土地等及び建物等の価額が当事者間の契約において区分されており、かつ、その区分され

た価額が当該土地等及び建物等の当該取得の時の価額としておおむね適正なものであるときは、

当該契約により明らかにされている当該土地等の価額による。 

（２）当該土地等及び建物等の価額が当事者間の契約において区分されていない場合であっても、例

えば、当該土地等及び建物等が建設業者から取得したものであってその建設業者の帳簿書類に当

該土地等及び建物等のそれぞれの価額が区分して記載されている等当該土地等及び建物等のそれ

ぞれの価額がその取得先等において確認され、かつ、その区分された価額が当該土地等及び建物

等の当該取得の時の価額としておおむね適正なものであるときは、当該確認された当該土地等の

価額によることができる。 

（３）（１）及び（２）により難いときは、当該一括して取得した土地等及び建物等の当該取得の時

における価額の比によりあん分して計算した当該土地等の金額を、当該土地等の取得価額とする。 



（別紙２－１０） 
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○耐用年数通達 

 

（前掲の区分によらない資産の意義等） 

１－１－６ 別表第一又は別表第二に掲げる「前掲の区分によらないもの」とは、法人が別表第一に

掲げる一の種類に属する減価償却資産又は別表第二の機械及び装置について「構造又は用途」、「細

目」又は「設備の種類」ごとに区分しないで、当該一の種類に属する減価償却資産又は機械及び装

置の全部を一括して償却する場合のこれらの資産をいい、別表第一に掲げる一の種類に属する減価

償却資産又は別表第二の機械及び装置のうち、その一部の資産については区分されて定められた耐

用年数を適用し、その他のものについては「前掲の区分によらないもの」の耐用年数を適用するこ

とはできないことに留意する。 

 ただし、当該その他のものに係る「構造又は用途」、「細目」又は「設備の種類」による区分ごと

の耐用年数の全てが、「前掲の区分によらないもの」の耐用年数より短いものである場合には、こ

の限りでない。 



（別紙２－１１） 
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○固定資産評価基準 

 

第２章第１節 

七 建築設備の評価 

 家屋の所有者が所有する電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備、冷暖房設備、空

調設備、防災設備、運搬設備、清掃設備等の建築設備で、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体

となつて、家屋の効用を高めるものについては、家屋に含めて評価するものとする。 

 

第２章第３節 木造家屋 

一 評点数の算出方法 

１（省略） 

２ 市町村長は、当該市町村に所在する木造家屋の状況に応じ、「二 部分別による再建築費評点数

の算出方法」又は「三 比準による再建築費評点数の算出方法」のいずれかにより再建築費評点数

を求めるものとする。ただし、在来分の木造家屋に係る再建築費評点数は「四 在来分の木造家屋

に係る再建築費評点数の算出方法」により求めるものとする。 

二 部分別による再建築費評点数の算出方法 

 部分別による再建築費評点数の算出方法によつて木造家屋の再建築費評点数を求める場合は、当

該木造家屋の構造の区分に応じ、当該木造家屋について適用すべき木造家屋評点基準表によつて求

めるものとする。 

 木造家屋評点基準表によつて木造家屋の再建築費評点数を求める場合においては、各個の木造家

屋の構造の区分に応じ、当該木造家屋について適用すべき木造家屋評点基準表によつて当該木造家

屋の各部分別に標準評点数を求め、これに補正項目について定められている補正係数を乗じて得た

数値に計算単位の数値を乗じて算出した部分別再建築費評点数を合計して求めるものとする。 

 部分別による再建築費評点数の算出方法によつて木造家屋の再建築費評点数を求める場合は、次

の「木造家屋再建築費評点数の算出要領」によつて算出するものとする。 

〔木造家屋再建築費評点数の算出要領〕 

１及び２（省略） 

３ 木造家屋評点基準表の部分別区分 

部分別 内容 

（９）建築設備 電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備等家屋に附属して家

屋の機能を発揮するための設備をいう。 

木造家屋評点基準表の部分別区分の内容は、次のとおりである。 

（（１）屋根、（２）基礎、（３）外壁、（４）柱・壁体、（５）内壁、（６）天井、（７）床、（８）建

具、（10）仮設工事、（11）その他工事につき、省略） 

 

第２章第３節 非木造家屋 

一 評点数の算出方法 

１（省略） 
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２ 市町村長は、当該市町村に所在する非木造家屋の状況に応じ、「二 部分別による再建築費評点

数の算出方法」又は「三 比準による再建築費評点数の算出方法」のいずれかにより再建築費評点

数を求めるものとする。ただし、在来分の非木造家屋に係る再建築費評点数は「四 在来分の非木

造家屋に係る再建築費評点数の算出方法」により求めるものとする。 

二 部分別による再建築費評点数の算出方法 

 部分別による再建築費評点数の算出方法によつて非木造家屋の再建築費評点数を求める場合は、

当該非木造家屋の構造の区分に応じ、当該非木造家屋について適用すべき非木造家屋評点基準表に

よつて求めるものとする。 

 非木造家屋評点基準表によつて非木造家屋の再建築費評点数を求める場合においては、各個の非

木造家屋の構造の区分に応じ、当該非木造家屋について適用すべき非木造家屋評点基準表によつて

当該非木造家屋の各部分別に標準評点数を求め、これに補正項目について定められている補正係数

を乗じて得た数値に計算単位の数値を乗じて算出した部分別再建築費評点数を合計して求めるもの

とする。 

 部分別による再建築費評点数の算出方法によつて非木造家屋の再建築費評点数を求める場合は、

次の「非木造家屋再建築費評点数の算出要領」によつて算出するものとする。 

〔非木造家屋再建築費評点数の算出要領〕 

１及び２（省略） 

３ 非木造家屋評点基準表の部分別区分 

部分別 内容 

（12）建築設備 電気設備、衛生設備、空調設備、防災設備、運搬設備等家屋に附属して家

屋の機能を発揮するための設備をいう。 

非木造家屋評点基準表の部分別区分の内容は、次のとおりである。 

（（１）主体構造部、（２）基礎工事、（３）外周壁骨組、（４）間仕切骨組、（５）外部仕上、

（６）内部仕上、（７）床仕上、（８）天井仕上、（９）屋根仕上、（10）建具、（11）特殊設備、

（13）仮設工事、（14）その他工事につき、省略） 
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（別紙３） 

本件各賦課決定通知書及び本件各更正処分等通知書に附記された理由 

 

１ 本件各賦課決定通知書（甲３の１～３）に附記された賦課決定の理由 

 平成２２年賦課決定通知書（甲３の１）の「この処分の理由」欄には、「あなたが平成２６年２

月２６日に提出した平成２２年分の所得税の修正申告書（当初申告は期限内申告書）により納付す

べきこととなる所得税額１，４２１，３００円に、国税通則法第６５条の規定により計算した過少

申告加算税１４２，０００円を賦課決定します。なお、あなたが提出した当該修正申告書は、調査

があったことにより更正を予知してされた修正申告に該当し、また、当該修正申告書の提出に基づ

き納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告前の税額の計算の基礎とされな

かったことについて正当な理由があると認められるものはありません。」と記載されている。 

 なお、平成２３年賦課決定通知書（甲３の２）及び平成２４年賦課決定通知書（甲３の３）の

「この処分の理由」欄の記載内容は、上記平成２２年賦課決定通知書の記載内容とほぼ同一である。 

２ 本件各更正処分等通知書（甲４の１～３）に附記された更正の理由 

 本件各更正処分等通知書の「この処分の理由」欄には、不動産所得の金額の総収入金額及び必要

経費に係る処分の理由について、以下のとおり記載されている。 

 なお、平成２３年更正処分等通知書及び平成２４年更正処分等通知書の「この処分の理由」欄の

記載内容について、平成２２年更正処分等通知書又は平成２３年更正処分等通知書と、その理由が

同一である場合には、その記載箇所を示するにとどめ、記載内容は省略する（金額だけが異なる場

合も同じ。）。 

（１）平成２２年更正処分等通知書（甲４の１） 

ア 「設備の修繕費」（本件修繕費） 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、平成２０年１月１日にＪと締結した不動産管理業務

委託契約書に基づく「設備の修繕費」として１，５６０，０００円を必要経費に算入していま

す。 

 しかしながら、当該契約においては、「設備の修繕」は委託業務に含まれておらず、Ｊが当

然にあなたの所有する物件を修繕する義務を負うものではないこと、また、あなたが提示した

書類からは、あなたの所有する物件の修繕に際し、あなたがＪに指示したことや、Ｊが当該指

示に基づいてあなたの所有する物件の修繕をしたことが明らかでないことから、当該「設備の

修繕費」は、当年において債務が確定しているものに対する支出とは認められません。 

 以上により、「設備の修繕費」は、所得税法第３７条第１項に規定する必要経費には算入さ

れません。 

イ 「修繕積立金」（本件修繕積立金） 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、平成２０年１月１日にＪと締結した不動産管理業務

委託契約書に基づく「修繕積立金」として３，７２３，６００円を必要経費に算入しています。 

 しかしながら、当該契約に基づきＪに支払った「修繕積立金」のうち、Ｈ及びＫに係る修繕

積立金３６３，６００円を除く３，３６０，０００円は、Ｊに支払われた費用ではなく、将来

の支出に備えてＪに預けられたものであり、当年において債務が確定しているものに対する支

出とは認められません。 

 以上により、当該「修繕積立金」として支払われた金額のうち３，３６０，０００円は、所
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得税法第３７条第１項に規定する必要経費には算入されません。 

ウ 不動産賃貸管理業務委託契約書に基づく「賃室リフォーム代金」（本件賃室リフォーム代

金） 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、平成１９年１０月１日にＪと締結した不動産賃貸管

理業務委託契約書に基づく「賃室リフォーム代金」として２，６４０，０００円を必要経費に

算入しています。 

 しかしながら、当該契約においては、「賃室リフォーム」は委託業務に含まれておらず、Ｊ

が当然にあなたの所有する物件について、リフォーム工事等を行う義務を負うものではないこ

と、また、あなたが提示した書類からは、あなたの所有する物件のリフォーム工事等に際し、

あなたがＪに指示したことや、Ｊが当該指示に基づいてあなたの所有する物件のリフォーム工

事等をしたことが明らかでないことから、当年において債務が確定しているものに対する支出

とは認められません。 

 以上により、当該「賃室リフォーム代金」は、所得税法第３７条第１項に規定する必要経費

には算入されません。 

エ Ｉ管理規約ないしＩ管理業務委託契約書に基づく「修繕積立金」（本件Ｉ物件修繕積立金） 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、Ｉ管理規約ないし平成１９年１０月１日にＩ管理組

合がＪと締結したＩ管理業務委託契約書に基づく「修繕積立金」として１，９４１，６００円

を必要経費に算入しています。 

 しかしながら、当該「修繕積立金」は、将来の支出に備えて預けられたものであり、当年に

おいて債務が確定しているものに対する支出とは認められません。 

 以上により、当該「修繕積立金」は、所得税法第３７条第１項に規定する必要経費には算入

されません。 

オ 不動産運用コンサルティング業務委託契約書に基づく「委託料」（本件コンサルティング委

託料） 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、平成２０年１月１日にＪと締結した不動産運用コン

サルティング業務委託契約書に基づく委託料として２８２，０００円を必要経費に算入してい

ます。 

 しかしながら、当該契約書には、各業務に係る金額の内訳がなく、不動産収入を得るために

直接必要な業務と直接必要な業務以外の業務が明確に区分されていません。 

 以上により、当該「委託料」は、所得税法第３７条第１項に規定する必要経費には算入され

ません。 

カ 不動産会計税務事務委託契約書に基づく「委託料」（本件会計税務事務委託料） 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、平成２０年１月１日にＪと締結した不動産会計税務

事務委託契約書に基づく委託料として３７８，０００円を必要経費に算入しています。 

 しかしながら、当該契約書には、各業務に係る金額の内訳がなく、不動産収入を得るために

直接必要な業務と直接必要な業務以外の業務が明確に区分されていません。 

 以上により、当該「委託料」は、所得税法第３７条第１項に規定する必要経費には算入され

ません。 

キ 賃貸物件に係る減価償却費 

（減価償却費に係る更正の理由については、「この処分の理由」欄に次の記載があるほか、減
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価償却費の算定根拠として、本件各物件の一覧表及び別表が添付されている。なお、以下の引

用部分については、特段の注記ない限り、別表番号のみ本判決添付の別表番号によってい

る。） 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、次表の賃貸物件について、別表１（注：原告が必要

経費に算入した減価償却費の金額を物件ごとにまとめた表であり、本判決に添付していな

い。）のとおり減価償却費１７，８３７，２５１円を必要経費に算入しています。 

 しかしながら、あなたが行った減価償却費の金額の計算には誤りが認められますので、下記

（イ）ないし（ハ）のとおり、土地、建物及び建物附属設備（以下、建物及び建物附属設備を

「建物等」といいます。）の取得価額を算出し、減価償却費の計算をした結果、減価償却費は

別表Ｂ３－１の合計欄の１３，７６２，５６０円となります。 

 以上により、１７，８３７，２５１円と１３，７６２，５６０円の差額４，０７４，６９１

円は、所得税法第３７条第１項に規定する必要経費には算入されません。 

 なお、土地及び建物等の取得価額の按分計算については、別表Ｂ５及び別表Ｂ７ないし９の

とおりです。 

（イ）賃貸物件の土地及び建物等の取得価額の区分 

 建物等の取得価額は、所得税法施行令第１２６条第１項第１号イにおいて、「当該資産の

購入の代価」及び同条同項同号ロにおいて、「当該資産を業務の用に供するために直接要し

た費用の額」の合計額とする旨規定されており、これに従って算定しました。 

Ａ 本件Ｈ物件の土地及び建物等の取得価額は、昭和６３年取得時における固定資産税評価

額を基に算出したそれぞれの購入代価に、当該部分の仲介手数料の金額を加算して算定し

ました（別表Ｂ４及び別表Ｂ５－１）。 

Ｂ 本件Ｋ物件の土地及び建物等の取得価額は、平成１１年取得時における固定資産税評価

額を基に算出したそれぞれの購入代価に、当該部分の仲介手数料の金額を加算して算定し

ました（別表Ｂ４）。 

 なお、平成１１年取得時の固定資産税評価額は、平成９年度及び平成１２年度の固定資

産税評価額を基に時点修正し、算出しました（別表Ｂ５－２）。 

Ｃ 本件Ｎ物件、本件Ｐ物件、本件Ｉ・Ａ物件、本件Ｉ・Ｂ物件の建物等の取得価額は、賃

貸物件の売買契約書又は覚書に記載された建物等の購入代価（建物等については、消費税

額を含む。）に、当該部分の仲介手数料の金額を加算して算定しました（別表Ｂ４）。 

 また、土地の取得価額は賃貸物件の売買契約書又は覚書に記載された契約金額から建物

等の取得価額を控除し、当該部分の仲介手数料の金額を加算して算定しました（別表Ｂ

４）。 

Ｄ 本件Ｌ物件の建物等の取得価額は、賃貸物件の売買契約書に記載された消費税額を税率

５％で割り戻して算出した建物等の購入代価に、当該消費税額及び当該部分の仲介手数料

の金額を加算して算定しました（別表Ｂ４）。 

 また、土地の取得価額は賃貸物件の売買契約書に記載された契約金額から建物等の取得

価額及び当該消費税額を控除し、当該部分の仲介手数料の金額を加算して算定しました

（別表Ｂ４）。 

Ｅ 本件Ｑ物件の土地及び建物等の取得価額は、平成１４年取得時における固定資産税評価

額を基に算出したそれぞれの購入代価に、当該部分の仲介手数料の金額を加算して算定し
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ました（別表Ｂ４）。 

 なお、平成１４年取得時の固定資産税評価額は、平成１２年度及び平成１５年度の固定

資産税評価額を基に時点修正し、算出しました（別表Ｂ５－３）。 

Ｆ 本件Ｉ・Ｃ物件の土地及び建物等の取得価額は、平成１９年取得時における固定資産税

評価額を基にそれぞれ算定しました（別表Ｂ４）。 

 なお、平成１９年取得時の固定資産税評価額は、平成１８年度及び平成２１年度の固定

資産税評価額を基に時点修正し、算出しました（別表Ｂ５－４、別表Ｂ５－４－１及び別

表Ｂ５－４－２）。 

（ロ）賃貸物件の建物と建物附属設備の取得価額の区分 

Ａ 本件Ｈ物件、本件Ｎ物件、本件Ｑ物件、本件Ｌ物件、本件Ｉ・Ａ物件、本件Ｉ・Ｂ物件

及び本件Ｉ・Ｃ物件については、別表Ｂ３において算定した建物等の取得価額を、固定資

産評価基準による再建築評点数（別表Ｂ７）と建築時から取得時までの経過期間に対応す

る旧定額法に基づく減価償却費の計算に相当する算式に当てはめて算出した再建築費評点

数の損耗等（別表Ｂ８－１）を基に別表Ｂ５－１のとおり、建物と建物附属設備に区分し

ました。 

Ｂ 本件Ｐ物件については、判明した前所有者の取得価額を、前所有者の取得時から譲渡時

までの経過期間に対応する旧定額法に基づく減価償却費に相当する算式に当てはめて算出

した前所有者取得価額の損耗等（別表Ｂ８－２）を基に別表Ｂ９－２のとおり、建物と建

物附属設備に区分しました。 

Ｃ 本件Ｈ物件の建物については、定率法を選択しているため、平成６年６月の貸付開始時

における未償却残高を算出し（別表Ｂ１０－１）、以後の減価償却費の計算を行い平成２

１年分の未償却残高を算定して（別表Ｂ１２－１〔注：ただし、平成２１年分までの表〕）、

平成２２年分の償却の基礎となる金額としました。 

Ｄ 本件Ｈ物件の建物附属設備は、平成１６年分にて償却額の累積額が償却可能限度額に達

していますので、平成１９年分の未償却残高２１１，６０３円を平成２０年分から５年間

で均等償却しました。 

Ｅ 本件Ｋ物件については、昭和５５年３月に建築されたものを平成１１年４月に取得して

いますが、取得時において既に建物附属設備の法定耐用年数を超過しており、取得時にお

ける建物附属設備の価額は僅少であると認められることから、建物等の取得価額の全額を

建物の取得価額としました。 

（ハ）賃貸物件の減価償却費の計算において、適用する耐用年数は別表Ｂ６のとおりです。 

（２）平成２３年更正処分等通知書（甲４の２） 

ア 「設備の修繕費」（本件修繕費） 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、平成２０年１月１日にＪと締結し、平成２３年９月

３０日に解約した不動産管理業務委託契約書に基づく「設備の修繕費」として１，１７０，０

００円を必要経費に算入しています。 

 しかしながら、当該契約においては、「設備の修繕」は委託業務に含まれておらず、Ｊが当

然にあなたの所有する物件を修繕する義務を負うものではないこと、また、あなたが提示した

書類からは、あなたの所有する物件の修繕に際し、あなたがＪに指示したことや、Ｊが当該指

示に基づいてあなたの所有する物件の修繕をしたことが明らかでないことから、当該「設備の
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修繕費」は、当年において債務が確定しているものに対する支出とは認められません。 

 以上により、「設備の修繕費」は、所得税法第３７条第１項に規定する必要経費には算入さ

れません。 

イ 「修繕積立金」（本件修繕積立金） 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、平成２０年１月１日にＪと締結し、平成２３年９月

３０日に解約した不動産管理業務委託契約書及び平成２３年１０月１日に新たにＪと締結した

不動産管理業務委託契約書に基づく「修繕積立金」として３，７２３，６００円を必要経費に

算入しています。 

 しかしながら、当該両契約に基づきＪに支払った「修繕積立金」のうち、Ｈ及びＫに係る修

繕積立金３６３，６００円を除く３，３６０，０００円は、Ｊに支払われた費用ではなく、将

来の支出に備えてＪに預けられたものであり、当年において債務が確定しているものに対する

支出とは認められません。 

 以上により、当該「修繕積立金」として支払われた金額のうち３，３６０，０００円は、所

得税法第３７条第１項に規定する必要経費には算入されません。 

ウ 不動産賃貸管理業務委託契約書に基づく「賃室リフォーム代金」（本件賃室リフォーム代

金） 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、平成１９年１０月１日にＪと締結し、平成２３年９

月３０日に解約した不動産賃貸管理業務委託契約書に基づく「賃室リフォーム代金」として１，

９８０，０００円を必要経費に算入しています。 

 しかしながら、当該契約においては、「賃室リフォーム」は委託業務に含まれておらず、Ｊ

が当然にあなたの所有する物件について、リフォーム工事等を行う義務を負うものではないこ

と、また、あなたが提示した書類からは、あなたの所有する物件のリフォーム工事等に際し、

あなたがＪに指示したことや、Ｊが当該指示に基づいてあなたの所有する物件のリフォーム工

事等をしたことが明らかでないことから、当年において債務が確定しているものに対する支出

とは認められません。 

 以上により、当該「賃室リフォーム代金」は、所得税法第３７条第１項に規定する必要経費

には算入されません。 

エ Ｉ管理規約ないしＩ管理業務委託契約書に基づく「修繕積立金」（本件Ｉ物件修繕積立金） 

 前記（１）エと同じ。 

オ 不動産運用コンサルティング業務委託契約書に基づく「委託料」（本件コンサルティング委

託料） 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、平成２０年１月１日にＪと締結し、平成２３年９月

３０日に解約した不動産運用コンサルティング業務委託契約書に基づく委託料として２１１，

５００円を必要経費に算入しています。 

 しかしながら、当該契約書には、各業務に係る金額の内訳がなく、不動産収入を得るために

直接必要な業務と直接必要な業務以外の業務が明確に区分されていません。 

 以上により、当該「委託料」は、所得税法第３７条第１項に規定する必要経費には算入され

ません。 

カ 不動産会計税務事務委託契約書に基づく「委託料」（本件会計税務事務委託料） 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、平成２０年１月１日にＪと締結し、平成２３年９月
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３０日に解約した不動産会計税務事務委託契約書に基づく委託料として２８３，５００円を必

要経費に算入しています。 

 しかしながら、当該契約書には、各業務に係る金額の内訳がなく、不動産収入を得るために

直接必要な業務と直接必要な業務以外の業務が明確に区分されていません。 

 以上により、当該「委託料」は、所得税法第３７条第１項に規定する必要経費には算入され

ません。 

キ 賃貸物件に係る減価償却費 

（減価償却費に係る更正の理由については、「この処分の理由」欄に次の記載があるほか、減

価償却費の算定根拠として、本件各物件の一覧表及び別表が添付されている。） 

 本文は、別表Ｂ３－１を別表Ｂ３－２（注：ただし、本件Ｎ物件の減価償却費の金額が異な

るもの）と読み替えるほか、前記（１）キの本文と同じ。 

（イ）賃貸物件の土地及び建物等の取得価額の区分 

 前記（１）キ（イ）と同じ。 

（ロ）賃貸物件の建物と建物附属設備の取得価額の区分 

Ａ 前記（１）キ（ロ）Ａと同じ。 

Ｂ 前記（１）キ（ロ）Ｂと同じ。 

Ｃ 本件Ｈ物件の建物については、定率法を選択しているため、平成６年６月の貸付開始時

における未償却残高を算出し（別表Ｂ１０－１）、以後の減価償却費の計算を行い平成２

２年分の未償却残高を算定して（別表Ｂ１２－１〔注：ただし、平成２２年分までの表〕）、

平成２３年分の償却の基礎となる金額としました。 

Ｄ 前記（１）キ（ロ）Ｄと同じ。 

Ｅ 前記（１）キ（ロ）Ｅと同じ。 

Ｆ 本件Ｌ物件の建物附属設備は、平成２２年分にて償却額の累積額が償却可能限度額に達

していますので、平成２２年分の未償却残高３０７，１０３円を平成２３年分から５年間

で均等償却しました。 

（ハ）前記（１）キ（ハ）と同じ。 

（３）平成２４年更正処分等通知書（甲４の３） 

ア 総収入金額 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、あなたの所有するＩの賃借人であるＲから受領した

敷金６０，０００円、Ｌの賃借人であるＭから受領した敷金１００，５００円及びＮの賃借人

であるＯから受領した敷金１１０，０００円を総収入金額に算入していませんが、当該金額は、

賃借人に返還する必要がないものと認められますので、当該金額の合計額２７０，５００円を

総収入金額に加算します。 

イ 不動産管理業務委託契約書に基づく「修繕積立金」（本件修繕積立金） 

 あなたは、不動産所得の金額の計算上、平成２３年１０月１日にＪと締結した不動産管理業

務委託契約書に基づく「修繕積立金」として３，７２３，６００円を必要経費に算入していま

す。 

 しかしながら、当該契約に基づきＪに支払った「修繕積立金」のうち、Ｈ及びＫに係る修繕

積立金３６３，６００円を除く３，３６０，０００円は、Ｊに支払われた費用ではなく、将来

の支出に備えてＪに預けられたものであり、当年において債務が確定しているものに対する支
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出とは認められません。 

 以上により、当該「修繕積立金」として支払われた金額のうち３，３６０，０００円は、所

得税法第３７条第１項に規定する必要経費には算入されません。 

ウ Ｉ管理規約ないしＩ管理業務委託契約書に基づく「修繕積立金」（本件Ｉ物件修繕積立金） 

 前記ア（エ）と同じ。 

エ 賃貸物件に係る減価償却費 

（減価償却費に係る更正の理由については、「この処分の理由」欄に次の記載があるほか、減

価償却費の算定根拠として、本件各物件の一覧表及び別表が添付されている。） 

 本文は、別表Ｂ３－１を別表Ｂ３－３と読み替えるほか、前記（１）キの本文と同じ。 

（イ）賃貸物件の土地及び建物等の取得価額の区分 

 前記（１）キ（イ）と同じ。 

（ロ）賃貸物件の建物と建物附属設備の取得価額の区分 

Ａ 前記（１）キ（ロ）Ａと同じ。 

Ｂ 前記（１）キ（ロ）Ｂと同じ。 

Ｃ 本件Ｈ物件の建物については、定率法を選択しているため、平成６年６月の貸付開始時

における未償却残高を算出し（別表Ｂ１０－１）、以後の減価償却費の計算を行い平成２

３年分の未償却残高を算定して（別表Ｂ１２－１〔注：ただし、平成２３年分までの表〕）、

平成２４年分の償却の基礎となる金額としました。 

Ｄ 前記（１）キ（ロ）Ｄと同じ。 

Ｅ 前記（１）キ（ロ）Ｅと同じ。 

Ｆ 前記（２）キ（ロ）Ｆと同じ。 

Ｇ 本件Ｎ物件の建物附属設備は、平成２３年分にて償却額の累積額が償却可能限度額に達

していますので、平成２３年分の未償却残高１１５，２５２円を平成２４年分から５年間

で均等償却しました。 

Ｈ 本件Ｑ物件の建物附属設備は、平成２３年分にて償却額の累積額が償却可能限度額に達

していますので、平成２３年分の未償却残高２３２，７７６円を平成２４年分から５年間

で均等償却しました。 

（ハ）前記（１）キ（ハ）と同じ。 

３ 本件各更正処分等通知書（甲４の１～３）に附記された賦課決定の理由 

 本件各更正処分等通知書の「この処分の理由」欄には、過少申告加算税の賦課決定の理由につい

て、「平成２２年分の今回更正（当初申告は期限内申告書）により納付すべきこととなる所得税額

６，０１７，２００円に、国税通則法第６５条の規定により計算すると過少申告加算税は７９１，

５００円となります。なお、今回更正に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに

今回更正前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものは

ありません。」と記載されている。 

 なお、平成２３年更正処分等通知書（甲４の２）及び平成２４年更正処分等通知書（甲４の３）

の「この処分の理由」欄の記載内容は、上記平成２２年更正処分等通知書の記載内容とほぼ同じで

ある。 

以上 
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（別紙４） 

当事者の主張の要旨 

 

１ 争点①（本件修繕費は必要経費に算入すべきものか）について 

（被告の主張の要旨） 

（１）本件管理委託契約書１においては、本件各物件の「設備の修繕」が委託業務に含まれておらず、

一方、修繕費について、原告からの定額管理費をもってその支払を行うものの、その支払につい

ては、原告が別途指示する必要がある旨定められている（本件管理委託契約書１の６条３項、４

項）。 

 そうすると、本件管理委託契約１においては、「設備の修繕」は委託業務に含まれておらず、

本件各物件について修繕が必要な事態が生じた場合においても、本件会社が契約に基づき当然に

その修繕を行う義務を負うことにはならず、同契約とは別に原告が本件会社に対して修繕の指示

（又は新たな契約）を行って初めて、本件会社の修繕義務及びこれに対応する原告の修繕費用支

払義務が発生することとなると解される。 

 本件管理委託契約１における委託業務に「設備の修繕」が含まれていないことは、平成２３年

１０月１日付けで新たに締結し直された本件管理委託契約２において、委託業務として「設備の

修繕業務」が新たに付け加えられていることからしても裏付けられる。 

（２）ア 本件管理委託契約１においては、「設備の修繕」は委託業務に含まれていないから、原告

が本件会社に対して本件管理委託契約１に基づき支払った本件修繕費（定額管理費のうち

「設備の修繕費」月額１３万円に相当する。）は、実際の修繕の発生に先立って定額で支払

われたもので、原告が本件会社に対して単に金員を預けたというもの（預け金）にすぎない。

そして、原告が本件会社に対して本件修繕費を支払っただけでは、本件会社の修繕義務及び

これに対応する原告の修繕費用支払義務が成立したとはいえないのであるから、この段階に

おいて本件修繕費に係る「債務の確定」があったということはできない。 

イ このような預け金を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入するためには、「当該債務

に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実」として、具体的な修繕義務発生の基礎と

なる事実が発生し、少なくとも原告が本件会社に対して修繕の指示（又は新たな契約）を行

い、実際の修繕に基づいて、その修繕に係る費用の支払（本件管理委託契約書１の６条４項

に基づく、原告の指示に基づく設備の修繕費等からの支払）を行う必要がある。 

（３）以上のとおり、本件管理委託契約１に基づき支払われた本件修繕費は、「債務の確定」が認め

られず、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものではない。 

（原告の主張の要旨） 

（１）本件管理委託契約１は清算を伴わない固定委託費一括払一括請負業務契約（ランプサム契約）

であり、このような契約は民法上も税務上も有効である。このことは、本件会社の納税地を所轄

する千葉東税務署も、本件会社に対する実地の調査において認めていた。そうすると、所得税基

本通達３７－２が「債務の確定」の判定要件として掲げる「その年１２月３１日までに当該費用

に係る債務が成立していること」の要件を充たすというべきである。 

 また、本件会社は原告から本件修繕費が支払われた時点でこれを売上げとして計上しているか

ら、費用収益照応の原則の下で、本件各物件の将来の修繕を行わなくてはならない原因となる事

実が発生しているというべきであり、所得税基本通達３７－２が定める「その年１２月３１日ま
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でに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること」の要件も充

たすというべきである。 

 したがって、本件修繕費は「債務が確定」したといえ、必要経費に算入すべきものである。 

（２）上記のとおり、本件管理委託契約１は固定委託費一括払一括請負契約であるから、修繕の必要

が発生する都度、原告が本件会社に修繕を指示することは予定されておらず、三島税務署長も平

成２３年１０月以降の「設備の修繕費」名目による支出を必要経費と認めている。また、本件管

理委託契約書１別紙２においては、物件ごとに「設備の修繕費」が明示されているから、設備の

修繕業務は委託業務に含まれていたというべきである。そして、本件会社の定款においては、

「不動産賃貸、不動産管理、不動産リフォーム業務」、「その他前号に附帯する一切の業務」と定

められている上、本件管理委託契約１においては、同契約に定めのない事項で必要なものについ

ては、誠意を持って協議するものとする旨の定めが置かれていたところ、原告は本件会社との間

で本件各物件の修繕業務が委託業務に含まれることを口頭で確認していたから、設備の修繕業務

が本件管理委託契約１に基づく委託業務に含まれないとの被告の主張は失当である。 

（３）本件会社は、原告から本件管理委託契約１に基づき本件修繕費が支払われた時点で売上げとし

て計上し、実際に設備の修繕を行った時点でその都度損金処理するという、ＧＡＡＰ（一般に公

正妥当と認められた会計原則）に則った会計処理をしているところ、千葉東税務署長は本件会社

に対する税務調査においてこのような経理処理全般を税務上正当であると認めていた。 

（４）本件会社が実際に行った修繕業務の内容は、本件会社の総勘定元帳、仕訳帳及び証憑書類であ

る甲１１７の１及び２のとおりであり、青色申告法人である本件会社の総勘定元帳等に誤りがあ

る旨の指導を受けたこともないから、甲１１７の１及び２の信用性は高いというべきであるとこ

ろ、甲１１７の１及び２によれば、本件会社が実際に行った修繕に要した費用は賃料収入の約

２％であり、本件修繕費（月額１３万円）に相当するといえる。また、甲２００の１及び２によ

って、原告が実際に本件会社に支払った本件修繕費及び本件賃室リフォーム代金の合計の９５％

以上に相当する原状回復等の業務が本件会社によって実際に行われていることが明らかにされて

いるから、経費として妥当であることを合理的に推認させるに足りる程度の具体的立証がされた

というべきである。 

２ 争点②（本件修繕積立金は必要経費に算入すべきものか）について 

（被告の主張の要旨） 

（１）本件管理委託契約１の６条６項において、「修繕積立金」は、原告からの預り金として、本件

会社の会計処理とは切り離して資金を積み立てるものとし、その取崩しについては、書面をもっ

て原告の了解を得て着手する旨定めている。このような規定によれば、原告が本件管理委託契約

１に基づいて本件会社に対して支払った「修繕積立金」は、本件会社に対して支払われた「費

用」ではなく、将来の修繕に備えて本件会社に預けている原告の「預け金」すなわち「資産」と

解すべきものである。 

 そして、本件管理委託契約１の条項又はその解釈として、原告が本件会社に対して本件修繕積

立金を支払っただけでは、本件会社の修繕義務及びこれに対応する原告の修繕費用支払義務がに

成立したとはいえないのであるから、この段階において、本件修繕積立金に係る「債務の確定」

があったということはできない。 

（２）また、修繕積立金を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入するためには、「当該債務に基

づいて具体的な給付をすべき原因となる事実」として、具体的な修繕義務発生の基礎となる事実
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が発生し、少なくとも原告が書面をもって修繕積立金の取崩しの了解をし（本件管理委託契約書

１及び２の各６条６項）、本件会社に対して修繕の指示（又は新たな契約）を行い、本件会社が

原告からの指示等に基づいて実際に修繕を行い、当該修繕の費用が取り崩された修繕積立金から

支払われる必要がある。 

 この点、本件においては、原告が書面による修繕積立金の取崩しの了解をした事実や、原告の

指示等に基づいて実際に修繕が行われ、取り崩された修繕積立金が支払に用いられた事実は認め

られないのであるから、本件修繕積立金は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきも

のではない。 

（３）なお、国税庁のホームページに掲載されている質疑応答事例「賃貸の用に供するマンションの

修繕積立金の取扱い」（乙１１。以下「本件質疑応答事例」という。）は、修繕積立金は、その拠

出のみをもっては、その年の必要経費に算入されないのが原則であるところ、一定の要件を満た

すものについては、例外的にその支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないと

するものである。 

 しかしながら、本件修繕積立金は、原告所有の本件各物件の将来的な修繕等の費用に充てるた

めに、本件各物件の管理組合に対して拠出されたものではなく、本件会社に対して拠出されたも

のであり、しかも、本件修繕積立金の支払は、その根拠とされる本件各管理委託契約が国土交通

省の定めるマンション標準管理規約に沿ったものとはいえないため、少なくとも、本件質疑応答

事例における「修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い」と

の要件、「①区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことにな

ること」との要件を充足しない。したがって、本件修繕積立金について、本件質疑応答事例に則

した取扱いをすべきものではない。 

（４）以上のとおり、本件各管理委託契約に基づき支払われた本件修繕積立金は、「債務の確定」が

認められず、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものではない。 

（原告の主張の要旨） 

（１）本件管理委託契約１は前記のとおり固定委託費一括払一括請負契約であるところ、原告が本件

修繕積立金を拠出することによって、本件会社は、本件管理委託契約１に基づき、大規模修繕計

画案を作成し提案を行い、修繕工事の発注、履行確認を行う債務を負うことになるから、所得税

基本通達３７－２が定める「その年１２月３１日までに当該費用に係る債務が成立しているこ

と」の要件を充たすというべきである。 

 また、本件会社は原告が本件修繕積立金を支払った時点で上記債務を負うこととなり、将来に

おいて修繕を行わなくてはならない原因となる事実が発生しているというべきであるから、所得

税基本通達３７－２が定める「その年１２月３１日までに当該債務に基づいて具体的な給付をす

べき原因となる事実が発生していること」の要件も充たす。 

 したがって、本件修繕積立金は「債務が確定」したといえ、必要経費に算入することができる。 

（２）本件修繕積立金は、原告及び本件会社が流用することができないよう、個別の建物ごとの積立

定期預金通帳に保全管理されていることからすれば、本件会社に帰属することは明らかであり、

これが原告の資産に当たるとの被告の主張は失当である。 

（３）本件管理委託契約１においては、同契約に定めのない事項で必要なものについては、誠意を持

って協議するものとする旨が定められているところ、原告は、本件会社との間で修繕積立金によ

る修繕業務が委託業務に含まれることを口頭で確認していた。そして、本件会社が本件管理委託
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契約１に基づく修繕義務を履行していることは、平成２１年３月３１日に本件会社に対する税務

調査（甲１１６の１参照）を担当した千葉東税務署職員も認めていた。 

（４）本件管理委託契約２に基づく「設備の修繕費」については、原告が拠出した時点で必要経費で

あると認められているところ、本件修繕積立金に係る本件管理委託契約１の規定は「設備の修繕

費」に係る本件管理委託契約２の規定と何ら変わりがないから、本件修繕積立金についても同様

に必要経費と認められるべきである。 

（５）被告が指摘する本件質疑応答事例は法的拘束力を有せず、原告に適用されるものではなく、仮

にこれが原告に適用されるとしても、本件修繕積立金は、原告による流用を許さない形で保全管

理されているから、全国の他のマンションと同様、必要経費と認められるべきであり、また、本

件Ｈ物件及び本件Ｋ物件に係る修繕積立金の支払も必要経費と認められていることからすれば、

本件修繕積立金についても同様に必要経費と認められるべきである。 

３ 争点③（本件賃室リフォーム代金は、必要経費に算入すべきものか）について 

（被告の主張の要旨） 

（１）本件賃貸管理委託契約書１においては、原状回復業務が本件会社に対する委託業務として記載

されていない。 

 そうすると、本件賃貸管理委託契約１においては、原状回復業務は委託業務に含まれておらず、

本件各物件の貸室について原状回復が必要な事態が生じた場合においても、本件会社が同契約に

基づき当然に本件各物件の貸室の原状回復を実施する義務を負うことにはならず、この契約とは

別に原告が本件会社に対して原状回復の指示（又は新たな契約）を行って初めて本件会社の原状

回復義務及びこれに対応する原告の費用支払義務が発生することになると解される。 

 本件賃貸管理委託契約１における委託業務に原状回復業務が含まれないことは、平成２３年１

０月１日付けで新たに締結し直された本件賃貸管理委託契約２において「原状回復工事を含むリ

フォーム工事業務」（１条１項⑤号）として原状回復業務が新たに付け加えられていることから

も裏付けられる。 

（２）ア 本件賃貸管理委託契約１においては、原状回復業務は委託業務に含まれていないから、原

告が本件会社に対して同契約に基づき支払った本件賃室リフォーム代金は、実際の原状回復

業務に必要な費用の発生に先立って定額で支払われたもので、原告が本件会社に対して単に

金員を預けたというもの（預け金）にすぎない。そして、原告が本件会社に本件賃室リフォ

ーム代金を支払っただけでは、本件会社の原状回復義務及びこれに対応する原告の費用支払

義務が成立したとはいえないのであるから、この段階において本件賃室リフォーム代金に係

る「債務の確定」があったということはできない。 

イ このような預け金を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入するためには、「当該債務

に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実」として、具体的な原状回復義務の発生の

基礎となる事実が発生し、少なくとも原告が本件会社に対して原状回復を実施する指示（又

は新たな契約）を行い、実際の原状回復業務に基づいて、その原状回復業務に係る費用の支

払を行う必要がある。 

（３）以上のとおり、本件賃貸管理委託契約１に基づき支払われた本件賃室リフォーム代金は、「債

務の確定」が認められず、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものではない。 

（原告の主張の要旨） 

（１）本件賃貸管理委託契約１は、本件管理委託契約１と同様、固定委託費一括払一括請負契約であ
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るから、本件賃室リフォーム代金は、所得税基本通達３７－２に定める「その年１２月３１日ま

でに当該費用に係る債務が成立していること」の要件を充たすというべきである。 

 また、原告が本件賃貸管理委託契約１に基づく「賃室リフォーム代金」を支払った時点で、本

件会社は現在又は将来における修繕を行う義務を負うから、所得税基本通達３７－２が定める

「その年１２月３１日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生し

ていること」の要件も充たす。 

 したがって、本件賃室リフォーム代金は「債務が確定」したといえ、必要経費に算入すること

ができる。 

（２）上記のとおり、本件賃貸管理委託契約１は固定委託費一括払一括請負契約であるから、修繕の

必要が発生する都度、原告が本件会社に修繕を指示することは予定されておらず、三島税務署長

も平成２３年１０月以降の「設備の修繕費」名目による支出を必要経費と認めている。また、本

件賃貸管理委託契約書１別紙３においては、物件ごとに「賃室リフォーム代金」が明示されてい

るから、原状回復又はリフォーム工事等をする業務は委託業務に含まれていたというべきである。

そして、本件会社の定款においては、「不動産賃貸、不動産管理、不動産リフォーム業務」、「そ

の他前号に附帯する一切の業務」と定められている上、本件賃貸管理委託契約１においては、同

契約に定めのない事項で必要なものについては、誠意を持って協議するものとする旨の定めが置

かれていたところ、原告は本件会社との間で原状回復等の業務が委託業務に含まれることを口頭

で確認していたから、原状回復又はリフォーム工事等をする業務が本件賃貸管理委託契約１に基

づく委託業務に含まれないとの被告の主張は失当である。 

（３）本件会社は、原告から本件賃貸管理委託契約１に基づき本件賃室リフォーム代金が支払われた

時点で売上げとして計上し、実際に原状回復等の業務を行った時点でその都度損金処理するとい

う、ＧＡＡＰに則った会計処理をしているところ、千葉東税務署長は本件会社に対する税務調査

においてこのような経理処理全般を税務上正当であると認めていた。 

（４）本件会社が実際に行った修繕業務の内容は、本件会社の総勘定元帳、仕訳帳及び証憑書類であ

る甲１１７の１及び２のとおりであり、青色申告法人である本件会社の総勘定元帳等に誤りがあ

る旨の指導を受けたこともないから、甲１１７の１及び２の信用性は高いというべきであるとこ

ろ、甲１１７の１及び２によれば、本件会社が実際に行った賃室リフォーム代金の額は賃料収入

の約３％であり、本件賃室リフォーム代金（月額２２万円）に相当するといえる。また、甲２０

０の１及び２によって、原告が実際に本件会社に支払った本件修繕費及び本件賃室リフォーム代

金の合計の９５％以上の金員に相当する原状回復等の業務が本件会社によって実際に行われてい

ることが明らかにされているから、経費として妥当であることを合理的に推認させるに足りる程

度の具体的立証がされたというべきである。 

４ 争点④（本件Ｉ物件修繕積立金は、必要経費に算入すべきものか）について 

（被告の主張の要旨） 

（１）原告は、本件Ｉ物件修繕積立金の法的位置付けについて、不明確かつ多義的な主張をしている

ところ、その法的位置付けを以下のとおり場合分けしてみても、同積立金は原告の不動産所得の

金額の計算上必要経費に算入することはできない。 

（２）本件Ｉ物件修繕積立金を、Ｉ管理規約に基づき区分所有者である原告から本件管理組合に対し

て支払われた金員とみた場合 

ア 本件管理組合の理事長としての原告名義の普通預金口座（以下「本件管理組合預金口座」と
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いう。）には、本件各係争年分に係る期間（平成２２～２４年）において、原告の上記主張に

よれば同口座に振り込まれることになる本件Ｉ物件修繕積立金月額１６万１８００円の入金が

確認できないのであるから、原告が本件Ｉ物件修繕積立金を本件会社に支払い、本件会社が同

積立金を本件管理組合に対して支払ったとする原告の上記主張は、根拠を欠くものである。 

イ また、そもそも、修繕積立金は、実際に修繕等が行われていない限りにおいては、具体的な

給付をすべき原因となる事実が発生していないから、単に拠出をしたのみでは「債務の確定」

があったとはいえない。 

 すなわち、マンションの管理組合に対して支出した修繕積立金は、これを収受した管理組合

において実際に修繕等の費用に充てられず、かつ、将来の修繕の費用に充てるために留保され

ている間は、所得税法上、その年において具体的な給付をすべき原因となる事実が発生してお

らず、「債務の確定」しているものに該当するとはいえない。したがって、仮に原告がＩ管理

規約に基づいて本件管理組合に対し本件Ｉ物件修繕積立金を支払った事実が認められるとして

も、「債務の確定」が認められず、当該修繕積立金を不動産所得の金額の計算上必要経費に算

入することはできない。 

ウ 本件質疑応答事例（前記２参照）では、修繕積立金は、その拠出のみをもって、その年の必

要経費に算入されないのが原則であるところ、一定の要件を満たすものについては、例外的に

その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないとするものである。 

 もっとも、原告は平成１９年７月１８日までに本件Ｉ物件に係る全ての区分所有権を取得し

たため、同日以降、本件管理組合の構成員は原告のみであったことからすれば、本件管理組合

がなおいわゆる社団性を有していたか疑義があり、そもそも、本件質疑応答事例による取扱い

の前提を欠くことが疑われるというべきである。 

 加えて、本件管理組合預金口座からは、平成２１年３月１６日に９００万円の現金が引き出

され、同日、Ｓ銀行の原告名義の普通預金口座に同額の９００万円が振込入金され、翌１７日

には、当該原告名義の預金口座から、４００万円を１口、５００万円を３口、１０００万円を

１口とする合計２９００万円の定期預金の預入れがされていることからすれば、原告は、本件

管理組合預金口座の金員を原告名義の預金として流用していることがうかがえる。そうすると、

少なくとも、本件質疑応答事例における修繕積立金の必要経費算入要件である「管理組合は、

支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと」及び「修繕積立

金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと」を満たさないこ

とになる。 

 そうすると、原告がＩ管理規約に基づき本件管理組合に対して本件Ｉ物件修繕積立金を支払

った場合であっても、本件質疑応答事例に即した取扱いをすることはできない。 

エ したがって、本件Ｉ物件修繕積立金は、Ｉ管理規約に基づき本件管理組合に対して支払われ

た場合において、原告の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものではない。 

（３）本件Ｉ物件修繕積立金を、本件Ｉ物件管理委託契約に基づき本件会社に対して支払われた金員

とみた場合 

ア 原告が、本件Ｉ物件修繕積立金を、本件Ｉ物件管理委託契約に基づき本件会社に対して支払

われた金員と主張するのであれば、同契約に基づき本件Ｉ物件修繕積立金を本件会社に対して

支払う義務を負うのはその契約当事者である本件管理組合であって、原告ではないから、この

ような本件Ｉ物件修繕積立金について、原告の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入され
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るはずがない。 

イ また、仮に本件管理組合の構成員が原告のみであるためにその社団性が否定され、原告を本

件Ｉ物件管理委託契約の当事者とみることができるとしても、以下のとおり、本件Ｉ物件修繕

積立金について不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない（以下で引用す

る本件Ｉ物件管理委託契約書に「本件管理組合」と規定されているものは、いずれも「原告」

と読み替える。）。 

（ア）本件Ｉ物件管理委託契約書においては、本件Ｉ物件の「設備の修繕」は委託業務に含まれ

ておらず、さらに、修繕積立金については、原告からの預り金として、本件会社の会計処理

とは切り離し、資金を積み立てるものとし、その取崩しについては、書面をもって原告の了

解を得て着手する旨定めている。このような規定によれば、原告が本件Ｉ物件管理委託契約

に基づいて本件会社に対して支払った修繕積立金は、将来の支出に備えて本件会社に預けら

れている原告の「預け金」すなわち「資産」と解すべきものである。 

 そして、原告が本件会社に対して本件Ｉ物件修繕積立金を支払っただけでは、本件会社の

修繕義務及びこれに対応する原告の修繕費用支払義務が成立したとはいえないのであるから、

この段階において、同積立金に係る「債務の確定」があったということはできない。 

（イ）また、修繕積立金を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入するためには、「当該債務

に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実」として、具体的な修繕義務発生の基礎と

なる事実が発生し、少なくとも原告が書面をもって修繕積立金の取崩しの了解をし（本件Ｉ

物件管理委託契約書の６条７項）、本件会社に対して修繕の指示（又は新たな契約）を行い、

本件会社が原告からの指示等に基づいて実際に修繕を行い、当該修繕の費用が取り崩された

修繕積立金から支払われる必要がある。 

 この点、本件においては、原告が書面による修繕積立金の取崩しの了解をした事実や、ま

た、原告の指示等に基づいて実際に修繕が行われ、取り崩された修繕積立金が支払に用いら

れた事実は認められないのであるから、本件Ｉ物件修繕積立金を不動産所得の金額の計算上

必要経費に算入することはできない。 

ウ したがって、本件Ｉ物件修繕積立金は、本件Ｉ物件管理委託契約に基づき本件会社に対して

支払われた金員とみた場合、原告の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものでは

ない。 

（４）なお、本件Ｈ物件及び本件Ｋ物件については、原告は区分所有者であり、本件質疑応答事例に

おける要件を満たさないとする事情が見当たらないものである。また、本件Ｉ物件については、

少なくとも平成１９年７月までは、原告以外の区分所有者が存在していたから、本件質疑応答事

例における要件を満たさないとする事情が見当たらなかったことがうかがえる。したがって、本

件質疑応答事例や本件Ｈ物件、本件Ｋ物件及び過去の本件Ｉ物件における取扱いをもって、本件

Ｉ物件修繕積立金を必要経費に算入すべきとする原告の主張には理由がない。 

 また、本件Ｉ物件修繕積立金を必要経費に算入することができないのは、所得税法３７条に規

定する必要経費への算入要件である「債務の確定」を満たさないことによるものであって、本件

質疑応答事例における要件の判断のみによるものではない。 

（原告の主張の要旨） 

（１）本件Ｉ物件修繕積立金は、原告が、本件管理組合から本件Ｉ物件管理委託契約に基づき管理費

の収納について委託を受けた本件会社に対して支払ったものである。原告が本件Ｉ物件修繕積立
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金を支払ったことは、領収書（甲２５６）並びに本件管理組合の損益計算書及び貸借対照表（甲

１２５の１～３、２４５～２４８）による裏付けがあり、これらは実地の調査においても確認さ

れている。 

（２）本件Ｉ物件管理委託契約は、本件管理委託契約１等と同様、固定委託費一括払一括請負契約で

あって、本件管理組合が修繕の必要がある都度本件会社に修繕の指示をすることを前提としてお

らず、また、原告がいったん修繕積立金を本件会社に支払った場合、原告が本件会社に対しその

返還を求めることはできない。 

（３）Ｉ管理規約は国土交通省が定めるマンション標準管理規約と異なるところがなく、このような

管理規約によって運営されている全国の他の管理組合と同様、原告が本件会社に本件Ｉ物件修繕

積立金を支払った時点において、所得税基本通達３７－２に定める「その年１２月３１日までに

当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること」の要件を充たす

というべきである。また、本件Ｈ物件及び本件Ｋ物件に係る修繕積立金の支払は必要経費と認め

られているから、本件Ｉ物件修繕積立金についても同様に必要経費と認められるべきである。 

 被告は、本件Ｈ物件及び本件Ｋ物件に係る修繕積立金の支払が必要経費と認められた理由とし

て、本件質疑応答事例に定める要件を満たさないとする事情が見当たらなかったことを指摘する

一方で、本件Ｉ物件修繕積立金につき本件質疑応答事例のみに基づいて必要経費への算入を認め

なかったものではない旨主張するが、実際には、法的拘束力を有しない本件質疑応答事例に定め

る要件を満たすか否かによって必要経費の算入の適否を判断しているから、被告の上記主張には

理由がない。 

 加えて、Ｉ管理規約は国土交通省が定めるマンション標準管理規約と異なるところがない上、

本件Ｉ物件修繕積立金は、管理費とは区分して経理処理され、管理されているのである（甲１２

５の１～３、同２４４～２４８）から、本件質疑応答事例に定める要件を全て満たすことが明ら

かである。この点、平成２１年１２月末時点における修繕積立金の残高は６４１万７７７０円で

あり、平成２４年１２月末時点におけるその残高は１２１９万７５７０円であるところ、その差

額である５７７万９８００円は、修繕積立金の月額である１６万１８００円に３６月を乗じ、平

成２３年４月時点で修繕費として取り崩した４万５０００円を控除した額と一致するのであり、

本件修繕積立金は適正に管理されてきたことが裏付けられる。 

（４）原告には本件Ｉ物件修繕積立金を流用する動機はないところ、本件Ｉ物件修繕積立金に係る金

員については、高金利による運用を行うために、本件管理組合の理事長である原告名義の定期預

金としていたにすぎない。なお、本件管理組合の管理会計貸借対照表（甲２４８〔１０枚目〕）

の平成２７年１１月末時点における「立替金」項目の１８１２万４００６円と修繕積立金会計貸

借対照表の「資産の部」の合計１７８６万０５７０円との差額である２６万３４３６円は、本件

管理組合設立以後の全ての運用収益等であり、運用収益を上げたことは明らかである。 

５ 争点⑤（本件コンサルティング委託料は必要経費に算入すべきものか）について 

（被告の主張の要旨） 

（１）ア 本件コンサルティング委託契約１においては、「原告の所得税の異議申立書の作成」（⑫

号）、「不服審判所への原告の不服申立の諸作業の代行」（⑬号）及び「所得税に係る変更等

があった場合に、その内容を理解して、原告に代わって、検討を行い検討書を作成し、原告

に提出する業務」（⑭号）が委託されているところ、これらの委託業務に係る各委託料は、

いずれも、所得税の課税処分に対する不服申立てなど、所得税に関する紛争に係る費用であ
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って、家事費に当たり、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。 

イ そして、本件コンサルティング委託契約１においては、１４の業務が委託業務として定め

られているところ、その業務委託料は、全業務の対価として月額２万３５００円と定められ

ているのみで、各業務の委託料の内訳が定められておらず、上記の３業務（⑫～⑭号）に係

る委託料について明らかに区分されているものではない。 

 そうすると、本件コンサルティング委託料は、家事費が混在する費用でありその内訳が明

らかでないことから、本件コンサルティング委託料のうち、当該業務の遂行上必要な部分が

５０％を超えるかの判定をすることができないし、「かつ、その必要である部分を明らかに

区分」することもできないのであるから、その全額につき、必要経費に算入することができ

ない（所得税法４５条１項１号、同法施行令９６条１号）。 

 また、同様に、本件コンサルティング委託契約１については、業務の内容、経費の内容等

を検討しても、その業務委託料のうち、「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにさ

れる部分」が不明であり、これを明らかにする資料もないから、その全額につき、必要経費

に算入することができない（所得税法４５条１項１号、同法施行令９６条２号）。 

（２）原告は、平成２３年１０月１日付けで本件会社との間で新たに締結し直した本件コンサルティ

ング委託契約２においては、本件コンサルティング委託契約１で委託していた業務のうち、家事

費に係る業務に該当する「原告の所得税の異議申立書の作成」（⑫号）、「不服審判所への原告の

不服申立ての諸作業の代行」（⑬号）及び「所得税に係る変更等があった場合に、その内容を理

解して、原告に代わって、検討を行い検討書を作成し、原告に提出する」（⑭号）を委託業務か

ら除外している。このような変更は、同じく本件コンサルティング委託契約１に基づく「業務委

託料」の必要経費該当性が争点となった前回訴訟やこれに先立つ異議申立て及び審査請求の各手

続における被告等の主張を踏まえて行われたものと思料される。このことは、原告において、本

件コンサルティング委託契約１で本件会社に対して委託した上記各業務に係る経費が家事費であ

る旨自認したことを推認させるものである。 

（３）したがって、本件コンサルティング委託料は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべ

きものではない。 

（原告の主張の要旨） 

（１）被告は租税公課に関する紛争に係る費用が不動産所得の金額の計算上必要経費に当たらないと

主張するが、このような解釈は、納税者に認められた所得控除をすることができる権利を制限す

ることとなるから、失当であり、この解釈を前提とする所得税基本通達３７－２５は違法である。 

（２）仮に所得税基本通達３７－２５が違法でないとしても、本件各コンサルティング委託契約は、

不動産の運用に係る検討に関する業務に委託業務を限定した固定委託費一括払一括請負契約（ラ

ンプサム契約）であり、原告と本件会社とは、口頭による合意も含め、不動産賃貸に特化した上

記業務を原告が本件会社に委託することを合意したのであり、その費用は原告の不動産賃貸収入

から支払われるものである。したがって、費用収益対応の原則の下、本件コンサルティング委託

料は原告が不動産収益を獲得するために生じたものといえ、家事費が含まれる余地はないから、

不動産所得の金額の計算上必要経費に当たるというべきである。 

 以上のように、本件各コンサルティング委託契約において定められた委託料は家事費や家事関

連費に該当するものではないから、被告の主張は失当である。 

（３）原告は青色申告の承認を受けた納税者であり、所得税基本通達４５－１に定める「令第９６条
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第１号に規定する『主たる部分』又は同条第２号に規定する『業務の遂行上直接必要であったこ

とが明らかにされる部分』は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家

屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。」が適用されるところ、本件コンサルテ

ィング契約１に定められた業務はいずれも不動産賃貸業務の遂行に必要なものであること、本件

コンサルティング委託料は不動産賃貸収入に見合った相当な額であること、原告に被用者はいな

いこと、本件コンサルティング契約１の対象となる不動産は全て賃貸用であることなどを総合勘

案すれば、本件コンサルティング委託料は「不動産所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であっ

たことが明らかにされる部分の金額に相当するもの」（所得税法施行令９６条２号）に該当する

というべきである。このことは、本件コンサルティング契約１において委託業務が①号から⑭号

までのとおり定められ、賃料収入に対応して費用が算出され、当該費用が実際に支払われている

こと（このことは実地の調査においても確認され、これを裏付ける請求書〔甲２０３〕も存在す

る。）からも明らかである。 

６ 争点⑥（本件会計税務事務委託料は必要経費に算入すべきものか）について 

（被告の主張の要旨） 

（１）ア 本件会計税務事務委託契約１においては、「原告の不動産青色申告のための各種資料の作

成」（⑥号）、「税務署への申告書提出のための作業」（⑦号）及び「税務調査対応作業」（⑨

号）が委託されているところ、これらの委託業務に係る各委託料は、所得税の申告・納付に

係るものであるから所得税そのものに関する費用といえ、そもそも、所得税法３７条１項が

不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる金額に係るものとして挙げる不

動産所得の総収入金額を得るため直接に要した費用又は不動産所得を生ずべき業務について

生じた費用に当たるとはいい難い。また、前記５で述べたとおり必要経費に算入されない所

得税及びこれに関する紛争に係る費用との関連の密接さからすれば、家事費に該当するもの

と解される。 

イ そして、本件会計税務事務委託契約１においては、９つの業務が委託業務として定められ

ているところ、その業務委託料は、全業務の対価として月額３万１５００円と定められてい

るのみで、各業務の委託料の内訳が定められておらず、上記の３業務（⑥号、⑦号、⑨号）

に係る委託料について明らかに区分されているものではない。 

 そうすると、本件会計税務事務委託料は、家事費が混在する費用（家事関連費）でありそ

の内訳が明らかでないことから、本件会計税務事務委託料のうち、当該業務の遂行上必要な

部分が５０％を超えるかの判定をすることができないし、「かつ、その必要である部分を明

らかに区分」することもできないのであるから、その全額につき、不動産所得の金額の計算

上必要経費に算入することができない（所得税法４５条１項１号、同法施行令９６条１号）。 

 また、同様に、本件会計税務事務委託契約１については、業務の内容、経費の内容等を検

討しても、その業務委託料のうち、「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる

部分」が不明であり、これを明らかにする資料もないから、その全額につき、不動産所得の

金額の計算上必要経費に算入することができない（所得税法４５条１項１号、同法施行令９

６条２号）。 

（２）原告は、平成２３年１０月１日付けで本件会社との間で新たに締結し直した本件会計税務事務

委託契約２においては、本件会計税務事務委託契約１において委託していた業務のうち、家事費

に係る業務に該当する「原告の不動産青色申告のための各種資料の作成」（⑥号）、「税務署への
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申告書提出のための作業」（⑦号）及び「税務調査対応作業」（⑨号）を委託業務から除外してい

る。このような変更は、同じく本件会計税務事務委託契約１に基づく「業務委託料」の必要経費

該当性が争点となった前回訴訟やこれに先立つ異議申立て及び審査請求の各手続における被告等

の主張を踏まえて行われたものと思料される。このことは、原告において、本件会計税務事務委

託契約１で本件会社に対して委託した上記各業務に係る経費が家事費である旨自認したことを推

認させるものである。 

（３）したがって、本件会計税務事務委託料は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきも

のではない。 

（原告の主張の要旨） 

（１）被告は租税公課に関する紛争に係る費用が不動産所得の金額の計算上必要経費に当たらないと

主張するが、このような解釈は、納税者に認められた所得控除をすることができる権利を制限す

ることとなるから、失当であり、この解釈を前提とする所得税基本通達３７－２５は違法である。 

（２）本件各会計税務事務委託契約は、不動産の経理、決算、税務申告等の業務に委託業務を限定し

た固定委託費一括払一括請負契約（ランプサム契約）であり、原告と本件会社とは、口頭による

合意も含め、不動産賃貸に特化した上記業務を原告が本件会社に委託することを合意したのであ

り、その費用は原告の不動産賃貸収入から支払われるものである。したがって、費用収益対応の

原則の下、本件会計税務事務委託料は原告が不動産収益を獲得するために生じたものといえ、家

事費が含まれる余地はないから、不動産所得の金額の計算上必要経費に当たるというべきである。 

 以上のように、本件会計税務事務委託料は家事費や家事関連費に該当するものではないから、

被告の主張は失当である。 

（３）原告は青色申告の承認を受けた納税者であり、所得税基本通達４５－１に定める「令第９６条

第１号に規定する『主たる部分』又は同条第２号に規定する『業務の遂行上直接必要であったこ

とが明らかにされる部分』は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家

屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。」が適用されるところ、本件会計税務事

務委託契約１に定められた業務はいずれも不動産賃貸業務の遂行に必要なものであること、本件

会計税務事務手数料は不動産賃貸収入に見合った相当な額であること、原告に被用者はいないこ

と、本件会計税務事務委託契約１の対象となる不動産は全て賃貸用であることなどを総合勘案す

れば、本件会計税務事務委託料は「不動産所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが

明らかにされる部分の金額に相当するもの」（所得税法施行令９６条２号）に該当するというべ

きである。このことは、本件会計税務事務委託契約１において委託業務が①号から⑨号までのと

おり定められ、賃料収入に対応して費用が算出され、当該費用が実際に支払われていること（こ

のことは実地の調査においても確認され、これを裏付ける請求書〔甲２０３〕も存在する。）か

らも明らかである。 

７ 争点⑦（減価償却費の計算上、土地及び建物を一括購入した場合における建物の取得価額の算定

をどのようにすべきか）について 

（被告の主張の要旨） 

（１）本件Ｎ物件、本件Ｐ物件、本件Ｌ物件、本件Ｉ・Ａ物件及び本件Ｉ・Ｂ物件の建物等の取得価

額 

 減価償却資産の取得価額は、その減価償却資産の「購入の代価」であり（所得税法施行令１２

６条１項１号イ）、その価額は、一般的には当事者によって合意された売買契約に基づき購入者
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が支払う対価をいい、売買契約書において売買価額が明記されている場合には、特段の事情がな

い限り、当該価額となるものと解され、このような解釈が「購入の代価」との文言とも整合的で

ある。 

 この点、本件Ｎ物件、本件Ｐ物件、本件Ｉ・Ａ物件及び本件Ｉ・Ｂ物件については、それぞれ

の売買契約書において、土地及び建物等の売買価額（建物等については消費税等の価額を含む。

以下同じ。）が、それぞれ区分して明記されており、その価額が特に不合理なものとはいえない

ことから、各売買契約書に記載された建物等の価額が各建物等の取得価額となる。 

 また、本件Ｌ物件については、売買契約書に土地及び建物等の売買価額の総額が記載され、そ

の内訳は記載されていないものの、消費税等の額が明記されており、土地の譲渡には消費税等が

課されない（消費税法６条１項及び同法別表第１の１号）から、当該消費税等は、建物等の購入

について課されたものということができ、売買契約書に記載された消費税等の額を取得時の消費

税等の税率で割り戻すことによって、売買価額のうち建物等の価額に相当する部分を算出するこ

とが可能であるため、この方法により算出した価額が建物等の取得価額となる。 

（２）本件Ｈ物件、本件Ｋ物件、本件Ｑ物件及び本件Ｉ・Ｃ物件の建物等の取得価額 

ア 本件Ｈ物件、本件Ｋ物件、本件Ｑ物件及び本件Ｉ・Ｃ物件については、各売買契約書におい

て、土地と建物等の売買価額を区分することなく、土地及び建物等の売買価額の合計額のみが

記載されている（消費税等の額についても記載されていない。）。 

 それゆえ、これらの物件について、建物等の取得価額を算出するに当たっては、固定資産税

評価額に基づいて按分計算する方法が合理的な方法となる。 

イ したがって、被告は、各物件の売買契約書に記載された売買価額を基に、原告が上記各物件

を取得した年における土地と建物等の固定資産税評価額（ただし、固定資産税の算定に当たっ

て固定資産の評価替えがされていない年〔地方税法３４１条６号に定める基準年度以外の年〕

については、当該資産の取得年度の前後の基準年度における固定資産税評価額に基づき均等に

補正した価額）の合計額に、建物等の固定資産税評価額が占める割合を乗じて建物等の取得価

額を算出した（別表Ｂ４「⑥建物等の購入代価」及び同別表Ｂ５－１から５－４まで参照）。 

 また、所得税法施行令１２６条１項の規定により、減価償却資産の取得価額に加算する各物

件の取得に係る仲介手数料の金額（別表Ｂ４「⑦支払金額」及び別表Ｂ１３参照）についても、

上記のとおり算出した土地及び建物等の購入代価に基づき按分して（別表Ｂ４「⑨建物等の取

得価額に算入すべき金額」参照）、建物等の取得価額に加算した（同表「⑪建物等の取得価

額」参照）。 

ウ 以上のとおり、上記各物件の建物の取得価額は、合理的な計算方法により算出しており、そ

の算出過程に違法はないから、固定資産税評価額の比率により売買価額を按分することにより

算出した金額が、上記各物件の取得価額となる。 

（原告の主張の要旨） 

（１）建物の取得価額については、所得税法施行令１２６条１項１号に定めがあるのみで、その算出

方法については何ら規定されていない。したがって、建物の取得価額が明らかでない場合や、建

物の価額が契約書に明記されていたとしても、それが取引の持つ経済的機能によって実現された

合理的な価額と認められない場合は、租税負担の公平や実質主義の観点から、合理的な方法によ

って算出することが必要となる。 

 この点、被告は、売買契約書において売買価額が明記されている場合には、特段の事情がない
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限り、当該価額が取得価額であると主張するが、このような主張は措置法関係通達３５の２－９

に反するものであって、失当である。 

（２）国税庁は、建物等に関して、平成１４年以来、国土交通省が提供して広く一般に利用され裁判

例においても信頼できるとされた標準建築価額表を用いて計算した価額（「国税庁公式建物等評

価額」）が建物の取得した時の時価であるとの見解を示している。一方、国税不服審判所の裁決

例によれば、固定資産税評価額を０．７で除した価額（「国税庁公式土地評価額」）が土地を取得

した時の時価であるとされている。したがって、売買契約書に記載された金額に仲介手数料を加

算した金額を、「国税庁公式建物等評価額」と「国税庁公式土地評価額」の割合で按分する方法

（「国税庁公式時価按分法」）によるのが相当である。 

 しかるに、本件Ｈ物件を除く本件各物件について、被告が主張する建物等の取得価額は、「国

税庁公式時価按分法」による取得価額と比較しておおむね１０～３５％過少であるから、不合理

であるといわざるを得ない。また、固定資産税評価額は、一般に、土地について時価の７割、新

築建物について時価の５割程度及び中古建物について時価の４割程度でそれぞれ評価されており

（甲７８～８３参照）、建物等に係る固定資産税評価額は不当な初期減価（当初３年で３割減

価）がされるため、被告が主張する算定方法によれば、土地の評価額が「国税庁公式時価按分

法」による場合と比較して過大となるところ、被告が主張する土地の評価額と「国税庁公式時価

按分法」による場合の土地の評価額との差額については投下資本の回収ができないこととなるか

ら、原告の財産権を侵害するものというべきである。 

（３）そして、原告が依頼した不動産鑑定士作成の鑑定評価書（甲１７２の１～８。以下「本件各鑑

定評価書」といい、各物件ごとに表記するときは、例えば「本件Ｎ物件に係る本件鑑定評価書」

などという。）における評価額は、原告主張按分法による取得価額と比較して１．７８％の乖離

にとどまっており、合理的であるといえるから、本件各鑑定評価書に基づいて行った本件各修正

申告は相当である。 

（４）本件各物件に係る個別的な事情について 

ア 本件Ｎ物件の建物は、一般的なアパートと比較すれば豪華な仕様で建築され、いわゆるバブ

ル崩壊後に時価の半値程度で購入することができたものである（甲７６の１及び２）上、平成

１７年から平成１８年にかけて大規模修繕を行ったものである（甲２０１）から、売買契約書

記載の金額によることのできない特別の事情があるというべきであり、本件Ｎ物件に係る本件

鑑定評価書（甲１７２の２）によるべきである。 

イ 本件Ｌ物件は、土地と建物とを同一の売主から購入したものであるから、当該譲受けに係る

支払対価の額とその他の仕入れに係る支払対価の額とに合理的に区分しなければならない旨を

定めた消費税施行令４５条３項及び消費税基本通達１１－４－２が適用されるところ、本件Ｌ

物件に係る売買契約書に記載された消費税等の額に相当する金額を消費税等の税率で割り戻す

ことによって計算された金額及び上記の消費税等の額に相当する金額の合計額を本件Ｌ物件の

建物等の取得価額とする本件各更正処分は、同項の規定及び同通達に違反するものであり、本

件Ｌ物件に係る本件鑑定評価書（甲１７２の５）によって取得価額を定めるべきである。 

ウ 本件Ｋ物件の土地は広大な面積を有し、建物についても大規模開発に係る付帯費用が掛かる

等の事情があるから、固定資産税評価額によることのできない特別の事情があり、これらの特

別の事情を勘案した同物件に係る本件鑑定評価書（甲１７２の１）によるべきである。また、

本件Ｑ物件及び本件Ｉ・Ｃ物件について、固定資産税評価額によって土地と建物等の購入代価
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を按分するとしても、固定資産税評価額には消費税が含まれておらず（甲９２）、建物等の固

定資産税評価額に消費税を加算すべきであるから、本件Ｑ物件及び本件Ｉ・Ｃ物件の土地と建

物等の取得価額の算定において上記消費税の加算をしなかった本件各更正処分は誤りであり

（最高裁平成●●年（○○）第●●号平成９年１１月２８日第三小法廷判決・税務訴訟資料２

２９号９１６頁参照）、いずれも上記各物件に係る鑑定評価書（甲１７２の３及び８）による

べきである。 

８ 争点⑧（減価償却費の計算上、建物本体と建物附属設備の区分及びそれぞれの取得価額をどのよ

うに算定すべきか）について 

（被告の主張の要旨） 

（１）建物本体と建物附属設備の区分の方法 

 各減価償却資産の耐用年数は財務省令である耐用年数省令（別紙２－５）の規定に委ねられ

（所得税法施行令１２９条）、同省令において、建物及びその附属設備の耐用年数は別表第一に

定めるところによるとされているところ（同省令１条１項１号）、同表に建物附属設備として掲

げられた造作については、建物に固着されたもので、その建物の使用価値を増加させるもの又は

その建物の維持管理上必要なもので、特に建物から分離して償却すべきものとして掲げられたも

のと解されるから、同表の区分に従った耐用年数によって償却すべきことになる。他方、同表に

建物附属設備として掲げられたもの以外の、建物の内部に設置されて建物と物理的・機能的に一

体となっている造作に関する取得費相当額は、建物の取得価額に含め、当該建物の耐用年数によ

って償却すべきと解される。 

 そして、建物附属設備について、本件各物件のようにその取得価額が各売買契約書上も確定申

告書上も明らかではない場合においては、固定資産評価基準による建築設備の再建築費評点数が

建物附属設備の取得価額を算定する指標として合理的な数値と解されるから、固定資産税評価に

おける建築設備部分の再建築費評点数の合計が建物全体の再建築費評点数に占める割合を基に、

建物本体の取得価額と建物附属設備の取得価額とに按分して算出する方法により、その取得価額

を算出するのが合理的である。 

 なお、中古資産を購入して、再建築費評点数の割合により、建物本体の取得価額と建物附属設

備の取得価額とに按分する場合には、建築後、取得するまでの時の経過に応じて発生した損耗等

を控除した後の再建築費評点数を求め、当該比率によって建物本体と建物附属設備とに按分する

必要が生じる。この場合の損耗の計算は、所得税法４９条１項等に定める減価償却費の計算方法

に従って算定することが合理的である。 

（２）本件各物件の建物附属設備の取得価額 

ア 本件Ｈ物件、本件Ｎ物件、本件Ｑ物件、本件Ｌ物件及び本件Ｉ物件について 

 本件Ｈ物件、本件Ｎ物件、本件Ｑ物件、本件Ｌ物件及び本件Ｉ物件については、非木造家屋

評点調査表又は木造家屋評点調査表により建築設備の再建築費評点数が明らかであることから、

建物等全体の取得価額を、建築設備の再建築費評点数とその他の部分の再建築費評点数との比

率（原告が取得するまでの損耗額控除後の比率）で区分して、建物附属設備と建物本体の各取

得価額を算定した。 

 なお、上記各物件は、原告が中古物件として購入したものであり、これらの物件に係る売買

契約書上、各建物附属設備の「構造又は用途」ごとに区分した上での取得価額の実額が不明で

あることから、当該物件の建物附属設備の耐用年数は、これを一括して判定せざるを得ない。 
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 そうすると、上記各物件の建物附属設備については、電気設備、給排水設備、衛生設備、ガ

ス設備及びエレベーター等であって、その主要構造部分の材質が金属製であるため、耐用年数

省令別表第一により、「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」の「主として

金属製のもの」に区分され、法定耐用年数は１８年となる。 

イ 本件Ｋ物件及び本件Ｐ物件について 

 本件Ｋ物件及び本件Ｐ物件については、建築設備の再建築費評点数が不明であり、また、原

告もこれまでの所得税の確定申告書において区分計上しておらず、その他に建物附属設備の取

得価額が明らかとなる資料もない。したがって、建物本体と建物附属設備を区分することなく

建物本体に含めたまま減価償却費の計算をすることも一つの方法ではあるが、本件各更正処分

においては、以下のとおり、それぞれの物件に応じて、最も合理的な方法により減価償却費の

計算をしている。 

（ア）本件Ｋ物件 

 本件Ｋ物件は、建築年月日が昭和５５年３月であり、建物と建物附属設備を区分したとし

ても、原告が同物件を取得した平成１１年４月までの間に、建物附属設備の耐用年数（８～

１８年）が既に経過しており、減価償却費の額を計上することができないため、建物本体と

建物附属設備を区分せず、全て建物本体として減価償却費の計算を行っている（このように、

建物附属設備を建物に含めて減価償却費を算出することは、原告に有利な減価償却費の計算

となる。）。 

（イ）本件Ｐ物件 

 本件Ｐ物件については、原告は、本件各修正申告において、同物件に係る本件鑑定評価書

に基づき、建物本体と建物附属設備とを区分計算している。 

 しかしながら、同物件については、前所有者が確定申告書に添付した青色申告決算書にお

いて、建物本体と給水ポンプを明確に区分して減価償却費の計算を行っていたことからすれ

ば、前所有者が同物件を取得してから原告に譲渡するまでの間の一定の減耗を控除した後の

残存価額の比率を基に、建物等の取得価額を建物と給水ポンプとに按分計算し（別表Ｂ８－

２及び同９－２参照）、減価償却費の計算をすることが合理的である。 

 なお、給水ポンプの耐用年数については、前所有者が、給水ポンプについて１５年として

おり（甲９０）、耐用年数省令における建物附属設備の給排水設備の耐用年数の１５年とも

一致するので、当該年数を耐用年数としている。 

（原告の主張の要旨） 

（１）原告が本件各修正申告の際に用いた本件各鑑定評価書（甲１７２の１～８）は、本件各物件の

類似物件の実額の部分別工事単価積算表を用いて不動産鑑定士が検討し、設備割合について日本

不動産鑑定士協会の運用指針の最大値である２０パーセントを採用したものであって（甲１７

５）、合理的であるから、建物附属設備の評価については本件各鑑定評価書記載の評価額を採用

すべきである。 

（２）本件各物件について 

ア 本件Ｈ物件、本件Ｎ物件、本件Ｑ物件、本件Ｌ物件及び本件Ｉ物件について 

 本件Ｈ物件について、原告は、平成６年、市川税務署での税務相談において、土地と建物を

固定資産税課税標準で按分する方法（「固定資産税課税標準按分法」）によって土地と建物等に

区分し、建物等については建物と建物附属設備に区分する必要がないとの指導を受け、その指
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導に従った確定申告をしてきた（甲６４の１及び２）。原告以外にも建物等を建物と建物附属

設備とに区分していない納税者が数多く存在すると推認できる（甲５７の１及び２、７１）た

め、平等原則に従い、原告の確定申告が認められるべきである。 

 また、本件Ｈ物件、本件Ｎ物件、本件Ｑ物件、本件Ｌ物件及び本件Ｉ物件について、耐用年

数省令においては、建物本体以外の造作について、建物と一体とせず、全て建物附属設備に区

分するものとされているから、固定資産評価基準の部分別再建築費評点数における「仮設工

事」及び「その他工事」は、耐用年数省令において「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分に

よらないもの」として建物附属設備に区分すべきである（甲８６）。 

イ 本件Ｋ物件及び本件Ｐ物件について 

（ア）本件Ｋ物件 

 本件Ｋ物件の土地は広大な面積を有し、建物についても大規模開発に係る付帯費用が掛か

る等の事情があるところ、これらの特別の事情を勘案した同物件に係る本件鑑定評価書（甲

１７２の１）を前提とした減価償却費の計算をすべきである。また、中古資産である本件Ｋ

物件について、法令上適用される耐用年数は２年であり、あと２年は建物附属設備の減価償

却をすることができるから、減価償却費の計算をしない処分は違法である。 

（イ）本件Ｐ物件 

 原告が本件Ｐ物件を購入した時点で建物等に建物附属設備が１０パーセント以上含まれて

いると優に推認できるから、建物本体と建物附属設備を区分していなかった前所有者の区分

に基づき、建物附属設備の取得価額を０円とした上、その後設置した僅少な給水ポンプの価

額のみを建物附属設備に区分するのは誤りである。そして、本件Ｐ物件に係る評価計算資料

（甲８９の４）は、船橋市税務部資産税課長名による家屋評価概要書（甲１８５）及び同市

長名による家屋評価概要書（甲２２１）によれば評価計算資料（甲８９の４）に信用性が認

められるから、同評価計算資料に基づいて減価償却の計算をすべきである。なお、同評価計

算資料は、船橋市が部分別再建築費評点数を消失したため、原告が部分別再建築費評点数を

明らかにするよう求めたところ、同市固定資産税課長名による書簡（甲２７２の２）におい

て類似物件に係る資料を提示されたため、改めて原告が正規の資料の作成を求め、作成され

たものであるという作成経緯に照らしても、その信用性が認められるというべきである。 

９ 争点⑨（本件各敷金は、総収入金額に算入すべきものか否か）について 

（被告の主張の要旨） 

（１）敷金や保証金は、本来は賃借人の債務を担保するためのものであるから、それ自体は賃貸人の

収入となる性質の金員ではないが、敷金や保証金などの名目で賃貸人に提供される金員の中には、

授受された当初から、あるいは、賃貸借契約終了前であっても一定期間が経過すれば、その全部

又は一部が賃貸人に帰属することとなる旨が契約書などで取り決められている場合がある。 

 このような場合、その授受した金員の実質は、権利金や更新料などと何ら変わらないものであ

り、当然に、不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額となるのであるが、その総

収入金額としての計上時期は、必ずしもその賃貸借契約の終了時に限られるのではなく、収入す

べき権利が確定したとき、すなわち、返還を要しないことが確定したときとなり、その確定の都

度、当該金額を総収入金額に算入すべきこととなる。 

（２）ア 本件会社が本件Ｌ物件の４０３号室の賃借人であったＭ宛てに作成・交付した「Ｌの見積

もりご清算等についてのご連絡」と題する書面によれば、Ｍは、平成２４年６月１０日まで
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の退去の時点で、原告に対し、４０３号室賃貸借契約１２条１項に定める原状回復義務とし

て９万５８１２円の支払義務を負い、原告は、同契約６条３項ただし書に基づき、Ｍから預

かっていた敷金１０万円（契約書上は１０万０５００円）を同人に返還するに当たり、同人

の原状回復義務に係る９万５８１２円を差し引いた上で、４１８８円を返還することとした

もので、原告は、平成２４年７月２０日に本件会社を経由して同返還金をＭ名義の預金口座

へ振り込む方法によりこれを返還したものである。 

 そうすると、原告がＭから受領した敷金の額１０万０５００円から同人に返還した４１８

８円を差し引いた残額９万６３１２円については、返還を要しなくなったことになる。 

イ 本件会社が本件Ｎ物件の１０６号室の賃借人であったＯ宛てに作成・交付した「Ｎ・１０

６号の見積もりご清算等についてのご連絡」と題する書面によれば、Ｏは、平成２４年１０

月の退去の時点で、原告に対し、１０６号室賃貸借契約１３条２項に定める原状回復義務と

して１２万５８７３円の支払義務を負い、また、未払の賃料として７４８３円の支払義務を

負い、原告は、同契約の頭書特約事項６、４条２項及び４項に基づき、Ｏから預かっていた

敷金１１万円を上記各債務に充当し、不足分の２万３３５６円については債務免除をしたも

のである。 

 そうすると、原告は、平成２４年１０月において、Ｏから受領した敷金１１万円の全額を

賃借人に返還していないのであるから、その全額が返還を要しなくなったことになる。 

（３）ア 原告は、本件会社との間で締結した本件賃貸管理委託契約２において、本件各物件の貸室

に係る①賃料、共益費、敷金、礼金及び更新料の受領並びに敷金の返還に関する業務、②退

室時の立会い、原状回復費用の負担割合の決定及び清算に関する業務、③原状回復業務を本

件会社に委託しているところ、本件会社は、本件各物件について、賃借人の退去時において、

賃貸借契約に基づき原告が預かっていた敷金の額から、賃貸料の未収分の回収や貸室の原状

回復費用など賃借人が負担すべき金額を差し引くなどして、残余の債権債務の清算を代行す

ることとなる。 

 そして、当該委託業務の対価は定額月額５９万８７００円であり、そのうち賃室リフォー

ム代金（貸室の原状回復業務及びこれに関連する一切の費用）については、定額月額２２万

円とされた上、当該費用の多寡にかかわらず、原告と本件会社との間において清算を伴わな

いものとされている（５条１項⑤号）。 

イ 上記のような本件賃貸管理委託契約２における原告と本件会社との契約関係によれば、本

件会社は、原告が賃借人から受領する敷金について、その受領及び返還に関する業務を代行

するが、飽くまで代行であり、敷金自体を本件会社に帰属させるなどといった契約上の定め

はないのであるから、返還を要しなくなった当該敷金は、賃貸借契約の当事者である原告に

帰属することは明らかである。他方、同契約に基づき本件会社が実施する原状回復業務に係

る費用については、上記アのとおり、賃室リフォーム代金として原告から定額月額２２万円

の支払がされ、当該費用の過不足については原告と本件会社との間で清算を行わないと定め

られているから、原告は、月額２２万円の賃室リフォーム代金とは別に、改めて、当該費用

相当額を本件会社に支払う必要はない。 

ウ そうすると、本件賃貸管理委託契約２が適用される貸室の退去時においては、実際に掛か

った具体的な原状回復費用は本件会社が支出したものであって、本件会社の経費となるべき

金員であり、原告において本件会社に対して実際に掛かった具体的な原状回復費用を支払う
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ものではない。 

 そして、上記（２）のとおり、賃借人Ｍ及びＯの各退去時において、これらの賃借人から

受領した敷金の額のうち、賃借人に返還した敷金の額以外の部分（本件各敷金）は、返還を

要しなくなった敷金に当たるから、その金額は不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入

する必要がある。 

（原告の主張の要旨） 

（１）本件会社が原告の代理人としてＭ及びＯと締結した賃貸借契約（甲２１９の１及び２）におい

て、敷金は契約が終了し貸室の明渡しが完了した時点で全額賃借人に返還される旨明示的に定め

られていたところ、本件会社は、これらの契約に従い、原告が賃借人から預かっていた敷金全額

を賃借人に返還した（甲４９～５１、５４）。そして、本件会社は、賃借人との解約清算業務が

終了したため、本件会社が一時立て替えて支払った敷金相当額を原告に請求し、原告は同額を本

件会社に支払った（甲５３の１及び２）。これらはいずれも、三島税務署職員も認めていた。 

 被告は、原告が本件各敷金の返還を要しなくなったなどと主張するが、一般的に建物賃貸借に

おいては、建物が明け渡された後に本件会社のような不動産管理会社による立会い時に原状回復

費用について合意した上で、賃借人に対して原状回復費用の見積りを提示し、賃借人が了解した

時点で原状回復費用が決定されるのであって、同時点までは債務不履行であるなどとはみなされ

ず、賃貸人が預かっていた敷金は全額返還されなければならないものである。 

（２）本件賃貸管理委託契約２において、原状回復業務に係る費用は月額２２万円の定額で賄い、原

告と本件会社との間で清算を伴わない旨が定められているから、賃借人から支払われる原状回復

費用は本件会社に帰属し、原告の収入及び費用には何ら影響しない。 

（３）なお、Ｍに敷金から原状回復費用を控除した残額を返還する際、過誤により、敷金を１０万円

であることを前提に当該残額を算出したため、本来の敷金１０万０５００円との差額である５０

０円については、返還を要しなくなったものであるから、総収入金額に算入することを認める。 

10 争点⑩（理由附記の不備の有無）について 

（原告の主張の要旨） 

（１）理由附記の制度趣旨は、処分の理由を相手方に知らせることにより、相手方の不服申立てに便

宜を与え、かつ、処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制する点にある。最高

裁平成●●年（○○）第●●号同２３年６月７日第三小法廷判決・民集６５巻４号２０８１頁

（以下「平成２３年最高裁判決」という。）等によって示された判例法理によれば、理由附記は、

相手方に処分の理由を示すことにとどまらず、処分の公正さを担保するものであるから、相手方

がその理由を推知できるか否かにかかわらず、第三者においてもその記載自体からその処分理由

が明らかとなるものでなければならない。そして、平成２３年最高裁判決の趣旨は、各国税にお

ける基本通達などのいわゆる法令解釈通達に従い又はあえて従わずに行われる国税に関する行政

処分にも及ぶものと解され、このことは、大阪高等裁判所平成●●年（○○）第●●号同２５年

１月１８日判決・判例時報２２０３号２５頁においても明らかにされているところである。 

 しかるに、本件各賦課決定通知書及び本件各更正処分等通知書には、（２）において詳述する

とおり、具体的な事実関係や法令及び通達の適用関係が記載されておらず、処分行政庁の判断過

程を逐一検証することができないから、本件各賦課決定通知書の記載は行政手続法１４条１項に

反し、本件各更正処分等通知書の記載は所得税法１５５条２項及び行政手続法１４条１項に反す

る。 
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（２）原告が本件会社に対して支払った「設備の修繕費」及び「賃室リフォーム代金」名目の金員の

うち、平成２３年１０月分以降に係るものについて必要経費に算入されたにもかかわらず、同年

９月分以前に係るもの（本件修繕費及び本件賃室リフォーム代金）が必要経費に算入されなかっ

た理由は、本件各更正処分通知書の記載から了知することはできない。また、本件各更正処分等

通知書には、所得税基本通達３７－２の摘示がなく、法の適用については「所得税法３７条１項

に規定する必要経費には算入されません」との結論を記載するにとどまり、必要経費に算入され

ないとの結論に至る判断過程が一切記載されていない。 

 原告が支払った「修繕積立金」名目の金員のうち、本件Ｈ物件及び本件Ｋ物件に係るものにつ

いて必要経費に算入されたにもかかわらず、その余の本件各物件に係るもの（本件修繕積立金及

び本件Ｉ物件修繕積立金）について必要経費に算入されなかった理由は、本件各更正処分等通知

書の記載から了知することはできず、その記載が処分庁の判断の慎重や合理性を担保するものと

もいえない。また、本件各更正処分等通知書には、本件修繕積立金及び本件Ｉ物件修繕積立金に

ついて、「当年において債務が確定しているものに対する支出とは認められません。」との記載が

あるものの、その結論に至る判断過程が一切記載されていない。 

 本件コンサルティング委託料及び本件会計税務事務委託料についても、個別の委託内容のうち、

どれにつき所得税法３７条１項に該当しないかを示すことができるにもかかわらず、本件各更正

処分等通知書には、「必要経費に算入されません。」との結論が記載されるにとどまり、法令や通

達（所得税基本通達３７－２５及び４５－１）の適用関係についての記載が一切ないため、その

結論に至る判断過程を了知することができない。 

 減価償却費の算定について、原告は本件各修正申告をした際、原告による計算根拠となる不動

産鑑定士の評価額を三島税務署長に提出し、実地の調査においてもその確認を依頼していたので

あるから、三島税務署長は原告による計算に誤りがあるのであれば、その理由を示すべきであっ

たのに、本件各更正処分等通知書にはその理由が記載されていない。また、土地の価額と建物の

価額を区分する方法には複数の方法が存在するところ、措置法関係通達３５の２－９、消費税法

施行令４５条３項及び消費税法基本通達１１－４－２の適用関係について、いかなる判断過程を

経て、当該方法を選択したのかが一切記載されていない。 

 本件各敷金について、三島税務署長は実地の調査において帳簿書類が正当であることを認めて

おり、帳簿書類の記載以上に信憑力のある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかにする必要

がある（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同３８年５月３１日第二小法廷判決・民集１７巻４

号６１７頁）にもかかわらず、その摘示はされていない。また、「当該金額は、賃借人に返還す

る必要がないものと認められます。」との結論を記載するにとどまり、所得税基本通達３６－７

の適用関係を含め、原告の総収入金額に算入すべきであるとの結論に至る判断過程が一切記載さ

れていない。 

 過少申告加算税について、本件各賦課決定通知書にはその賦課決定の根拠法条である通則法６

５条４項及び５項が記載されていない上、具体的な事実関係が何ら記載されていない。 

（被告の主張の要旨） 

（１）本件各賦課決定通知書の記載内容については、①当初期限内申告書が提出されていること、②

本件各修正申告書が平成２６年２月２６日に提出されたこと及び③過少申告加算税の額は本件各

修正申告により納付すべきこととなる税額を基に算定していることが明示されており、かつ、④

通則法６５条４項及び５項に該当しないことも明示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を
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担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与

えるという理由附記制度の趣旨を充足するものであるから、行政手続法１４条１項に違反せず、

本件各賦課決定通知書の理由附記に不備はない。 

（２）また、本件各更正処分等通知書に附記された更正の理由には、本件修繕費、本件修繕積立金、

本件賃室リフォーム代金、本件Ｉ物件修繕積立金、本件コンサルティング委託料及び本件会計税

務事務委託料の必要経費性、減価償却費の計算並びに総収入金額について、更正の原因となる事

実関係を前提に、どのような法律が適用され、それに基づきどのような結論が導き出されるのか

について、それぞれ明記されている。特に、減価償却費については、本件各物件の個別の事情を

検討し、それぞれ異なる扱いがされている理由が具体的な根拠と共に示されている上、その記載

を前提とした計算表が上記通知書に添付されており、税額の計算過程を一覧することができる。

このように、本件各更正処分等通知書における理由附記は、上記（１）のような理由附記制度の

趣旨を充足するものであり、したがって、所得税法１５５条２項及び行政手続法１４条１項に違

反せず、本件各更正処分等通知書の理由附記に不備はない。 

（３）以上のとおり、本件各賦課決定通知書及び本件各更正処分等通知書に附記された理由は、いず

れも法律が求める記載内容を満たしており、理由附記として欠けるところはない。 

11 争点⑪（本件各修正申告につき「調査があったことにより当該国税について更正があるべきこと

を予知してされたものではないとき」〔国税通則法６５条５項〕に当たるか）について 

（原告の主張の要旨） 

（１）原告の本件各係争年分の所得税に係る調査（以下「本件調査」という。）の違法性 

 本件調査を担当した三島税務署の調査担当職員（以下「本件調査担当者」という。）が差し置

いた文書は、通則法７４条の９第１項各号所定の各事項が記載されておらず、また、同号に掲げ

られていない「青色申告の承認が取り消される」旨が記載された脅迫文書であって、公序良俗

（民法９０条）に反する無効な文書である。したがって、三島税務署長は、通則法７４条の９所

定の事前通知の手続を完了しないまま調査を開始したというべきであり、本件調査は通則法７４

条の９、７４条の１０及び調査関係通達４－１０に反する。 

 また、本件調査担当者は、実地の調査が終了した平成２６年３月１１日、何らの説明もなく、

本件各賦課決定通知書を留め置いたものであり、調査結果の内容を説明するものとする旨規定す

る通則法７４条の１１第２項に反する。 

 したがって、本件調査は違法である。 

（２）本件各修正申告書の提出が通則法６５条５項に規定する「その申告に係る国税についての調査

があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に

該当すること 

ア 「調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでな

いとき」の意義について、東京地方裁判所昭和●●年（○○）第●●号同５６年７月１６日判

決・行裁集３２巻７号１０５６頁（以下「昭和５６年東京地裁判決」という。）は、「税務職員

がその申告に係る国税についての調査に着手してその申告が不適正であることを発見するに足

るかあるいはその端緒となる資料を発見し、これによりその後調査が進行し先の申告が不適正

で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性

をもつて認められる段階に達した後に、納税者がやがて更正に至るべきことを認識したうえで

修正申告を決意し修正申告書を提出したものでないこと、言い換えれば右事実を認識する以前
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に自ら進んで修正申告を確定的に決意して修正申告書を提出することを必要とし、かつ、それ

をもつて足りると解すべきである。」と判示している。また、その控訴審である東京高等裁判

所昭和●●年（○○）第●●号同６１年６月２３日判決・行裁集３７巻６号９０８頁（以下

「昭和６１年東京高裁判決」という。）は、上記説示を引用した上で「例外的には、調査の右

の段階後に修正申告書が提出された場合でも、申告の決意は右の段階以前になされていたとい

うことはあり得る訳であるが、立証の問題としては、経験則上、申告書の提出が調査の右の段

階後になされたときは、申告の決意は右の段階後になされたものと事実上推定すべきであり、

この推定を破るためには、例えば、調査の着手後でかつ調査が右の段階に至る前に、申告の決

意とその内容を税務職員に進んで開示する等のことが必要である。」と判示している。そして、

高松高等裁判所平成●●年（○○）第●●号同１６年１月１５日判決・訟務月報５０巻１０号

３０５４頁（以下「平成１６年高松高裁判決」という。）は、「課税庁に対して真に自発的な修

正申告の確定的な決意表明を行っていたような場合」には、その決意表明の時点を基準時とし

てその決意表明がそれ以前に調査があったことによって更正があるべきことを予知してされた

ものでないかどうかを判断するべきであると判示している。 

イ 本件において、昭和５６年東京地裁判決及び昭和６１年東京高裁判決のいう「先の申告が不

適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確

実性をもつて認められる段階」とは、平成２６年３月５日及び同月６日に実地の調査が行われ

た段階をいうものと解すべきである。原告は、実地の調査が行われる前である同年２月２６日

に本件各修正申告書を提出したから、「調査があつたことにより当該国税について更正がある

べきことを予知してされたものでないとき」に該当する。 

ウ 仮に本件各修正申告書の提出前に調査が行われていたとしても、原告は、平成２６年１月１

６日付けの書面（甲２２３、乙３２）の内容を確認した上で、同月２３日に三島税務署長に対

し内容証明郵便をもって修正申告を行う所存であることを伝えている（甲４５の１）上、本件

各修正申告書を提出した日の翌日である同年２月２７日には内容証明郵便をもって、修正申告

の内容を示す関係書類を送付し、申告の内容を進んで開示している（甲４５の４）のであるか

ら、昭和６１年東京高裁判決のいう「調査の着手後でかつ調査が右の段階に至る前に、申告の

決意とその内容を税務職員に進んで開示」したものというべきである。また、上記平成２６年

１月１６日付けの書面の内容に照らせば、原告はその時点で、平成１６年高松高裁判決のいう

「課税庁に対して真に自発的な修正申告の確定的な決意表明を行っていた」というべきである。 

エ 原告は、平成２６年３月５日に行われた実地の調査以外に、どのような調査がされたかにつ

いて了知していないから、実地の調査以外の調査がされたとしても、本件各修正申告書の提出

が「調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされた」とはい

えない。なお、原告は、遅くとも平成２６年１月２３日には、実地の調査に応じる用意がある

ことを三島税務署長に伝えており、実地の調査を拒んでいたものではない。 

（被告の主張の要旨） 

（１）本件調査の適法性 

 本件調査担当者は、原告に対し、本件各係争年分の所得税の調査を実施することを事前に通知

するために、平成２５年１０月３０日以降、数日おきに繰り返し、原告の納税地及び住民票所在

地の固定電話並びに原告の携帯電話へ再三再四架電し、原告との連絡を試みるもいずれも応答が

なく、その際に留守番電話へ折返しの連絡依頼の伝言を残すなどして、原告からの連絡を待った
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が、原告からの連絡は一切なかった。 

 また、本件調査担当者は、平成２５年１１月１２日以降、原告の納税地及び住民票所在地への

臨場を各３回（同月１２日、２０日、２６日）行ったものの、原告と面会を果たすことができず、

臨場時には本件調査担当者宛てに連絡を依頼する旨等を記載した文書を差し置いたが、原告から

の連絡は一切なかった。 

 そのため、三島税務署長は、本件について、調査関係通達において、通則法７４条の１０に規

定する「その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認められる場合

として例示に掲げられている「事前通知を行うため相応の努力をして電話等による連絡を行おう

としたものの、応答を拒否され、又は応答がなかった場合」（４－１０（２））に該当し、同法７

４条の９第１項に規定による通知（事前通知）は要しないと判断した。 

 したがって、本件調査担当者は、平成２５年１１月２９日、通則法７４条の１０に基づき、事

前通知を行わず、原告に対する本件調査を開始したのである。 

 このように、本件調査が事前通知を行わずに実施されたのは、本件調査担当者が行った電話に

よる折り返しの連絡依頼や、再三にわたり原告の納税地等に差し置いた文書に対し、原告が一切

応答しなかったことにより、そもそも事前通知を行うことが困難な事情が存在し、それでもなお

事前通知をしなければならないとすれば、調査を実施することができないことになり、調査の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められることによるものであるから、本件調査は、通

則法７４条の１０に基づくものとして適法である。 

（２）本件各修正申告書の提出は、通則法６５条５項に規定する「その申告に係る国税についての調

査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」

には該当しないこと 

ア 本件調査担当者は、平成２５年１１月２９日、本件各係争年分の所得税の確定申告書の記載

内容の確認のために調査を実施する旨を記載した「税務調査の実施のお知らせ」と題する文書

（乙３０、３１）を原告の納税地及び住民票所在地に差し置いた上で本件調査を開始し、その

後、同年１２月３日までに原告からの連絡がなかったことから、同月５日、同月１７日及び平

成２６年１月１６日に、現在調査を進めており、今後の調査への協力を依頼する旨を記載した

「所得税の調査について」と題する文書（乙３２～３７）を原告の納税地及び住民票所在地に

差し置いている。 

 したがって、平成２５年１１月２９日には本件調査が開始されたことは明らかであり、この

ことは、原告が平成２５年１月２１日付け、平成２６年１月２１日付け及び同年２月１９日付

けで三島税務署長へ送付した「税務調査等について」と題する文書（乙３８、３９、４２、甲

４５の１～３）に、原告が三島税務署職員から税務調査の依頼を受けている旨の記載があるこ

とからも明らかである。 

 なお、原告は、平成２５年１２月５日付け、同月１７日付け及び平成２６年１月１６日付け

の「所得税の調査について」と題する文書について、「手元にないので、定かではない」とし

ているが、上記のとおり、原告が三島税務署長へ送付した平成２５年１月２１日付け、平成２

６年１月２１日付け及び同年２月１９日付けの「税務調査等について」と題する文書に、原告

が三島税務署職員から税務調査の依頼を受けている旨の記載があることからすれば、原告は、

本件調査担当者が差し置いた「所得税の調査について」と題する文書を確認の上、三島税務署

長宛の上記書面を作成したとみるのが相当である。 
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 したがって、原告は、本件調査担当者による上記各文書の差置きにより、調査があったこと

を認識していたことは明らかである。 

イ そして、本件調査担当者は、平成２６年２月１８日に原告の納税地及び住民票所在地に臨場

したが不在であったため、それまでに進めてきた調査の結果を説明したいので、同月２１日午

前１０時頃に三島税務署個人課税部門へ来署するよう依頼した文書（乙４０、４１）をそれぞ

れの郵便ポストに差し置いた。もっとも、原告からの反応が全くないため、本件調査担当者は、

同月２５日に改めて、原告の納税地及び住民票所在地に臨場したが不在であったので、調査結

果を説明するために同月２７日午前１０時頃に三島税務署個人課税部門へ来署するよう依頼す

ること、及び来署又は担当者への連絡がない場合には調査結果を更正決定等通知書を送付する

ことにより知らせることになる旨記載した文書（乙４３、４４）をそれぞれの郵便ポストに差

し置いた。 

 このように、平成２６年２月１８日に差し置かれた上記文書において、既に調査を行って何

らかの「結果」が出ていること、すなわち、本件各係争年分の原告の所得税につき更正が行わ

れる見込みであることが示され、また、同月２５日に差し置かれた上記文書にも、原告が調査

結果の説明のために三島税務署に来署せず又は連絡をしない場合には、調査結果の説明を「更

正決定等通知書」をもって行うこと、すなわち、更正が行われる見込みであることが示されて

いる。したがって、最も遅く見ても、原告が、平成２６年２月２５日の時点でその申告に係る

国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知していた

ものであることは明らかである。 

ウ さらに、本件においては、原告において、その調査の存在を察知しさえすれば、その具体的

な内容や程度まで明らかでなくとも、やがて調査が進展して更正に至るであろうことを容易に

予知することができたといえる事情が存する。 

 すなわち、本件各修正申告における修正事項である本件各物件の減価償却費の算定方法につ

いては、前々回訴訟の対象とされた平成１６年分から平成１８年分までの所得税に係る各更正

処分及び前回訴訟の対象とされた平成１９年分から平成２１年分までの所得税に係る各更正処

分においても、原告の確定申告における算定方法が課税庁により否認され、それぞれの訴訟に

おいても争点となっていたもので、原告が本件各修正申告をした平成２６年２月２６日当時、

①前々回訴訟は、平成２４年５月３１日の控訴審判決（乙２）においても原告の主張が排斥さ

れて原告の控訴が棄却された後、これを不服とした原告による上告及び上告受理申立事件が最

高裁判所に係属していた段階で、②前回訴訟は、平成２５年１０月７日、第一審の口頭弁論が

終結し、平成２６年２月２８日の判決言渡しの直前の段階であったものである。このような経

緯に照らせば、原告の本件各確定申告における減価償却費の算定方法が、課税庁において採用

する算定方法とは異なる方法であること、また、このような減価償却費の算定方法の非違は、

実地の調査によらずとも、前々回訴訟及び前回訴訟を踏まえれば、原告の本件各確定申告書を

机上で検討すれば容易に判明するものであることを、原告においても当然認識していたといえ

るのであり、加えて、本件各修正申告における修正事項である本件各物件の減価償却費の算定

方法については、平成１６年分の確定申告から一貫して更正処分の対象となっているのである

から、原告においても、課税庁の採用する算定方法と異なる算定方法に基づく減価償却費の算

定をした本件各係争年分に係る本件各確定申告について、いずれ更正処分がされることを、本

件各確定申告をした当初から（平成２２年分の確定申告は、前々回訴訟の第一審係属中の平成
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２３年１月２０日に行われている。）、又は、前回訴訟や前々回訴訟において被告の主張が明ら

かになった頃までには認識していたといえるのであり、いずれにしても平成２５年１１月２９

日に本件調査が開始される相当以前から認識していたといえる。そして、このような場合であ

れば、自己に対する調査の存在自体を察知しさえすれば、その具体的内容や程度まで明らかで

なくとも、やがて調査が進展して更正に至るであろうことを容易に予知することができるとい

える。 

 そして、前記アで述べたとおり、原告は、本件各係争年分に係る原告の所得税につき調査が

あったことを認識していたことは明らかであるから、原告は、調査があったことを認識すると

ともに、更正があるべきことを予知していたものといえる。 

エ したがって、本件各修正申告は、その修正申告書の提出が「その申告に係る国税についての

調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものではない

とき」に当たるとはいえない。 

12 争点⑫（「正当な理由」〔国税通則法６５条４項〕の有無）について 

（原告の主張の要旨） 

（１）ア 原告は、本件Ｈ物件について、平成６年の市川税務署職員の指導に基づき、土地と建物を

固定資産税課税標準で按分する方法（「固定資産税課税標準按分法」）によって減価償却費を

計算し、確定申告をしてきたものである。 

イ 平成６年当時、大阪国税局の現職の課長が編集した公刊物（甲５６の１）において、固定

資産税評価額を用いて土地及び建物等の金額の比を求める方法（「固定資産税評価額按分

法」）を用いてはならないという見解が述べられていた。 

ウ 宇都宮地方裁判所平成●●年（○○）第●●号同１０年４月１５日判決及び東京高等裁判

所平成●●年（○○）第●●号同１０年１１月２６日判決において、「固定資産税課税標準

按分法」が合理的であると判示された。 

エ 上記イ及びウに照らせば、「固定資産税課税標準按分法」を用いた納税者が他にも大勢存

在することが優に推認される。 

オ 国税庁長官は、平成６年まで「固定資産税課税標準按分法」によっていたにもかかわらず、

これを変更するという法律解釈通達を発していない上、変更後の取扱いを納税者に周知させ、

定着させるために必要な措置を講じていない。 

カ したがって、原告は、「固定資産税評価額按分法」が正しいことを知る由もなかった。 

キ 加えて、原告は、市川税務署の指導により、仲介手数料を建物の取得価額に加算しないで、

過大な確定申告をしてきた。 

ク また、本件訴訟において、被告は「固定資産税評価額按分法」が適法であることを立証し

ないため、本件各確定申告が正当である。 

（２）以上の諸事情によれば、本件においては真に原告の責に帰することのできない客観的な事情が

あるから、通則法６５条４項所定の「正当な理由があると認められるもの」に該当する。 

（被告の主張の要旨） 

（１）原告は、本件各確定申告における本件Ｈ物件に係る減価償却費の計算について、取得価額を

「４３，５００，０００円」としているところ、同金額は、本件Ｈ物件の土地付区分建物売買契

約書に記載された売買価額の額（甲１２８〔２枚目〕）、すなわち、土地及び建物の合計額と一致

する。 



90 

 原告は、本件各確定申告における本件Ｈ物件に係る減価償却費の計算においては、土地と建物

の取得価額の按分をしていないか、あるいは土地の取得価額を０円として、売買契約書記載の代

金額全額を建物の取得価額としているのであるから、土地と建物の取得価額を固定資産税課税標

準で按分しているとは到底認められない。また、原告は、前回訴訟に係る係争年分（平成１９年

分から平成２１年分まで）の確定申告においても、その主張するところの市川税務署職員の指導

に基づく申告を行っていなかったものである。 

 したがって、原告の上記主張は、そもそも、その前提となる事実に誤りがあり、理由のないこ

とが明らかである。 

（２）また、原告は、本件各確定申告及び本件各修正申告が過少であったことについて、真に納税者

の責めに帰することのできない客観的な事情があるとして、当該事情をるる主張するものと解さ

れるが、このような主張は、結局、原告が独自の見解又は期待に基づいて本件Ｈ物件に係る減価

償却費の計算を行ったことについて原告が依拠した事情を述べるものにすぎず、原告の法解釈の

誤りに関する主観的な事情であることに変わりはないから、これらの事情をもって、真に納税者

の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、

納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とは認めることはできない。 

（３）したがって、原告の本件各確定申告及び本件各修正申告が過少であったことについて、国税通

則法６５条４項に規定する「正当な理由があると認められるもの」に該当しないことは明らかで

ある。 

以上 
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（別紙５） 

課税の根拠及び計算 

 

１ 本件各賦課決定処分１の根拠及び適法性 

 原告は、本件各係争年分につき、それぞれ法定申告期限内に本件各確定申告をした後（別表Ａ１

～３参照）、平成２６年２月２６日に本件各修正申告書を提出しているが、本件各修正申告書の提

出は、通則法６５条５項で定める「修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申

告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して

されたものではないとき」とは認められない。 

 また、原告が所得金額等を過少に申告したことについて、通則法６５条４項で定める「正当な理

由」があるとは認められない。 

 したがって、本件各修正申告書の提出に伴って賦課される過少申告加算税は、本件各修正申告に

より原告が新たに納付すべきこととなる税額を基礎として、次のとおり計算して算出された金額と

なり、この過少申告加算税の額は、本件各賦課決定処分１における過少申告加算税の額（甲３の１

～３・各１枚目「過少申告加算税」欄の③「加算税の額」欄）と同額となるから、本件各賦課決定

処分１はいずれも適法である。 

（１）平成２２年分 １４万２０００円 

 上記金額は、平成２２年修正申告により原告が新たに納付すべきこととなった税額１４２万円

（３１６万８１００円－１７４万６８００円。ただし、通則法１１８条３項の規定により、１万

円未満の端数を切り捨てた後の金額。以下同じ。甲１の１、２の１）を基礎として、これに同法

６５条１項の規定により１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である（別表Ａ１）。 

（２）平成２３年分 ４万９０００円 

 上記金額は、平成２３年修正申告により原告が新たに納付すべきこととなった税額４９万円

（８８万６２００円－３８万８９００円。甲１の１、２の１）を基礎として、これに通則法６５

条１項の規定により１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である（別表Ａ２）。 

（３）平成２４年分 １７万６０００円 

 上記金額は、平成２４年修正申告により原告が新たに納付すべきこととなった税額１７６万円

（３０３万５７００円－１２７万２７００円。甲１の３、２の３）を基礎として、これに通則法

６５条１項の規定により１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である（別表Ａ３）。 

２ 本件各更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張する原告の本件各係争年分の所得税の総所得金額及び納付すべき税額等

は、以下のとおりである。 

（１）平成２２年分 

ア 総所得金額 ３７１１万１２８２円 

 上記金額は、下記（ア）～（ウ）の各金額の合計額である。 

（ア）不動産所得の金額 ３３００万４４３４円 

 上記金額は、下記ａの金額からｂ及びｃの各金額を控除した金額である。 

ａ 総収入金額 ８４８７万０９１４円 

 上記金額は、原告が、平成２３年１月２０日に三島税務署長に提出した平成２２年分の

所得税の確定申告書に添付した平成２２年分所得税青色申告決算書（不動産所得用）（以
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下「平成２２年青色決算書」という。）に記載した不動産所得の総収入金額である（甲１

の１・３枚目「④」欄）。 

ｂ 必要経費 ５１２１万６４８０円 

 上記金額は、下記（ａ）～（ｉ）の各金額の合計額である。 

（ａ）租税公課 ５４１万４４００円 

 上記金額は、原告が平成２２年青色決算書に記載した租税公課の額と同額である（甲

１の１・３枚目「⑤」欄）。 

（ｂ）損害保険料 ５３万２０４０円 

 上記金額は、原告が平成２２年青色決算書に記載した損害保険料の額と同額である

（甲１の１・３枚目「⑥」欄）。 

（ｃ）修繕費 ０円 

 上記金額は、下記Ⅰの金額からⅡ～Ⅴの各金額を控除し、Ⅵの金額を加算した金額で

ある。 

Ⅰ 修正申告（確定申告）額 ８９６万２８００円 

 上記金額は、原告が平成２２年青色決算書に記載した修繕費の額と同額である（甲

１の１・３枚目「⑦」欄）。 

Ⅱ 本件修繕費 １５６万００００円 

 上記金額は、原告が、本件管理委託契約１に基づいて「設備の修繕費」として本件

会社に対して支払った金額である（甲２４の１別紙２参照）。 

Ⅲ 本件修繕積立金 ３３６万００００円 

 上記金額は、原告が、本件管理委託契約１に基づいて「修繕積立金」として本件会

社に対して支払った金額３７２万３６００円のうち、本件Ｈ物件及び本件Ｋ物件に対

する修繕積立金の支払額３６万３６００円を控除した金額である（甲２４の１別紙２

参照）。 

Ⅳ 本件賃室リフォーム代金 ２６４万００００円 

 上記金額は、原告が、本件賃貸管理委託契約１に基づいて「賃室リフォーム代金」

として本件会社に対して支払った金額である（甲２３の１別紙３参照）。 

Ⅴ 本件Ｉ物件修繕積立金 １９４万１６００円 

 上記金額は、Ｉ管理規約又は本件Ｉ物件管理委託契約に基づいて、本件Ｉ物件に係

る「修繕積立金」として支払われた金額である（甲２６・８枚目、甲３０・５及び８

枚目、甲３１別表Ｂ４参照）。 

Ⅵ 区分誤りの修繕費 ５３万８８００円 

 上記金額は、上記Ⅱ～Ⅴの合計額とⅠの金額との差額である。 

 この点、必要経費に算入できない修繕費（上記Ⅱ～Ⅴ）の合計額が、原告が修正申

告の際に計上した修繕費（上記Ⅰ）の額を上回るが、この差額は、原告が、修繕費と

して計上すべき金額を管理業務委託料として計上しているために生じたものであるた

め、上記管理業務委託料の額を修繕費の額に振り替えるものである。 

（ｄ）減価償却費 １５３９万００８０円 

 上記金額は、下記Ⅰ～Ⅹの各金額の合計額である（下記Ⅰ～Ⅸについては別表Ｂ３－

１「⑦減価償却費の額」欄参照）。 
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 なお、本件各物件に係る減価償却費の各金額の具体的な計算根拠については、下記３

において、それぞれ述べるとおりである。 

Ⅰ 本件Ｈ物件に係る減価償却費の額 ６８万８３６０円 

 上記金額は、本件Ｈ物件の建物に係る減価償却費の額６４万６０３９円と同建物附

属設備に係る減価償却費の額４万２３２１円との合計額である。 

Ⅱ 本件Ｋ物件に係る減価償却費の額 ２３万３３０４円 

 上記金額は、本件Ｋ物件の建物に係る減価償却費の額である。 

Ⅲ 本件Ｎ物件に係る減価償却費の額 １０８万３６４６円 

 上記金額は、本件Ｎ物件の建物に係る減価償却費の額８７万６１９１円と同建物附

属設備に係る減価償却費の額２０万７４５５円との合計額である。 

Ⅳ 本件Ｑ物件に係る減価償却費の額 １４８万２６８９円 

 上記金額は、本件Ｑ物件の建物に係る減価償却費の額９５万８９４２円と同建物附

属設備に係る減価償却費の額５２万３７４７円との合計額である。 

Ⅴ 本件Ｐ物件に係る減価償却費の額 １４０万００２６円 

 上記金額は、本件Ｐ物件の建物に係る減価償却費の額１３３万８２１２円と同建物

附属設備に係る減価償却費の額６万１８１４円との合計額である。 

Ⅵ 本件Ｌ物件に係る減価償却費の額 ２８５万５０３８円 

 上記金額は、本件Ｌ物件の建物に係る減価償却費の額２０６万７０１５円と同建物

附属設備に係る減価償却費の額７８万８０２３円との合計額である。 

Ⅶ 本件Ｉ・Ａ物件に係る減価償却費の額 ４３３万０９４５円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ａ物件の建物に係る減価償却費の額２４５万９８４６円と同

建物附属設備に係る減価償却費の額１８７万１０９９円との合計額である。 

Ⅷ 本件Ｉ・Ｂ物件に係る減価償却費の額 ２３万７０２５円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ｂ物件の建物に係る減価償却費の額１３万５８０６円と同建

物附属設備に係る減価償却費の額１０万１２１９円との合計額である。 

Ⅸ 本件Ｉ・Ｃ物件に係る減価償却費の額 １４５万１５２７円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ｃ物件の建物に係る減価償却費の額８７万１７４２円と同建

物附属設備に係る減価償却費の額５７万９７８５円との合計額である。 

Ⅹ 平成２２年１０月取得の車両に係る減価償却費の額 １６２万７５２０円 

 上記金額は、原告が平成２２年青色決算書に記載した平成２２年１０月取得の車両

に係る減価償却費の額と同額である（甲１の１・５枚目「車両」欄の「㋷」欄）。 

（ｅ）借入金利子 １１４６万３７１９円 

 上記金額は、原告が平成２２年青色決算書に記載した借入金利子の額と同額である

（甲１の１・３枚目「⑨」欄）。 

（ｆ）管理業務委託料 １５８１万４７８８円 

 上記金額は、下記Ⅰの金額からⅡ～Ⅳの各金額を控除した金額である。 

Ⅰ 修正申告（確定申告）額 １７０１万３５８８円 

 上記金額は、原告が平成２２年青色決算書に記載した管理業務委託料の額と同額で

ある（甲１の１・３枚目「⑫」欄）。 

Ⅱ 本件コンサルティング委託料 ２８万２０００円 
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 上記金額は、原告が、本件コンサルティング委託契約１に基づいて本件会社に対し

て支払った金額である（甲３４の１・４枚目及び別紙３参照）。 

Ⅲ 本件会計税務事務委託料 ３７万８０００円 

 上記金額は、原告が、本件会計税務事務委託契約１に基づいて本件会社に対して支

払った金額である（甲３５の１・３枚目及び別紙３参照）。 

Ⅳ 区分誤りの管理業務委託料 ５３万８８００円 

 上記金額は、上記（ｃ）Ⅵで修繕費に振り替えた管理業務委託料の額である。 

（ｇ）仲介手数料 １３１万９５２０円 

 上記金額は、原告が平成２２年青色決算書に記載した仲介手数料の額と同額である

（甲１の１・３枚目「⑬」欄）。 

（ｈ）雑費 ２９万０８２０円 

 上記金額は、原告が平成２２年青色決算書に記載した雑費の額と同額である（甲１の

１・３枚目「⑮」欄）。 

（ｉ）その他の経費 ９９万１１１３円 

 上記金額は、原告が平成２２年青色決算書に記載したその他の経費の額と同額である

（甲１の１・３枚目「⑰」欄）。 

ｃ 青色申告特別控除額 ６５万００００円 

 上記金額は、原告が平成２２年青色決算書に記載した青色申告特別控除額と同額である

（甲１の１・３枚目「㉒」欄）。 

（イ）給与所得の金額 ３３０万００００円 

 上記金額は、原告が平成２２年修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である（甲２

の１・２枚目「⑥」欄）。 

（ウ）雑所得の金額 ８０万６８４８円 

 上記金額は、所得税法３５条２項１号の規定に従って、原告が平成２２年中に、厚生労働

大臣から支払を受けた公的年金の額１０２万９６９６円と企業年金連合会から支払を受けた

公的年金の額５４万６１０２円との合計額１５７万５７９８円から、同条４項に規定する公

的年金等控除額を控除した金額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ２４４万２９９９円 

 上記金額は、原告が平成２２年修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である

（甲２の１・２枚目「㉕」欄）。 

ウ 課税総所得金額 ３４６６万８０００円 

 上記金額は、上記アの総所得金額３７１１万１２８２円から、上記イの所得控除の額の合計

額２４４万２９９９円を控除した後の金額（ただし、通則法１１８条１項の規定により１００

０円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下同じ。）である。 

エ 納付すべき税額 ９１８万５３００円 

 上記金額は、下記（ア）の金額から（イ）～（エ）の各金額を控除した後の金額（ただし、

通則法１１９条１項により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下同じ。）である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額 １１０７万１２００円 

 上記金額は、上記ウの課税総所得金額３４６６万８０００円に所得税法８９条１項に規定

する税率を乗じて算出した金額である。 
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（イ）電子証明書等特別控除 ５０００円 

 上記金額は、原告が平成２２年修正申告書に記載した電子証明書等特別控除の額と同額で

ある（甲２の１・２枚目「㉟」欄）。 

（ウ）源泉徴収税額 １８万４５００円 

 上記金額は、原告が平成２２年修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である（甲２の

１・２枚目「㊴」欄）。 

（エ）予定納税額 １６９万６４００円 

 上記金額は、原告が平成２２年修正申告書に記載した予定納税額と同額である（甲２の

１・２枚目「㊶」欄）。 

（２）平成２３年分 

ア 総所得金額 ３０６６万６８３３円 

 上記金額は、下記（ア）～（ウ）の各金額の合計額である。 

（ア）不動産所得の金額 ２６５６万３１８３円 

 上記金額は、下記ａの金額からｂ及びｃの各金額を控除した金額である。 

ａ 総収入金額 ８３８２万７２５３円 

 上記金額は、原告が、平成２４年２月１９日に三島税務署長に提出した平成２３年分の

所得税の確定申告書に添付した平成２３年分所得税青色申告決算書（不動産所得用）（以

下「平成２３年青色決算書」という。）に記載した不動産所得の総収入金額と同額である

（甲第１号証の２・３枚目「④」欄）。 

ｂ 必要経費 ５６６１万４０７０円 

 上記金額は、下記（ａ）～（ｉ）の各金額の合計額である。 

（ａ）租税公課 ８０２万０４００円 

 上記金額は、原告が平成２３年青色決算書に記載した租税公課の額と同額である（甲

１の２・３枚目「⑤」欄）。 

（ｂ）損害保険料 ３８万６６６０円 

 上記金額は、原告が平成２３年青色決算書に記載した損害保険料の額と同額である

（甲１の２・３枚目「⑥」欄）。 

（ｃ）修繕費 ９１万５３００円 

 上記金額は、下記Ⅰの金額からⅡ～Ⅴの各金額を控除し、Ⅵの金額を加算した金額で

ある。 

Ⅰ 修正申告額 ８９６万２８００円 

 上記金額は、原告から三島税務署へ提出された２０１４年２月２７日付けの文書

（乙６）における「別表Ａ 修正申告のまとめの表のほか減価償却費の計算根拠１７

頁」の「修正申告の説明資料その２」（乙６・２枚目。以下「本件各修正申告説明資

料その２」という。）に記載された平成２３年修正申告における修繕費の額と同額で

ある（乙６・２枚目「修繕費」欄の「平成２３年分修正申告」欄）。 

Ⅱ 本件修繕費 １１７万００００円 

 上記金額は、原告が、本件管理委託契約１に基づいて「設備の修繕費」として本件

会社に対して平成２３年９月まで支払った金額である（月額１３万円×９か月分。甲

２４の１別紙２参照）。 
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Ⅲ 本件修繕積立金 ３３６万００００円 

 上記金額は、原告が、本件各管理委託契約に基づいて「修繕積立金」として本件会

社に対して支払った金額３７２万３６００円のうち、本件Ｈ物件及び本件Ｋ物件に対

する修繕積立金の支払額３６万３６００円を控除した金額である（甲２４の１別紙２、

甲２４の２別紙３参照）。 

Ⅳ 本件賃室リフォーム代金 １９８万００００円 

 上記金額は、原告が、本件賃貸管理委託契約１に基づいて「賃室リフォーム代金」

として本件会社に対して平成２３年９月まで支払った金額である（月額２２万円×９

か月分。甲２３の１別紙３参照）。 

Ⅴ 本件Ｉ物件修繕積立金 １９４万１６００円 

 上記金額は、Ｉ管理規約又は本件Ｉ物件管理委託契約に基づいて、本件Ｉ物件に係

る「修繕積立金」として支払われた金額である（甲２６・８枚目、甲３０・５及び８

枚目、甲３１別表Ｂ４参照）。 

Ⅵ 区分誤りの修繕費 ４０万４１００円 

 上記金額は、上記（１）ア（ア）ｂ（ｃ）Ⅵで述べたのと同様に、原告が、修繕費

として計上すべき金額を管理業務委託料に計上した額であることから、管理業務委託

料から修繕費に振り替える。 

（ｄ）減価償却費 １８１６万６２９７円 

 上記金額は、下記Ⅰ～Ⅹの各金額の合計額である（下記Ⅰ～Ⅸについては別表Ｂ３－

２「⑦減価償却費の額」欄参照）。 

 なお、本件各物件に係る減価償却費の各金額の具体的な計算根拠については、下記３

において、それぞれ述べるとおりである。 

Ⅰ 本件Ｈ物件に係る減価償却費の額 ６５万２８２８円 

 上記金額は、本件Ｈ物件の建物に係る減価償却費の額６１万０５０７円と同建物附

属設備に係る減価償却費の額４万２３２１円との合計額である。 

Ⅱ 本件Ｋ物件に係る減価償却費の額 ２３万３３０４円 

 上記金額は、本件Ｋ物件の建物に係る減価償却費の額である。 

Ⅲ 本件Ｎ物件に係る減価償却費の額 １０６万２３９６円 

 上記金額は、本件Ｎ物件の建物に係る減価償却費の額８７万６１９１円と同建物附

属設備に係る減価償却費の額１８万６２０５円との合計額である。 

Ⅳ 本件Ｑ物件に係る減価償却費の額 ９７万３４９０円 

 上記金額は、本件Ｑ物件の建物に係る減価償却費の額９５万８９４２円と同建物附

属設備に係る減価償却費の額１万４５４８円との合計額である。 

Ⅴ 本件Ｐ物件に係る減価償却費の額 １４０万００２６円 

 上記金額は、本件Ｐ物件の建物に係る減価償却費の額１３３万８２１２円と同建物

附属設備に係る減価償却費の額６万１８１４円との合計額である。 

Ⅵ 本件Ｌ物件に係る減価償却費の額 ２１２万８４３６円 

 上記金額は、本件Ｌ物件の建物に係る減価償却費の額２０６万７０１５円と同建物

附属設備に係る減価償却費の額６万１４２１円との合計額である。 

Ⅶ 本件Ｉ・Ａ物件に係る減価償却費の額 ４３３万０９４５円 
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 上記金額は、本件Ｉ・Ａ物件の建物に係る減価償却費の額２４５万９８４６円と同

建物附属設備に係る減価償却費の額１８７万１０９９円との合計額である。 

Ⅷ 本件Ｉ・Ｂ物件に係る減価償却費の額 ２３万７０２５円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ｂ物件の建物に係る減価償却費の額１３万５８０６円と同建

物附属設備に係る減価償却費の額１０万１２１９円との合計額である。 

Ⅸ 本件Ｉ・Ｃ物件に係る減価償却費の額 １４５万１５２７円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ｃ物件の建物に係る減価償却費の額８７万１７４２円と同建

物附属設備に係る減価償却費の額５７万９７８５円との合計額である。 

Ⅹ 平成２２年１０月取得の車両に係る減価償却費の額 ５６９万６３２０円 

 上記金額は、原告が平成２３年青色決算書に記載した平成２２年１０月取得の車両

に係る減価償却費の額と同額である（甲１の２・５枚目「作業車」欄の「㋷」欄）。 

（ｅ）借入金利子 １１１９万５７８７円 

 上記金額は、原告が平成２３年青色決算書に記載した借入金利子の額と同額である

（甲１の２・３枚目「⑨」欄）。 

（ｆ）管理業務委託料 １６１１万４４８８円 

 上記金額は、下記Ⅰの金額からⅡ～Ⅳの各金額を控除した金額である。 

Ⅰ 修正申告額 １７０１万３５８８円 

 上記金額は、原告が本件各修正申告説明資料その２に記載した平成２３年修正申告

における管理業務委託料の額と同額である（乙６・２枚目「管理業務委託料」欄の

「平成２３年分修正申告」欄）。 

Ⅱ 本件コンサルティング委託料 ２１万１５００円 

 上記金額は、原告が、本件コンサルティング委託契約１に基づいて本件会社に対し

て平成２３年９月まで支払った金額である（月額２万３５００円×９か月分。甲３４

の１・４枚目及び別紙３参照）。 

Ⅲ 本件会計税務事務委託料 ２８万３５００円 

 上記金額は、原告が、本件会計税務事務委託契約１に基づいて本件会社に対して平

成２３年９月まで支払った金額である（月額３万１５００円×９か月分。甲３５の

１・３枚目及び別紙３参照）。 

Ⅳ 区分誤りの管理業務委託料 ４０万４１００円 

 上記金額は、上記（ｃ）Ⅵで修繕費に振り替えた管理業務委託料の額である。 

（ｇ）仲介手数料 ５１万９２９５円 

 上記金額は、原告が平成２３年青色決算書に記載した仲介手数料の額と同額である

（甲１の２・３枚目「⑬」欄）。 

（ｈ）雑費 ２９万８９７０円 

 上記金額は、原告が平成２３年青色決算書に記載した雑費の額と同額である（甲１の

２・３枚目「⑭」欄）。 

（ｉ）その他の経費 ９９万６８７３円 

 上記金額は、原告が平成２３年青色決算書に記載したその他の経費の額と同額である

（甲１の２・３枚目「⑰」欄）。 

ｃ 青色申告特別控除額 ６５万００００円 
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 上記金額は、原告が平成２３年青色決算書に記載した青色申告特別控除額と同額である

（甲１の２・３枚目「㉒欄」）。 

（イ）給与所得の金額 ３３０万００００円 

 上記金額は、原告が平成２３年修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である（甲２

の２・２枚目「⑥」欄）。 

（ウ）雑所得の金額 ８０万３６５０円 

 上記金額は、原告が平成２３年修正申告書に記載した雑所得の金額と同額である（甲２の

２・２枚目「⑦」欄）。 

イ 所得控除の額の合計額 ２６１万８９００円 

 上記金額は、原告が平成２３年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である

（甲２の２・２枚目「㉕」欄）。 

ウ 課税総所得金額 ２８０４万７０００円 

 上記金額は、上記アの総所得金額３０６６万６８３３円から、上記イの所得控除の額の合計

額２６１万８９００円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ５９４万２９００円 

 上記金額は、下記（ア）の金額から（イ）及び（ウ）の各金額を控除した後の金額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額 ８４２万２８００円 

 上記金額は、上記ウの課税総所得金額２８０４万７０００円に所得税法８９条１項に規定

する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）源泉徴収税額 １８万４５００円 

 上記金額は、原告が、平成２３年修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である（甲２

の２・２枚目「㊷」欄）。 

（ウ）予定納税額 ２２９万５４００円 

 上記金額は、原告が平成２３年修正申告書に記載した予定納税額と同額である（甲２の

２・２枚目「㊹」欄）。 

（３）平成２４年分 

ア 総所得金額 ３１３５万１６２９円 

 上記金額は、下記（ア）～（ウ）の各金額の合計額である。 

（ア）不動産所得の金額 ２７１１万３２９１円 

 上記金額は、下記ａの金額からｂ及びｃの各金額を控除した金額である。 

ａ 総収入金額 ８２１０万０５４２円 

 上記金額は、下記（ａ）～（ｃ）の合計額である。 

（ａ）修正申告（確定申告）額 ８１８９万４２３０円 

 上記金額は、原告が、平成２５年１月２６日に三島税務署長に提出した平成２４年分

の所得税の確定申告書に添付した平成２４年分所得税青色申告決算書（不動産所得用）

（以下「平成２４年青色決算書」という。）に記載した総収入金額の額と同額である

（甲１の３・３枚目「④」欄）。 

（ｂ）本件Ｌ物件４０３号室に係る返還を要しなかった敷金 ９万６３１２円 

 上記金額は、原告が、本件Ｌ物件４０３号室の賃借人から預かった敷金１０万０５０

０円（甲４６・３枚目「敷金」欄参照）のうち、当該物件の賃貸借契約の終了に際し返
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還した金額４１８８円（甲５０参照）を控除した、返還を要しなかった金額である。 

（ｃ）本件Ｎ物件１０６号室に係る返還を要しなかった敷金 １１万００００円 

 上記金額は、原告が、本件Ｎ物件１０６号室の賃借人から預かった敷金１１万円（甲

４７・２枚目「敷金」欄参照）のうち、当該物件の賃貸借契約の終了に際し、返還を要

しなかった金額である（甲５１参照）。 

ｂ 必要経費 ５４３３万７２５１円 

 上記金額は、下記（ａ）～（ｉ）の各金額の合計額である。 

（ａ）租税公課 ４８６万５７００円 

 上記金額は、原告が平成２４年青色決算書に記載した租税公課の額と同額である（甲

１の３・３枚目「⑤」欄）。 

（ｂ）損害保険料 ４３万１２７０円 

 上記金額は、原告が平成２４年青色決算書に記載した損害保険料の額と同額である

（甲１の３・３枚目「⑥」欄）。 

（ｃ）修繕費 ４１５万６８３２円 

 上記金額は、下記Ⅰの金額からⅡ及びⅢの各金額を控除した金額である。 

Ⅰ 修正申告（確定申告）額 ９４５万８４３２円 

 上記金額は、原告が平成２４年青色決算書に記載した修繕費の額と同額である（甲

１の３・３枚目「⑦」欄）。 

Ⅱ 本件修繕積立金 ３３６万００００円 

 上記金額は、原告が、本件管理委託契約２に基づいて「修繕積立金」として本件会

社に対して支払った金額３７２万３６００円のうち、本件Ｈ物件及び本件Ｋ物件に対

する修繕積立金３６万３６００円を控除した金額である（甲２４の２・別紙３参照）。 

Ⅲ 本件Ｉ物件修繕積立金 １９４万１６００円 

 上記金額は、Ｉ管理規約又は本件Ｉ物件管理委託契約に基づいて、本件Ｉ物件に係

る「修繕積立金」として支払われた金額である（甲２６・８枚目、甲３０・５及び８

枚目、甲３１別表Ｂ４参照）。 

（ｄ）減価償却費 １５１５万３４０９円 

 上記金額は、下記Ⅰ～Ⅹの各金額の合計額である（下記Ⅰ～Ⅸについては別表Ｂ３－

３「⑦減価償却費の額」欄参照）。 

 なお、本件各物件に係る減価償却費の各金額の具体的な計算根拠については、下記３

において、それぞれ述べるとおりである。 

Ⅰ 本件Ｈ物件に係る減価償却費の額 ６１万９２４７円 

 上記金額は、本件Ｈ物件の建物に係る減価償却費の額５７万６９２９円と同建物附

属設備に係る減価償却費の額４万２３１８円との合計額である。 

Ⅱ 本件Ｋ物件に係る減価償却費の額 ２３万３３０４円 

 上記金額は、本件Ｋ物件の建物に係る減価償却費の額である。 

Ⅲ 本件Ｎ物件に係る減価償却費の額 ８９万９２４２円 

 上記金額は、本件Ｎ物件の建物に係る減価償却費の額８７万６１９１円と同建物附

属設備に係る減価償却費の額２万３０５１円との合計額である。 

Ⅳ 本件Ｑ物件に係る減価償却費の額 １００万５４９７円 
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 上記金額は、本件Ｑ物件の建物に係る減価償却費の額９５万８９４２円と同建物附

属設備に係る減価償却費の額４万６５５５円との合計額である。 

Ⅴ 本件Ｐ物件に係る減価償却費の額 １４０万００２６円 

 上記金額は、本件Ｐ物件の建物に係る減価償却費の額１３３万８２１２円と同建物

附属設備に係る減価償却費の額６万１８１４円との合計額である。 

Ⅵ 本件Ｌ物件に係る減価償却費の額 ２１２万８４３６円 

 上記金額は、本件Ｌ物件の建物に係る減価償却費の額２０６万７０１５円と同建物

附属設備に係る減価償却費の額６万１４２１円との合計額である。 

Ⅶ 本件Ｉ・Ａ物件に係る減価償却費の額 ４３３万０９４５円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ａ物件の建物に係る減価償却費の額２４５万９８４６円と同

建物附属設備に係る減価償却費の額１８７万１０９９円との合計額である。 

Ⅷ 本件Ｉ・Ｂ物件に係る減価償却費の額 ２３万７０２５円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ｂ物件の建物に係る減価償却費の額１３万５８０６円と同建

物附属設備に係る減価償却費の額１０万１２１９円との合計額である。 

Ⅸ 本件Ｉ・Ｃ物件に係る減価償却費の額 １４５万１５２７円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ｃ物件の建物に係る減価償却費の額８７万１７４２円と同建

物附属設備に係る減価償却費の額５７万９７８５円との合計額である。 

Ⅹ 平成２２年１０月取得の車両に係る減価償却費の額 ２８４万８１６０円 

 上記金額は、原告が平成２４年青色決算書に記載した平成２２年１０月取得の車両

に係る減価償却費の額と同額である（甲１の３・５枚目「営業車」欄の「㋷」欄）。 

（ｅ）借入金利子 １０７０万１１７２円 

 上記金額は、原告が平成２４年青色決算書に記載した借入金利子の額と同額である

（甲１の３・３枚目「⑨」欄）。 

（ｆ）管理業務委託料 １７０１万３５８８円 

 上記金額は、原告が本件各修正申告説明資料その２に記載した平成２４年修正申告に

おける管理業務委託料の額と同額である（乙６・２枚目「管理業務委託料」欄の「平成

２４年分修正申告」欄）。 

（ｇ）仲介手数料 ６９万５７３５円 

 上記金額は、原告が平成２４年青色決算書に記載した仲介手数料の額と同額である

（甲１の３・３枚目「⑬」欄）。 

（ｈ）雑費 ２８万７９１４円 

 上記金額は、原告が平成２４年青色決算書に記載した雑費の額と同額である（甲１の

３・３枚目「⑭」欄）。 

（ｉ）その他の経費 １０３万１６３１円 

 上記金額は、原告が本件各修正申告説明資料その２に記載した平成２４年修正申告に

おけるその他の経費の額と同額である（乙６・２枚目「その他の経費」欄の「平成２４

年分修正申告」欄）。 

ｃ 青色申告特別控除額 ６５万００００円 

 上記金額は、原告が平成２４年青色決算書に記載した青色申告特別控除額と同額である

（甲１の３・３枚目「㉒」欄）。 
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（イ）給与所得の金額 ３３０万００００円 

 上記金額は、原告が平成２４年修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である（甲２

の３・２枚目「⑥」欄）。 

（ウ）雑所得の金額 ９３万８３３８円 

 上記金額は、原告が平成２４年修正申告書に記載した雑所得の金額と同額である（甲２の

３・２枚目「⑦」欄）。 

イ 所得控除の額の合計額 ２７２万２０２１円 

 上記金額は、原告が平成２４年修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である

（甲２の３・２枚目「㉕」欄）。 

ウ 課税総所得金額 ２８６２万９０００円 

 上記金額は、上記アの総所得金額３１３５万１６２９円から、上記イの所得控除の額の合計

額２７２万２０２１円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ６８５万８５００円 

 上記金額は、下記（ア）の金額から（イ）及び（ウ）の各金額を控除した後の金額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額 ８６５万５６００円 

 上記金額は、上記ウの課税総所得金額２８６２万９０００円に所得税法８９条１項に規定

する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）源泉徴収税額 １８万４５００円 

 上記金額は、原告が平成２４年修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である（甲２の

３・２枚目「㊷」欄）。 

（ウ）予定納税額 １６１万２６００円 

 上記金額は、原告が平成２４年修正申告書に記載した予定納税額と同額である（甲２の

３・２枚目「㊹」欄）。 

３ 本件各物件に係る本件各係争年分における減価償却費の計算根拠 

（１）平成２２年分 

 平成２２年分における本件各物件に係る減価償却費の額は、上記２（１）ア（ア）ｂ（ｄ）Ⅰ

～Ⅸにおいて述べたとおりであるが（合計１３７６万２５６０円）、本件各物件における計算根

拠は、それぞれ以下のとおりである（全体として別表Ｂ３－１参照）。 

ア 本件Ｈ物件に係る減価償却費の額 ６８万８３６０円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｈ物件の建物に係る減価償却費の額 ６４万６０３９円 

 上記金額は、本件Ｈ物件の建物に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得価額２８８７

万２５８７円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額１１７４万６１５０円に、

下記ｃの耐用年数（４１年）における旧定率法の償却率０．０５５を乗じて算出したもので

ある。 

 原告は、平成７年２月２８日、平成６年６月以降の建物（鉄骨鉄筋コンクリート造）の償

却方法を定率法とする届出を提出していることから（甲１９６）、原告が平成１０年３月３

１日以前に取得した本件Ｈ物件（別表Ｂ２順号１、別表Ｂ６参照）の建物の償却方法は、旧

定率法が適用される（所得税法施行令１２０条１項１号イ（２））。 

ａ 取得価額 ２８８７万２５８７円 
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 上記金額は、本件Ｈ物件の購入代価４３５０万円（甲１２８、別表Ｂ２順号１、別表Ｂ

４の①）から、同購入代価を土地及び建物の固定資産税評価額（乙７、別表Ｂ５－１）に

基づき按分して計算した土地の購入代価１１０４万０７９４円（別表Ｂ４の⑤）を控除し

た建物の購入代価３２４５万９２０６円（別表Ｂ４の⑥）に、本件Ｈ物件の取得に際して

支払った仲介手数料８６万５０００円（甲１３７の１及び２、別表Ｂ４の⑦、別表Ｂ１３

順号③）のうち建物等の取得価額に算入すべき金額６４万５４５３円（上記仲介手数料を

上記のとおり算出した土地及び建物の購入代価に基づき按分したもの。別表Ｂ４の⑨）を

加算した金額３３１０万４６５９円（建物等の取得価額。別表Ｂ４の⑪）を、固定資産評

価基準による再建築費評点数（損耗等を控除した後のもの。別表Ｂ７及びＢ８－１。損耗

等については別表Ｂ８－１（注）２参照）を基に、建物と建物附属設備に按分して計算し

た建物の価額である（別表Ｂ９－１の④本件Ｈ物件Ⓐ）。 

ｂ 償却の基礎となる金額 １１７４万６１５０円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、本件Ｈ物件の取得したとき（昭和６３年６月）か

らこれを貸付けの用に供する（平成６年６月）までの減価の額１８７万０９４４円（別表

Ｂ１０－１の⑤）及び平成６年分から同２１年分までの間における減価償却費の額（別表

Ｂ１２－１の⑥）を控除した金額（未償却残高。別表Ｂ１２－１の「平成２１年分」欄の

⑦、「平成２２年分」欄の①）である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（２）参照）。 

ｃ 耐用年数 ４１年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物」の「構造又は用途」が「鉄骨

鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」における「住宅用、寄宿舎用、宿泊

所用、学校用又は体育館用のもの」（別表Ｂ２「建物の構造」参照）の年数である「４７

年」を基に、原告が本件Ｈ物件を取得するまでの経過年数を勘案して、耐用年数省令３条

１項２号ロに規定された計算の方法により算出した年数である（別表Ｂ６参照）。 

（イ）本件Ｈ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 ４万２３２１円 

 上記金額は、本件Ｈ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額である。 

 本件Ｈ物件の建物附属設備に係る減価償却費については、下記ａの取得価額４２３万２０

７２円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額３８０万８８６５円に、下記ｃの

耐用年数（１２年）における旧定額法の償却率０．０８３を乗じて算出することとなるが、

平成１９年分以前の各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額

が償却可能限度額（取得価額の１００分の９５に相当する金額）に達しているため、平成２

２年分の減価償却費の額は、平成１９年分時点における未償却残高２１万１６０３円から１

円を控除した金額を５で除して計算した金額となる（所得税法施行令１３４条２項、別表Ｂ

１２－２参照）。 

 なお、原告は、建物附属設備について所得税法４９条１項に規定する償却方法を選定して

いないため、昭和６３年６月に取得した本件Ｈ物件（別表Ｂ２順号１、別表Ｂ６参照）の建

物附属設備の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２０条１項２号及び同

令１２５条１号イ）。 

ａ 取得価額 ４２３万２０７２円 

 上記金額は、上記（ア）ａと同様の方法により計算した本件Ｈ物件に係る建物附属設備

の価額である（別表Ｂ９－１の④本件Ｈ物件Ⓑ）。 
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ｂ 償却の基礎となる金額 ３８０万８８６５円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６条

１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 

ｃ 耐用年数 １２年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物附属設備」の「構造又は用途」

が「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」における「主として金属製の

もの」の年数である「１８年」を基に、原告が取得するまでの経過年数を勘案して、耐用

年数省令３条１項２号ロに規定された計算の方法により算出した年数である（別表Ｂ６参

照）。 

イ 本件Ｋ物件に係る減価償却費の額 ２３万３３０４円 

 上記金額は、本件Ｋ物件の建物に係る減価償却費の額であり、次の（ア）の取得価額７８５

万５３２３円に基づいて算定した（イ）の償却の基礎となる金額７０６万９７９１円に、

（ウ）の耐用年数（３１年）における旧定額法の償却率０．０３３を乗じて算出した金額であ

る。 

 原告が本件Ｋ物件を取得したのは平成１１年４月である（別表Ｂ２順号２、別表Ｂ６参照）

から、当該物件の建物の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２０条１項１

号ロ）。 

（ア）取得価額 ７８５万５３２３円 

 上記金額は、本件Ｋ物件の購入代価３０８０万円（甲１２９、別表Ｂ２順号２、別表Ｂ４

の①）から、同購入代価を土地及び建物の固定資産税評価額（甲１５１～１５３、別表Ｂ５

－２）に基づき按分して計算した土地の購入代価２３１２万７３２６円（別表Ｂ４の⑤）を

控除した建物の購入代価７６７万２６７４円（別表Ｂ４の⑥）に、本件Ｋ物件の取得に際し

て支払った仲介手数料７３万３２００円（甲１３８の１、別表Ｂ４の⑦、別表Ｂ１３順号

④）のうち建物等の取得価額に算入すべき金額１８万２６４９円（上記仲介手数料を上記の

とおり算出した土地及び建物の購入代価に基づき按分したもの。別表Ｂ４の⑨）を加算した

金額である（建物等の取得価額。別表Ｂ４の⑪）。 

 なお、本件Ｋ物件の固定資産評価基準による再建築評点数については、建物と建物附属設

備との区分を確認することができないことから、上記金額を全てを建物の取得価額としてい

る（仮に、建物と建物附属設備の取得価額が区分でき、区分した建物の取得価額及び建物附

属設備の取得価額につき、それぞれ減価償却費を算出するとすれば、上記建物の取得価額か

ら建物附属設備の取得価額を控除した上、建物及び建物附属設備それぞれの取得価額に基づ

き減価償却費の計算を行うことになるが、そうすると、建物に係る減価償却費については区

分前よりも減額となり、建物附属設備に係る減価償却費については既に償却期間を経過して

いる（別表Ｂ２順号２及び別表Ｂ６の取得年月及び③「適用する耐用年数」欄参照）ことか

ら、平成２２年分において必要経費に算入すべき額は０円となる。）。 

（イ）償却の基礎となる金額 ７０６万９７９１円 

 上記金額は、上記（ア）の取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６

条１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 

（ウ）耐用年数 ３１年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物」の「構造又は用途」が「鉄骨鉄
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筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」における「住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、

学校用又は体育館用のもの」（別表Ｂ２「建物の構造」参照）の年数である「４７年」を基

に、原告が本件Ｋ物件を取得するまでの経過年数を勘案して、耐用年数省令３条１項２号ロ

に規定された計算の方法により算出した年数である（別表Ｂ６参照）。 

ウ 本件Ｎ物件に係る減価償却費の額 １０８万３６４６円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｎ物件の建物に係る減価償却費の額 ８７万６１９１円 

 上記金額は、本件Ｎ物件の建物に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得価額１３７１

万１９０４円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額１２３４万０７１４円に、

下記ｃの耐用年数（１４年）における旧定額法の償却率０．０７１を乗じて算出した金額で

ある。 

 原告が、本件Ｎ物件を取得したのは平成１３年３月である（別表Ｂ２順号３、別表Ｂ６参

照）から、当該物件に係る建物の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２

０条１項１号ロ）。 

ａ 取得価額 １３７１万１９０４円 

 上記金額は、本件Ｎ物件に係る不動産売買契約書（甲１３０）に「建物の代金」として

記載された１５００万円と「消費税等」として記載された７５万円の合計である建物の購

入代価１５７５万円（別表Ｂ２順号３、別表Ｂ４の⑥）に、本件Ｎ物件の取得に際して支

払った仲介手数料１００万円（甲１３８の２、別表Ｂ４の⑦、別表Ｂ１３順号⑤）のうち

建物等の取得価額に算入すべき金額２６万６９４９円（上記仲介手数料を不動産売買契約

書による土地及び建物の購入代価に基づき按分したもの。別表Ｂ４の⑨）を加算した金額

１６０１万６９４９円（建物等の取得価額。別表Ｂ４の⑪）を、固定資産評価基準による

再建築費評点数（損耗等を控除した後のもの。別表Ｂ７及び別表Ｂ８－１。損耗等につい

ては別表Ｂ８－１（注）２参照）を基に、建物と建物附属設備に按分して計算した建物の

価額である（別表Ｂ９－１の④本件Ｎ物件Ⓐ）。 

ｂ 償却の基礎となる金額 １２３４万０７１４円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６条

１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 

ｃ 耐用年数 １４年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物」の「構造又は用途」が「木造

又は合成樹脂造のもの」における「店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体

育館用のもの」（別表Ｂ２「建物の構造」参照）の年数である「２２年」を基に、原告が

本件Ｎ物件を取得するまでの経過年数を勘案して、耐用年数省令３条１項２号ロに規定さ

れた計算の方法により算出した年数である（別表Ｂ６参照）。 

（イ）本件Ｎ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 ２０万７４５５円 

 上記金額は、本件Ｎ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得価額

２３０万５０４５円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額２０７万４５４１円

に、下記ｃの耐用年数（１０年）における旧定額法の償却率０．１００を乗じて算出した金

額である。 

 原告は、建物附属設備について所得税法４９条１項に規定する償却方法を選定していない
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ため、平成１３年３月に取得した本件Ｎ物件（別表Ｂ２順号３、別表Ｂ６参照）の建物附属

設備の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２０条１項２号及び同令１２

５条１号イ）。 

ａ 取得価額 ２３０万５０４５円 

 上記金額は、上記（ア）ａと同様の方法により計算した本件Ｎ物件に係る建物附属設備

の価額である（別表Ｂ９－１の④本件Ｎ物件Ⓑ）。 

ｂ 償却の基礎となる金額 ２０７万４５４１円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６条

１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 

ｃ 耐用年数 １０年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物附属設備」の「構造又は用途」

が「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」における「主として金属製の

もの」の年数である「１８年」を基に、原告が取得するまでの経過年数を勘案して、耐用

年数省令３条１項２号ロに規定された計算の方法により算出した年数である（別表Ｂ６参

照）。 

エ 本件Ｑ物件に係る減価償却費の額 １４８万２６８９円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｑ物件の建物に係る減価償却費の額 ９５万８９４２円 

 上記金額は、本件Ｑ物件の建物に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得価額３９４６

万２６０８円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額３５５１万６３４８円に、

下記ｃの耐用年数（３７年）における旧定額法の償却率０．０２７を乗じて算出した金額で

ある。 

 原告が本件Ｑ物件を取得したのは平成１４年８月である（別表Ｂ２順号４、別表Ｂ６参

照）から、当該物件の建物の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２０条

１項１号ロ）。 

ａ 取得価額 ３９４６万２６０８円 

 上記金額は、本件Ｑ物件の購入代価５８００万円（甲１３１、別表Ｂ２順号４、別表Ｂ

４の①）から、同購入代価を土地及び建物の固定資産税評価額（乙８、甲１５７、１５８、

別表Ｂ５－３）に基づき按分して計算した土地の購入代価１５１４万１０３１円（別表Ｂ

４の⑤）を控除した建物の購入代価４２８５万８９６９円（別表Ｂ４の⑥）に、本件Ｑ物

件の取得に際して支払った仲介手数料１７０万４０００円（甲１３９、別表Ｂ４の⑦、別

表Ｂ１３順号⑥）のうち建物等の取得価額に算入すべき金額１２５万９１６７円（上記仲

介手数料を上記のとおり算出した土地及び建物の購入代価に基づき按分したもの。別表Ｂ

４の⑨）を加算した金額４４１１万８１３６円（建物等の取得価額。別表Ｂ４の⑪）を、

固定資産評価基準による再建築費評点数（損耗等を控除した後のもの。別表Ｂ７及び８－

１。損耗等については別表Ｂ８－１（注）２参照）を基に、建物と建物附属設備に按分し

て計算した建物の価額である（別表Ｂ９－１の④本件Ｑ物件Ⓐ）。 

ｂ 償却の基礎となる金額 ３５５１万６３４８円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６条

１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 
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ｃ 耐用年数 ３７年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物」の「構造又は用途」が「鉄骨

鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」における「住宅用、寄宿舎用、宿泊

所用、学校用又は体育館用のもの」（別表Ｂ２「建物の構造」参照）の年数である「４７

年」を基に、原告が本件Ｑ物件を取得するまでの経過年数を勘案して、耐用年数省令３条

１項２号ロに規定された計算の方法により算出した年数である（別表Ｂ６参照）。 

（イ）本件Ｑ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 ５２万３７４７円 

 上記金額は、本件Ｑ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得価額

４６５万５５２８円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額４１８万９９７６円

に、下記ｃの耐用年数（８年）における旧定額法の償却率０．１２５を乗じて算出した金額

である。 

 原告は、建物附属設備について所得税法４９条１項に規定する償却方法を選定していない

ため、平成１４年８月に取得した本件Ｑ物件（別表Ｂ２順号４、別表Ｂ６参照）の建物附属

設備の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２０条１項２号及び同令１２

５条１号イ）。 

ａ 取得価額 ４６５万５５２８円 

 上記金額は、上記（ア）ａと同様の方法により計算した本件Ｑ物件に係る建物附属設備

の価額である（別表Ｂ９－１の④本件Ｑ物件Ⓑ）。 

ｂ 償却の基礎となる金額 ４１８万９９７６円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６条

１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 

ｃ 耐用年数 ８年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物附属設備」の「構造又は用途」

が「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」における「主として金属製の

もの」の年数である「１８年」を基に、原告が本件Ｑ物件を取得するまでの経過年数を勘

案して、耐用年数省令３条１項２号ロに規定された計算の方法により算出した年数である

（別表Ｂ６参照）。 

オ 本件Ｐ物件に係る減価償却費の額 １４０万００２６円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｐ物件の建物に係る減価償却費の額 １３３万８２１２円 

 上記金額は、本件Ｐ物件の建物に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得価額５５０７

万０４３９円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額４９５６万３３９６円に、

下記ｃの耐用年数（３７年）における旧定額法の償却率０．０２７を乗じて算出した金額で

ある。 

 原告が本件Ｐ物件を取得したのは平成１４年１２月である（別表Ｂ２順号５、別表Ｂ６参

照）から、当該物件の建物の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２０条

１項１号ロ）。 

ａ 取得価額 ５５０７万０４３９円 

 上記金額は、本件Ｐ物件に係る不動産売買契約書（甲第１３２号証の１及び２）に「建

物」として記載された５２２９万４８１６円と「消費税」として記載された２６１万４７
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４０円の合計である建物の購入代価５４９０万９５５６円（別表Ｂ２順号５、別表Ｂ４の

⑥）に、本件Ｐ物件の取得に際して支払った仲介手数料１８０万円（甲１４０の１及び２、

別表Ｂ４の⑦、別表Ｂ１３順号⑨）のうち建物等の取得価額に算入すべき金額９８万８３

７２円（上記仲介手数料を不動産売買契約書による土地及び建物の購入代価に基づき按分

したもの。別表Ｂ４の⑨）を加算した金額５５８９万７９２８円（建物等の取得価額。別

表Ｂ４の⑪）を、本件Ｐ物件の前所有者が平成１４年所得税青色申告決算書（不動産所得

用）に計上していた建物及び建物附属設備（給水ポンプ）の取得価額（甲９０参照。なお、

前所有者の所有期間に応じた損耗等を控除した後のもの。別表Ｂ８－２）を基に、建物と

建物附属設備に按分して計算した建物の価額である（別表Ｂ９－２の④本件Ｐ物件Ⓐ）。 

ｂ 償却の基礎となる金額 ４９５６万３３９６円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６条

１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 

ｃ 耐用年数 ３７年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物」の「構造又は用途」が「鉄骨

鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」における「住宅用、寄宿舎用、宿泊

所用、学校用又は体育館用のもの」（別表Ｂ２「建物の構造」参照）の年数である「４７

年」を基に、原告が本件Ｐ物件を取得するまでの経過年数を勘案して、耐用年数省令３条

１項２号ロに規定された計算の方法により算出した年数である（別表Ｂ６参照）。 

（イ）本件Ｐ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 ６万１８１４円 

 上記金額は、本件Ｐ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得価額

８２万７４８９円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額７４万４７４１円に、

下記ｃの耐用年数（１２年）における旧定額法の償却率０．０８３を乗じて算出した金額で

ある。 

 原告は、建物附属設備について所得税法４９条１項に規定する償却方法を選定していない

ため、平成１４年１２月に取得した本件Ｐ物件（別表Ｂ２順号５、別表Ｂ６参照）の建物附

属設備の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２０条１項２号及び同令１

２５条１号イ）。 

ａ 取得価額 ８２万７４８９円 

 上記金額は、上記（ア）ａと同様の方法により計算した本件Ｐ物件に係る建物附属設備

の価額である（別表Ｂ９－２の④本件Ｐ物件Ⓑ）。 

ｂ 償却の基礎となる金額 ７４万４７４１円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６条

１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 

ｃ 耐用年数 １２年 

 本件Ｐ物件の建物附属設備（給水ポンプ）の耐用年数は、耐用年数省令別表第一におけ

る「建物附属設備」の「構造又は用途」が「給排水又は衛生設備及びガス設備」の年数で

ある「１５年」を基に、原告が取得するまでの経過年数を勘案して、耐用年数省令３条１

項２号ロに規定された計算の方法により算出した年数である（別表Ｂ６参照）。 

カ 本件Ｌ物件に係る減価償却費の額 ２８５万５０３８円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 
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（ア）本件Ｌ物件の建物に係る減価償却費の額 ２０６万７０１５円 

 上記金額は、本件Ｌ物件の建物に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得価額７９１９

万５９５９円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額７１２７万６３６４円に、

下記ｃの耐用年数（３５年）における旧定額法の償却率０．０２９を乗じて算出した金額で

ある。 

 原告が本件Ｌ物件を取得したのは平成１６年７月である（別表Ｂ２順号６、別表Ｂ６参

照）から、当該物件の建物の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２０条

１項１号ロ）。 

ａ 取得価額 ７９１９万５９５９円 

 上記金額は、本件Ｌ物件に係る不動産売買契約書（甲１３３）に「建物にかかる消費

税」として記載された４００万円を消費税等の税率（合計５パーセント）で除して得た額

８０００万円と消費税等４００万円の合計である建物の購入代価８４００万円（別表Ｂ２

順号６、別表Ｂ４の⑥）に、本件Ｌ物件の取得に際して支払った仲介手数料２８０万３５

００円（甲１４１、別表Ｂ４の⑦、別表Ｂ１３順号⑩）のうち建物等の取得価額に算入す

べき金額１３３万８０３４円（上記仲介手数料を上記のとおりの不動産売買契約書による

土地及び建物の購入代価に基づき按分したもの。別表Ｂ４の⑨）を加算した金額８５３３

万８０３４円（建物等の取得価額。別表Ｂ４の⑪）を、固定資産評価基準による再建築費

評点数（損耗等を控除した後のもの。別表Ｂ７及びＢ８－１。損耗等については別表Ｂ８

－１（注）２参照）を基に、建物と建物附属設備に按分して計算した建物の価額である

（別表Ｂ９－１の④本件Ｌ物件Ⓐ）。 

ｂ 償却の基礎となる金額 ７１２７万６３６４円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６条

１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 

ｃ 耐用年数 ３５年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物」の「構造又は用途」が「鉄骨

鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」における「住宅用、寄宿舎用、宿泊

所用、学校用又は体育館用のもの」（別表Ｂ２「建物の構造」参照）の年数である「４７

年」を基に、原告が本件Ｌ物件を取得するまでの経過年数を勘案して、耐用年数省令３条

１項２号ロに規定された計算の方法により算出した年数である（別表Ｂ６参照）。 

（イ）本件Ｌ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 ７８万８０２３円 

 上記金額は、本件Ｌ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額である。 

 下記ａの取得価額６１４万２０７５円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額

５５２万７８６８円に下記ｃの耐用年数（６年）における旧定額法の償却率０．１６６を乗

じて算出した金額と、平成２１年分以前の各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算

入された金額の累積額との合計額が、償却可能限度額（取得価額の１００分の９５に相当す

る金額）を超えるため、平成２２年分の減価償却費は、その累計が取得価額の９５パーセン

トに達するまでの額となり、平成２１年分時点における未償却残高１０９万５１２６円から

償却可能限度額３０万７１０３円（取得価額の５パーセント）を控除した金額７８万８０２

３円となる（所得税法施行令１３４条１項、別表Ｂ１２－５参照）。 

 なお、原告は、建物附属設備について所得税法４９条１項に規定する償却方法を選定して
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いないため、平成１６年７月に取得した本件Ｌ物件（別表Ｂ２順号６、別表Ｂ６参照）の建

物附属設備の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２０条１項２号及び同

令１２５条１号イ）。 

ａ 取得価額 ６１４万２０７５円 

 上記金額は、上記（ア）ａと同様の方法により計算した本件Ｌ物件に係る建物附属設備

の価額である（別表Ｂ９－１の④本件Ｌ物件Ⓑ）。 

ｂ 償却の基礎となる金額 ５５２万７８６８円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６条

１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 

ｃ 耐用年数 ６年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物附属設備」の「構造又は用途」

が「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」における「主として金属製の

もの」の年数である「１８年」を基に、原告が本件Ｌ物件を取得するまでの経過年数を勘

案して、耐用年数省令３条１項２号ロに規定された計算の方法により算出した年数である

（別表Ｂ６参照）。 

キ 本件Ｉ・Ａ物件に係る減価償却費の額 ４３３万０９４５円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｉ・Ａ物件の建物に係る減価償却費の額 ２４５万９８４６円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ａ物件の建物に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得価額１億

０１２２万８２３０円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額９１１０万５４０

７円に、下記ｃの耐用年数（３７年）における旧定額法の償却率０．０２７を乗じて算出し

た金額である。 

 原告が本件Ｉ・Ａ物件を取得したのは平成１６年８月である（別表Ｂ２順号７、別表Ｂ６

参照）から、当該物件の建物の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２０

条１項１号ロ）。 

ａ 取得価額 １億０１２２万８２３０円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ａ物件に係る不動産売買契約書（甲１３４）に「建物代金」とし

て記載された１億１０００万円と「建物に係る消費税」として記載された５５０万円の合

計である建物の購入代価１億１５５０万円（別表Ｂ２順号７、別表Ｂ４の⑥）に、本件

Ｉ・Ａ物件の取得に際して支払った仲介手数料４７０万円（甲１４２の１及び２、別表Ｂ

４の⑦、別表Ｂ１３順号⑬）のうち建物等の取得価額に算入すべき金額２３６万０２１７

円（上記仲介手数料を不動産売買契約書による土地及び建物の購入代価に基づき按分した

もの。別表Ｂ４の⑨）を加算した金額１億１７８６万０２１７円（建物等の取得価額。別

表Ｂ４の⑪）を、固定資産評価基準による再建築費評点数（損耗等を控除した後のもの。

別表Ｂ７及び８－１。損耗等については別表Ｂ８－１（注）２参照）を基に、建物と建物

附属設備に按分して計算した建物の価額である（別表Ｂ９－１の④本件Ｉ・Ａ物件Ⓐ）。 

ｂ 償却の基礎となる金額 ９１１０万５４０７円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６条

１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 

ｃ 耐用年数 ３７年 
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 本件Ｉ・Ａ物件の建物の耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物」の「構造

又は用途」が「鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」における「住宅

用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの」（別表Ｂ２「建物の構造」参照）

の年数である「４７年」を基に、原告が本件Ｉ・Ａ物件を取得するまでの経過年数を勘案

して、耐用年数省令３条１項２号ロに規定された計算の方法により算出した年数である

（別表Ｂ６参照）。 

（イ）本件Ｉ・Ａ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 １８７万１０９９円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ａ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得

価額１６６３万１９８７円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額１４９６万８

７８９円に、下記ｃの耐用年数（８年）における旧定額法の償却率０．１２５を乗じて算出

した金額である。 

 原告は、建物附属設備について所得税法４９条１項に規定する償却方法を選定していない

ため、平成１６年８月に取得した本件Ｉ・Ａ物件（別表Ｂ２順号７、別表Ｂ６参照）の建物

附属設備の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２０条１項２号及び同令

１２５条１号イ）。 

ａ 取得価額 １６６３万１９８７円 

 上記金額は、上記（ア）ａと同様の方法により計算した本件Ｉ・Ａ物件に係る建物附属

設備の価額である（別表Ｂ９－１の④本件Ｉ・Ａ物件Ⓑ）。 

ｂ 償却の基礎となる金額 １４９６万８７８９円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６条

１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 

ｃ 耐用年数 ８年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物附属設備」の「構造又は用途」

が「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」における「主として金属製の

もの」の年数である「１８年」を基に、原告が本件Ｉ・Ａ物件を取得するまでの経過年数

を勘案して、耐用年数省令３条１項２号ロに規定された計算の方法により算出した年数で

ある（別表Ｂ６参照）。 

ク 本件Ｉ・Ｂ物件に係る減価償却費の額 ２３万７０２５円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｉ・Ｂ物件の建物に係る減価償却費の額 １３万５８０６円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ｂ物件の建物に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得価額５２

０万３２９１円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額４６８万２９６２円に、

下記ｃの耐用年数（３５年）における旧定額法の償却率０．０２９を乗じて算出した金額で

ある。 

 原告が本件Ｉ・Ｂ物件を取得したのは平成１８年９月である（別表Ｂ２順号７、別表Ｂ６

参照）から、当該物件の建物の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２０

条１項１号ロ）。 

ａ 取得価額 ５２０万３２９１円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ｂ物件に係る不動産売買契約書（甲１３５）に「本体価格」、「建

物」として記載された５４０万円と「消費税および地方消費税相当額」として記載された
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２７万円の合計である建物の購入代価５６７万円（別表Ｂ２順号７、別表Ｂ４の⑥）に、

本件Ｉ・Ｂ物件の取得に際して支払った仲介手数料３５万６８９５円（甲１４３、別表Ｂ

４の⑦、別表Ｂ１３順号⑭）のうち建物等の取得価額に算入すべき金額２１万０７９１円

（上記仲介手数料を不動産売買契約書による土地及び建物の購入代価に基づき按分したも

の。別表Ｂ４の⑨）を加算した金額５８８万０７９１円（建物等の取得価額。別表Ｂ４の

⑪）を、固定資産評価基準による再建築費評点数（損耗等を控除した後のもの。別表Ｂ７

及びＢ８－１。損耗等については別表Ｂ８－１（注）２参照）を基に、建物と建物附属設

備に按分して計算した建物の価額である（別表Ｂ９－１の④本件Ｉ・Ｂ物件Ⓐ）。 

ｂ 償却の基礎となる金額 ４６８万２９６２円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６条

１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 

ｃ 耐用年数 ３５年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物」の「構造又は用途」が「鉄骨

鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」における「住宅用、寄宿舎用、宿泊

所用、学校用又は体育館用のもの」（別表Ｂ２「建物の構造」参照）の年数である「４７

年」を基に、原告が取得するまでの経過年数を勘案して、耐用年数省令３条１項２号ロに

規定された計算の方法により算出した年数である（別表Ｂ６参照）。 

（イ）本件Ｉ・Ｂ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 １０万１２１９円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ｂ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得

価額６７万７５００円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額６０万９７５０円

に、下記ｃの耐用年数（６年）における旧定額法の償却率０．１６６を乗じて算出した金額

である。 

 原告は、建物附属設備について所得税法４９条１項に規定する償却方法を選定していない

ため、平成１８年９月に取得した本件Ｉ・Ｂ物件（別表Ｂ２順号７、別表Ｂ６参照）の建物

附属設備の償却方法は、旧定額法が適用される（所得税法施行令１２０条１項２号及び同令

１２５条１号イ）。 

ａ 取得価額 ６７万７５００円 

 上記金額は、上記（ア）ａと同様の方法により計算した本件Ｉ・Ｂ物件に係る建物附属

設備の価額である（別表Ｂ９－１の④本件Ｉ・Ｂ物件Ⓑ）。 

ｂ 償却の基礎となる金額 ６０万９７５０円 

 上記金額は、上記ａの取得価額から、残存価額（取得価額の１０％。耐用年数省令６条

１項）を控除した金額である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（１）参照）。 

ｃ 耐用年数 ６年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物附属設備」の「構造又は用途」

が「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」における「主として金属製の

もの」の年数である「１８年」を基に、原告が取得するまでの経過年数を勘案して、耐用

年数省令３条１項２号ロに規定された計算の方法により算出した年数である（別表Ｂ６参

照）。 

ケ 本件Ｉ・Ｃ物件に係る減価償却費の額 １４５万１５２７円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 



112 

（ア）本件Ｉ・Ｃ物件の建物に係る減価償却費の額 ８７万１７４２円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ｃ物件の建物に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得価額３０

０６万００４５円に、下記ｂの耐用年数（３５年）における定額法の償却率０．０２９を乗

じて算出した金額である。 

 原告が本件Ｉ・Ｃ物件を取得したのは平成１９年７月である（別表Ｂ２順号７、別表Ｂ６

参照）から、当該物件の建物の償却方法は、定額法が適用される（所得税法施行令１２０条

の２第１項１号）。 

ａ 取得価額 ３００６万００４５円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ｃ物件の購入代価６１０１万円（甲１３６。５４９３万円と６０

８万円の合計。別表Ｂ２順号７、別表Ｂ４の①）から、同購入代価を土地及び建物の固定

資産税評価額（乙９、甲１７１、別表Ｂ５－４、別表Ｂ５－４－１及び２。）に基づき按

分して計算した土地の購入代価２７４７万８１８９円（別表Ｂ４の⑤）を控除した金額３

３５３万１８１１円（建物等の取得価額。別表Ｂ４の⑪）を、固定資産評価基準による再

建築費評点数（損耗等を控除した後のもの。別表Ｂ７及びＢ８－１。損耗等については別

表Ｂ８－１（注）２参照）を基に、建物と建物附属設備に按分して計算した建物の価額で

ある（別表Ｂ９－１の④本件Ｉ・Ｃ物件Ⓐ）。 

ｂ 耐用年数 ３５年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物」の「構造又は用途」が「鉄骨

鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」における「住宅用、寄宿舎用、宿泊

所用、学校用又は体育館用のもの」（別表Ｂ２「建物の構造」参照）の年数である「４７

年」を基に、原告が取得するまでの経過年数を勘案して、耐用年数省令３条１項２号ロに

規定された計算の方法により算出した年数である（別表Ｂ６参照）。 

（イ）本件Ｉ・Ｃ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 ５７万９７８５円 

 上記金額は、本件Ｉ・Ｃ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得

価額３４７万１７６６円に、下記ｂの耐用年数（６年）における定額法の償却率０．１６７

を乗じて算出した金額である。 

 原告は、建物附属設備について所得税法４９条１項に規定する償却方法を選定していない

ため、平成１９年７月に取得した本件Ｉ・Ｃ物件（別表Ｂ２順号７、別表Ｂ６参照）の建物

附属設備の償却方法は、定額法が適用される（所得税法施行令１２３条１項、同令１２５条

２号イ）。 

ａ 取得価額 ３４７万１７６６円 

 上記金額は、上記（ア）ａと同様の方法により計算した本件Ｉ・Ｃ物件に係る建物附属

設備の価額である（別表Ｂ９－１の④本件Ｉ・Ｃ物件Ⓑ）。 

ｂ 耐用年数 ６年 

 上記耐用年数は、耐用年数省令別表第一における「建物附属設備」の「構造又は用途」

が「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」における「主として金属製の

もの」の年数である「１８年」を基に、原告が取得するまでの経過年数を勘案して、耐用

年数省令３条１項２号ロに規定された計算の方法により算出した年数である（別表Ｂ６参

照）。 

（２）平成２３年分 
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 平成２３年分における本件各物件に係る減価償却費の額は、上記２（２）ア（ア）ｂ（ｄ）Ⅰ

～Ⅸにおいて述べたとおりであるが（合計１２４６万９９７７円）、本件各物件における計算根

拠は、それぞれ以下のとおりである（全体として別表Ｂ３－２参照）。 

ア 本件Ｈ物件に係る減価償却費の額 ６５万２８２８円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｈ物件の建物に係る減価償却費の額 ６１万０５０７円 

 上記金額は、本件Ｈ物件の建物に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得価額２８８７

万２５８７円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額１１１０万０１１１円に、

下記ｃの耐用年数（４１年）における旧定率法の償却率０．０５５を乗じて算出したもので

ある。 

 なお、本件Ｈ物件の建物に適用される償却方法が旧定率法となることについては、上記

（１）ア（ア）で述べたとおりである。 

ａ 取得価額 ２８８７万２５８７円 

 上記金額の計算根拠については、上記（１）ア（ア）ａで述べたとおりである。 

ｂ 償却の基礎となる金額 １１１０万０１１１円 

 上記金額は、平成２２年分の償却の基礎となる金額１１７４万６１５０円（上記（１）

ア（ア）ｂ）から同年分の減価償却費の額６４万６０３９円（上記（１）ア（ア）、別表

Ｂ１２－１の⑥）を控除した金額（未償却残高。別表Ｂ１２－１の「平成２２年分」欄の

⑦、「平成２３年分」欄の①）である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（２）参照）。 

ｃ 耐用年数 ４１年 

 上記年数の根拠については、上記（１）ア（ア）ｃで述べたとおりである。 

（イ）本件Ｈ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 ４万２３２１円 

 上記金額及びその計算根拠については、平成２２年分において述べたもの（上記（１）ア

（イ））と同じである（所得税法施行令１３４条２項、別表Ｂ１２－２参照）。 

イ 本件Ｋ物件に係る減価償却費の額 ２３万３３０４円 

 上記（１）イで述べたとおり、本件Ｋ物件の建物に適用される償却方法は旧定額法であるか

ら、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの（上記（１）イ）と同じ

である。 

ウ 本件Ｎ物件に係る減価償却費の額 １０６万２３９６円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｎ物件の建物に係る減価償却費の額 ８７万６１９１円 

 上記（１）ウ（ア）で述べたとおり、本件Ｎ物件の建物に適用される償却方法は旧定額法

であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの（上記（１）

ウ（ア））と同じである。 

（イ）本件Ｎ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 １８万６２０５円 

 上記金額は、本件Ｎ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額である。 

 下記ａの取得価額２３０万５０４５円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額

２０７万４５４１円に下記ｃの耐用年数（１０年）における旧定額法の償却率０．１００を

乗じて算出した金額と、平成２２年分以前の各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に

算入された金額の累積額との合計額が、償却可能限度額（取得価額の１００分の９５に相当
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する金額）を超えるため、平成２３年分の減価償却費は、その累計が取得価額の９５パーセ

ントに達するまでの額となり、平成２２年分時点における未償却残高３０万１４５７円から

償却可能限度額１１万５２５２円（取得価額の５パーセント）を控除した金額１８万６２０

５円となる（所得税法施行令１３４条１項、別表Ｂ１２－３参照）。 

 なお、本件Ｎ物件の建物附属設備に適用される償却方法が旧定額法となることについては、

上記（１）ウ（イ）で述べたとおりである。 

ａ 取得価額 ２３０万５０４５円 

 上記金額の計算根拠については、上記（１）ウ（イ）ａで述べたとおりである。 

ｂ 償却の基礎となる金額 ２０７万４５４１円 

 上記金額の計算根拠については、上記（１）ウ（イ）ｂで述べたとおりである。 

ｃ 耐用年数 １０年 

 上記年数の根拠については、上記（１）ウ（イ）ｃで述べたとおりである。 

エ 本件Ｑ物件に係る減価償却費の額 ９７万３４９０円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｑ物件の建物に係る減価償却費の額 ９５万８９４２円 

 上記（１）エ（ア）で述べたとおり、本件Ｑ物件の建物に適用される償却方法は旧定額法

であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの（上記（１）

エ（ア））と同じである。 

（イ）本件Ｑ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 １万４５４８円 

 上記金額は、本件Ｑ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額である。 

 下記ａの取得価額４６５万５５２８円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額

４１８万９９７６円に下記ｃの耐用年数（８年）における旧定額法の償却率０．１２５を乗

じて算出した金額と、平成２２年分以前の各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算

入された金額の累積額との合計額が、償却可能限度額（取得価額の１００分の９５に相当す

る金額）を超えるため、平成２３年分の減価償却費は、その累計が取得価額の９５パーセン

トに達するまでの額となり、平成２２年分時点における未償却残高２４万７３２４円から償

却可能限度額２３万２７７６円（取得価額の５パーセント）を控除した金額１万４５４８円

となる（所得税法施行令１３４条１項、別表Ｂ１２－４参照）。 

 なお、本件Ｑ物件の建物附属設備に適用される償却方法が旧定額法となることについては、

上記（１）エ（イ）で述べたとおりである。 

ａ 取得価額 ４６５万５５２８円 

 上記金額の計算根拠については、上記（１）エ（イ）ａで述べたとおりである。 

ｂ 償却の基礎となる金額 ４１８万９９７６円 

 上記金額の計算根拠については、上記（１）エ（イ）ｂで述べたとおりである。 

ｃ 耐用年数 ８年 

 上記年数の根拠については、上記（１）エ（イ）ｃで述べたとおりである。 

オ 本件Ｐ物件に係る減価償却費の額 １４０万００２６円 

 上記（１）オで述べたとおり、本件Ｐ物件の建物及び建物附属設備に適用される償却方法は

旧定額法であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの（上記

（１）オ）と同じである。 
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カ 本件Ｌ物件に係る減価償却費の額 ２１２万８４３６円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｌ物件の建物に係る減価償却費の額 ２０６万７０１５円 

 上記（１）カ（ア）で述べたとおり、本件Ｌ物件の建物に適用される償却方法は旧定額法

であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの（上記（１）

カ（ア））と同じである。 

（イ）本件Ｌ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 ６万１４２１円 

 上記金額は、本件Ｌ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額である。 

 本件Ｌ物件の建物附属設備に係る減価償却費については、上記（１）カ（イ）で述べたと

おりの取得価額、償却の基礎となる金額、耐用年数に基づき算出することとなるが、平成２

２年分以前の各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が償却

可能限度額（取得価額の１００分の９５に相当する金額）に達しているため、平成２３年分

の減価償却費の額は、平成２２年分時点における未償却残高３０万７１０３円から１円を控

除した金額を５で除して計算した金額となる（所得税法施行令１３４条２項、別表Ｂ１２－

５参照）。 

キ 本件Ｉ・Ａ物件に係る減価償却費の額 ４３３万０９４５円 

 上記（１）キで述べたとおり、本件Ｉ・Ａ物件の建物及び建物附属設備に適用される償却方

法は旧定額法であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの

（上記（１）キ）と同じである。 

ク 本件Ｉ・Ｂ物件に係る減価償却費の額 ２３万７０２５円 

 上記（１）クで述べたとおり、本件Ｉ・Ｂ物件の建物及び建物附属設備に適用される償却方

法は旧定額法であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの

（上記（１）ク）と同じである。 

ケ 本件Ｉ・Ｃ物件に係る減価償却費の額 １４５万１５２７円 

 上記（１）ケで述べたとおり、本件Ｉ・Ｃ物件の建物及び建物附属設備に適用される償却方

法は定額法であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの（上

記（１）ケ）と同じである。 

（３）平成２４年分 

 平成２４年分における本件各物件に係る減価償却費の額は、上記２（３）ア（ア）ｂ（ｄ）Ⅰ

～Ⅸにおいて述べたとおりであるが（合計１２３０万５２４９円）、本件各物件における計算根

拠は、それぞれ以下のとおりである（全体として別表Ｂ３－３参照）。 

ア 本件Ｈ物件に係る減価償却費の額 ６１万９２４７円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｈ物件の建物に係る減価償却費の額 ５７万６９２９円 

 上記金額は、本件Ｈ物件の建物に係る減価償却費の額であり、下記ａの取得価額２８８７

万２５８７円に基づいて算定した下記ｂの償却の基礎となる金額１０４８万９６０４円に、

下記ｃの耐用年数（４１年）における旧定率法の償却率０．０５５を乗じて算出したもので

ある。 

 なお、本件Ｈ物件の建物に適用される償却方法が旧定率法となることについては、上記

（１）ア（ア）で述べたとおりである。 
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ａ 取得価額 ２８８７万２５８７円 

 上記金額の計算根拠については、上記（１）ア（ア）ａで述べたとおりである。 

ｂ 償却の基礎となる金額 １０４８万９６０４円 

 上記金額は、平成２３年分の償却の基礎となる金額１１１０万０１１１円（上記（２）

ア（ア）ｂ）から同年分の減価償却費の額６１万０５０７円（上記（２）ア（ア）、別表

Ｂ１２－１の⑥）を控除した金額（未償却残高。別表Ｂ１２－１の「平成２３年分」欄の

⑦、「平成２４年分」欄の①）である（所得税法施行令１２０条１項１号イ（２）参照）。 

ｃ 耐用年数 ４１年 

 上記年数の根拠については、上記（１）ア（ア）ｃで述べたとおりである。 

（イ）本件Ｈ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 ４万２３１８円 

 上記金額及びその計算根拠については、平成２２年分において述べたもの（上記（１）ア

（イ））と同じである（所得税法施行令１３４条２項、別表Ｂ１２－２参照）。 

イ 本件Ｋ物件に係る減価償却費の額 ２３万３３０４円 

 上記（１）イで述べたとおり、本件Ｋ物件の建物に適用される償却方法は旧定額法であるか

ら、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの（上記（１）イ）と同じ

である。 

ウ 本件Ｎ物件に係る減価償却費の額 ８９万９２４２円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｎ物件の建物に係る減価償却費の額 ８７万６１９１円 

 上記（１）ウ（ア）で述べたとおり、本件Ｎ物件の建物に適用される償却方法は旧定額法

であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの（上記（１）

ウ（ア））と同じである。 

（イ）本件Ｎ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 ２万３０５１円 

 上記金額は、本件Ｎ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額である。 

 本件Ｎ物件の建物附属設備に係る減価償却費については、上記（１）ウ（イ）で述べたと

おりの取得価額、償却の基礎となる金額、耐用年数に基づき算出することになるが、平成２

３年分以前の各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が償却

可能限度額（取得価額の１００分の９５に相当する金額）に達しているため、平成２４年分

の減価償却費の額は、平成２３年分時点における未償却残高１１万５２５２円から１円を控

除した金額を５で除して計算した金額となる（所得税法施行令１３４条２項、別表Ｂ１２－

３参照）。 

エ 本件Ｑ物件に係る減価償却費の額 １００万５４９７円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｑ物件の建物に係る減価償却費の額 ９５万８９４２円 

 上記（１）エ（ア）で述べたとおり、本件Ｑ物件の建物に適用される償却方法は旧定額法

であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの（上記（１）

エ（ア））と同じである。 

（イ）本件Ｑ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 ４万６５５５円 

 上記金額は、本件Ｑ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額である。 

 本件Ｑ物件の建物附属設備に係る減価償却費については、上記（１）エ（イ）で述べたと
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おりの取得価額、償却の基礎となる金額、耐用年数に基づき算出することになるが、平成２

３年分以前の各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が償却

可能限度額（取得価額の１００分の９５に相当する金額）に達しているため、平成２４年分

の減価償却費の額は、平成２３年分時点における未償却残高２３万２７７６円から１円を控

除した金額を５で除して計算した金額となる（所得税法施行令１３４条２項、別表Ｂ１２－

４参照）。 

オ 本件Ｐ物件に係る減価償却費の額 １４０万００２６円 

 上記（１）オで述べたとおり、本件Ｐ物件の建物及び建物附属設備に適用される償却方法は

旧定額法であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの（上記

（１）オ）と同じである。 

カ 本件Ｌ物件に係る減価償却費の額 ２１２万８４３６円 

 上記金額は、下記（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

（ア）本件Ｌ物件の建物に係る減価償却費の額 ２０６万７０１５円 

 上記（１）カ（ア）で述べたとおり、本件Ｌ物件の建物に適用される償却方法は旧定額法

であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの（上記（１）

カ（ア））と同じである。 

（イ）本件Ｌ物件の建物附属設備に係る減価償却費の額 ６万１４２１円 

 上記金額及びその計算根拠については、平成２３年分において述べたもの（上記（２）カ

（イ））と同じである（所得税法施行令１３４条２項、別表Ｂ１２－５参照）。 

キ 本件Ｉ・Ａ物件に係る減価償却費の額 ４３３万０９４５円 

 上記（１）キで述べたとおり、本件Ｉ・Ａ物件の建物及び建物附属設備に適用される償却方

法は旧定額法であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの

（上記（１）キ）と同じである。 

ク 本件Ｉ・Ｂ物件に係る減価償却費の額 ２３万７０２５円 

 上記（１）クで述べたとおり、本件Ｉ・Ｂ物件の建物及び建物附属設備に適用される償却方

法は旧定額法であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの

（上記（１）ク）と同じである。 

ケ 本件Ｉ・Ｃ物件に係る減価償却費の額 １４５万１５２７円 

 上記（１）ケで述べたとおり、本件Ｉ・Ｃ物件の建物及び建物附属設備に適用される償却方

法は旧定額法であるから、上記金額及びその計算根拠は、平成２２年分において述べたもの

（上記（１）ケ）と同じである。 

４ 本件各更正処分の適法性 

 被告が本件訴えにおいて主張する、原告の本件各係争年分の所得税の総所得金額及び納付すべき

税額等については上記２で述べたとおりであるところ、これらの金額は、本件各更正処分における

総所得金額及び納付すべき税額（ただし、平成２３年分及び平成２４年分については本件裁決によ

り一部取り消された後のもの。平成２２年分について甲４の１・２１頁「Ⓑ更正後の額」⑥及び㊱

欄、平成２３年分及び平成２４年分について甲１７・７５及び７８頁の各「裁決後の額Ｂ」⑤及び

㉞欄。）と同額であるから、本件各更正処分はいずれも適法である。 

５ 本件各賦課決定処分２の根拠及び適法性 

 上記４のとおり、本件各更正処分はいずれも適法であるところ、本件各更正処分により新たに納
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付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに本件各更正処分前における税額の計算の基礎とさ

れなかったことについて、通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、本件各更正処分により原告に賦課される過少申告加算税の額は、本件各更正処分に

より原告が新たに納付すべきこととなる税額を基礎として、次のとおり計算して算出された金額と

なり、この過少申告加算税の額は、本件各賦課決定処分２における過少申告加算税の額（ただし、

平成２３年分及び平成２４年分については本件裁決により一部取り消された後のもの。平成２２年

分について甲４の１・１頁「過少申告加算税額」欄、平成２３年分及び平成２４年分について甲１

７・７５及び７８頁の各「裁決後の額Ｂ」㊶欄。）と同額であるから、本件各賦課決定処分２は、

いずれも適法である。 

（１）平成２２年分 ７９万１５００円 

 上記金額は、下記ア及びイの各金額の合計額である（甲４の１・２２頁）。 

ア 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ６０万１０００円 

 上記金額は、平成２２年更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額６０１万

円（通則法１１８条３項の規定により、１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下同じ。

甲４の１・２１頁「Ｃ 増減（△印）差額」欄の㉝欄及び㊱欄、２２頁①欄及び⑰欄）に、同

法６５条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である。 

イ 通則法６５条２項の規定に基づく金額 １９万０５００円 

 上記金額は、平成２２年更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額６０１万

７２００円に平成２２年修正申告により納付すべき税額１４２万１３００円を加算した税額７

４３万８５００円が、期限内申告税額３６２万７７００円（甲４の１・２２頁⑬欄）と５０万

円とのうち多い金額である３６２万７７００円を超える部分に相当する税額３８１万円（７４

３万８５００円－３６２万７７００円。通則法１１８条３項の規定により、１万円未満の端数

を切り捨てた後のもの。以下同じ。）に、同法６５条２項の規定に基づき１００分の５の割合

を乗じて算出した金額である。 

（２）平成２３年分 ６３万９０００円 

 上記金額は、下記ア及びイの各金額の合計額である（甲１７・７３頁）。 

ア 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ５０万５０００円 

 上記金額は、平成２３年更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額５０５万

円（甲１７・７３頁「平成２３年分」の「審判所認定額」①欄）に、通則法６５条１項の規定

に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である。 

イ 通則法６５条２項の規定に基づく金額 １３万４０００円 

 上記金額は、平成２３年更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額５０５万

６７００円に平成２３年修正申告により納付すべき税額４９万７３００円を加算した税額５５

５万４０００円が、期限内申告税額２８６万８８００円（甲１７・７３頁「平成２３年分」の

「審判所認定額」⑦欄）と５０万円とのうち多い金額である２８６万８８００円を超える部分

に相当する税額２６８万円（５５５万４０００円－２８６万８８００円）に、通則法６５条２

項の規定に基づき１００分の５の割合を乗じて算出した金額１３万４０００円を加算した金額

である。 

（３）平成２４年分 ５０万７５００円 

 上記金額は、下記ア及びイの各金額の合計額である（甲１７・７３頁）。 
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ア 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ３８万２０００円 

 上記金額は、平成２４年更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額３８２万

円（甲１７・７３頁「平成２４年分」の「審判所認定額」①欄）に、通則法６５条１項の規定

に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である。 

イ 通則法６５条２項の規定に基づく金額 １２万５５００円 

 上記金額は、平成２４年更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額３８２万

２８００円に平成２４年修正申告により納付すべき税額１７６万３０００円を加算した税額５

５８万５８００円が、期限内申告税額３０６万９８００円（甲１７・７３頁「平成２４年分」

の「審判所認定額」⑦欄）と５０万円とのうち多い金額である３０６万９８００円を超える部

分に相当する税額２５１万円（５５８万５８００円－３０６万９８００円）に、通則法６５条

２項の規定に基づき１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

以上 
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（別紙６） 

平成２２年更正処分等及び平成２３年更正処分等の適法性等について 

 

１ 平成２２年更正処分及び平成２３年更正処分について 

（１）平成２２年分の納付すべき所得税の額等 

ア 総所得金額 ３５０９万１１１２円 

 上記金額は、下記（ア）～（ウ）の各金額の合計額である。 

（ア）不動産所得の金額 ３０９８万４２６４円 

 上記金額は、下記ａの金額からｂ及びｃの各金額を控除した金額である。 

ａ 総収入金額 ８４８７万０９１４円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ａと同じ。 

ｂ 必要経費 ５３２３万６６５０円 

 上記金額は、下記（ａ）～（ｉ）の各金額の合計額である。 

（ａ）租税公課 ５４１万４４００円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ａ）と同じ。 

（ｂ）損害保険料 ５３万２０４０円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｂ）と同じ。 

（ｃ）修繕費 ２０２万０１７０円 

 上記金額は、下記Ⅰの金額からⅡ～Ⅴの各金額を控除し、Ⅵの金額を加算した金額で

ある。 

Ⅰ 修正申告（確定申告）額 ８９６万２８００円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｃ）Ⅰと同じ。 

Ⅱ 本件修繕費 １０４万８４７６円 

 上記金額は、原告が、本件管理委託契約１に基づいて「設備の修繕費」として本件

会社に対して支払った金額（１５６万円）から、必要経費と認められる５１万１５２

４円を控除した金額である。 

Ⅲ 本件修繕積立金 ３３６万００００円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｃ）Ⅲと同じ。 

Ⅳ 本件賃室リフォーム代金 １１３万１３５４円 

 上記金額は、原告が、本件賃貸管理委託契約１に基づいて「賃室リフォーム代金」

として本件会社に対して支払った金額（２６４万円）から、必要経費と認められる１

５０万８６４６円を控除した金額である。 

Ⅴ 本件Ｉ物件修繕積立金 １９４万１６００円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｃ）Ⅴと同じ。 

Ⅵ 区分誤りの修繕費 ５３万８８００円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｃ）Ⅵと同じ。 

（ｄ）減価償却費 １５３９万００８０円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｄ）と同じ。 

（ｅ）借入金利子 １１４６万３７１９円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｅ）と同じ。 
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（ｆ）管理業務委託料 １５８１万４７８８円 

 上記金額は、下記Ⅰの金額からⅡ～Ⅳの各金額を控除した金額である。 

Ⅰ 修正申告（確定申告）額 １７０１万３５８８円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｆ）Ⅰと同じ。 

Ⅱ 本件コンサルティング委託料 ２８万２０００円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｆ）Ⅱと同じ。 

Ⅲ 本件会計税務事務委託料 ３７万８０００円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｆ）Ⅲと同じ。 

Ⅳ 区分誤りの管理業務委託費 ５３万８８００円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｆ）Ⅳと同じ。 

（ｇ）仲介手数料 １３１万９５２０円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｇ）と同じ。 

（ｈ）雑費 ２９万０８２０円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｈ）と同じ。 

（ｉ）その他の経費 ９９万１１１３円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｂ（ｉ）と同じ。 

ｃ 青色申告特別控除額 ６５万００００円 

 別紙５の２（１）ア（ア）ｃと同じ。 

（イ）給与所得の金額 ３３０万００００円 

 別紙５の２（１）ア（イ）と同じ。 

（ウ）雑所得の金額 ８０万６８４８円 

 別紙５の２（１）ア（ウ）と同じ。 

イ 所得控除の額の合計額 ２４４万２９９９円 

 別紙５の２（１）イと同じ。 

ウ 課税総所得金額 ３２６４万８０００円 

 上記金額は、上記アの総所得金額３５０９万１１１２円から、上記イの所得控除の額の合計

額２４４万２９９９円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ８３７万７３００円 

 上記金額は、下記（ア）の金額から（イ）～（エ）の各金額を控除した後の金額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額 １０２６万３２００円 

 上記金額は、上記ウの課税総所得金額３２６４万８０００円に所得税法８９条１項に規定

する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）電子証明書等特別控除 ５０００円 

 別紙５の２（１）エ（イ）と同じ。 

（ウ）源泉徴収税額 １８万４５００円 

 別紙５の２（１）エ（ウ）と同じ。 

（エ）予定納税額 １６９万６４００円 

 別紙５の２（１）エ（エ）と同じ。 

（２）平成２３年分の納付すべき所得税の額等 

ア 総所得金額 ２８９７万８６５８円 
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 上記金額は、下記（ア）～（ウ）の各金額の合計額である。 

（ア）不動産所得の金額 ２４８７万５００８円 

 上記金額は、下記ａの金額からｂ及びｃの各金額を控除した金額である。 

ａ 総収入金額 ８３８２万７２５３円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ａと同じ。 

ｂ 必要経費 ５８３０万２２４５円 

 上記金額は、下記（ａ）～（ｉ）の各金額の合計額である。 

（ａ）租税公課 ８０２万０４００円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ａ）と同じ。 

（ｂ）損害保険料 ３８万６６６０円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｂ）と同じ。 

（ｃ）修繕費 ２６０万３４７５円 

 上記金額は、下記Ⅰの金額からⅡ～Ⅴの各金額を控除し、Ⅵの金額を加算した金額で

ある。 

Ⅰ 修正申告（確定申告）額 ８９６万２８００円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｃ）Ⅰと同じ。 

Ⅱ 本件修繕費 ５８万９１９１円 

 上記金額は、原告が、本件管理委託契約１に基づいて「設備の修繕費」として本件

会社に対して支払った金額（月額１３万円×９か月分）から、必要経費と認められる

５８万０８０９円を控除した金額である。 

Ⅲ 本件修繕積立金 ３３６万００００円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｃ）Ⅲと同じ。 

Ⅳ 本件賃室リフォーム代金 ８７万２６３４円 

 上記金額は、原告が、本件賃貸管理委託契約１に基づいて「賃室リフォーム代金」

として本件会社に対して支払った金額（月額２２万円×９か月分）から、必要経費と

認められる１１０万７３６６円を控除した金額である。 

Ⅴ 本件Ｉ物件修繕積立金 １９４万１６００円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｃ）Ⅴと同じ。 

Ⅵ 区分誤りの修繕費 ４０万４１００円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｃ）Ⅵと同じ。 

（ｄ）減価償却費 １８１６万６２９７円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｄ）と同じ。 

（ｅ）借入金利子 １１１９万５７８７円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｅ）と同じ。 

（ｆ）管理業務委託料 １６１１万４４８８円 

 上記金額は、下記Ⅰの金額からⅡ～Ⅳの各金額を控除した金額である。 

Ⅰ 修正申告（確定申告）額 １７０１万３５８８円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｆ）Ⅰと同じ。 

Ⅱ 本件コンサルティング委託料 ２１万１５００円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｆ）Ⅱと同じ。 
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Ⅲ 本件会計税務事務委託料 ２８万３５００円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｆ）Ⅲと同じ。 

Ⅳ 区分誤りの管理業務委託料 ４０万４１００円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｆ）Ⅳと同じ。 

（ｇ）仲介手数料 ５１万９２９５円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｇ）と同じ。 

（ｈ）雑費 ２９万８９７０円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｈ）と同じ。 

（ｉ）その他の経費 ９９万６８７３円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｂ（ｉ）と同じ。 

ｃ 青色申告特別控除額 ６５万００００円 

 別紙５の２（２）ア（ア）ｃと同じ。 

（イ）給与所得の金額 ３３０万００００円 

 別紙５の２（２）ア（イ）と同じ。 

（ウ）雑所得の金額 ８０万３６５０円 

 別紙５の２（２）ア（ウ）と同じ。 

イ 所得控除の額の合計額 ２６１万８９００円 

 別紙５の２（２）イと同じ。 

ウ 課税総所得金額 ２６３５万９０００円 

 上記金額は、上記アの総所得金額２８９７万８６５８円から、上記イの所得控除の額の合計

額２６１万８９００円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ５２６万７７００円 

 上記金額は、下記（ア）の金額から（イ）～（エ）の各金額を控除した後の金額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額 ７７４万７６００円 

 上記金額は、上記ウの課税総所得金額２６３５万９０００円に所得税法８９条１項に規定

する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）源泉徴収税額 １８万４５００円 

 別紙５の２（２）エ（イ）と同じ。 

（ウ）予定納税額 ２２９万５４００円 

 別紙５の２（２）エ（ウ）と同じ。 

（３）平成２２年更正処分及び平成２３年更正処分の適法性 

 原告の平成２２年分及び平成２３年分の納付すべき所得税の額は、上記（１）及び（２）で述

べたとおりであるところ、これらはいずれも、平成２２年更正処分及び平成２３年更正処分にお

ける納付すべき所得税の額を下回るから、平成２２年更正処分及び平成２３年更正処分は上記

（１）及び（２）に述べた原告の平成２２年分及び平成２３年分の納付すべき所得税の額を上回

らない限度でのみ適法なものと認められる。 

２ 平成２２年賦課決定処分２及び平成２３年賦課決定処分２について 

 平成２２年更正処分及び平成２３年更正処分は、前記１（３）で述べた限度で適法であるところ、

本件においては、原告が所得の金額等を過少に申告したことについて、通則法６５条４項に規定す

る「正当な理由」があるとは認められない。 
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 したがって、平成２２年更正処分及び平成２３年更正処分により原告に賦課される過少申告加算

税の額は、これらの処分により原告が新たに納付すべきこととなる税額を基礎として、次のとおり

計算して算出された金額となるところ、これらはいずれも、平成２２年賦課決定処分２及び平成２

３年賦課決定処分２における過少申告加算税を下回るから、平成２２年賦課決定処分２及び平成２

３年賦課決定処分２は以下の（１）及び（２）に述べる過少申告加算税の額を上回らない限度での

み適法なものと認められる。 

（１）平成２２年分 ６６万９５００円 

 上記金額は、下記ア及びイの各金額の合計額である。 

ア 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ５２万円 

 上記金額は、平成２２年更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額５２０万

円（８３７万７３００円〔前記１（１）エ〕－３１６万８１００円〔別表Ａ１「修正申告」⑪

欄〕）を基礎として、これに通則法６５条１項の規定により１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額である。 

イ 通則法６５条２項の規定に基づく金額 １４万９５００円 

 上記金額は、平成２２年更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額５２０万

円に平成２２年修正申告により納付すべき税額１４２万１３００円（甲４の１・２２頁②欄）

を加算した税額６６２万１３００円が、期限内申告税額３６２万７７００円（甲４の１・２２

頁⑬欄）と５０万円とのうち多い金額である３６２万７７００円を超える部分に相当する税額

２９９万円（６６２万１３００円－３６２万７７００円）に通則法６５条２項の規定に基づき

１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

（２）平成２３年分 ５３万８０００円 

 上記金額は、下記ア及びイの各金額の合計額である。 

ア 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ４３万８０００円 

 上記金額は、平成２３年更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額４３８万

円（５２６万７７００円〔前記１（２）エ〕－８８万６２００円〔別表Ａ２「修正申告」⑩

欄〕）を基礎として、これに通則法６５条１項の規定により１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額である。 

イ 通則法６５条２項の規定に基づく金額 １０万円 

 上記金額は、平成２３年更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額４３８万

円に平成２３年修正申告により納付すべき税額４９万７３００円（甲４の２・２２頁②欄）を

加算した税額４８７万７３００円が、期限内申告税額２８６万８８００円（甲４の２・２２頁

⑬欄）と５０万円とのうち多い金額である２８６万８８００円を超える部分に相当する税額２

００万円（４８７万７３００円－２８６万８８００円）に通則法６５条２項の規定に基づき１

００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

以上 



125 

別表Ａ１ 本件更正処分等の経緯（平成２２年分） 

（単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 本件賦課決定処分1 

本件更正処分等 

本件更正処分 

本件賦課決定処分2 

異議申立て 

〔本件賦課決定処分1〕

異議申立て 

〔本件更正処分等〕 

異議決定 

〔本件賦課決定処分1〕

異議決定 

〔本件更正処分等〕 

審査請求 

〔本件賦課決定処分1〕

審査請求 

〔本件更正処分等〕 
審査裁決 

平成27年11月4日 
年月日 平成23年1月20日 平成26年2月26日 平成26年3月11日 平成26年3月14日 平成26年5月7日 平成26年5月12日 平成26年8月4日 平成26年8月4日 平成26年8月25日 平成26年8月25日 

(本件賦課決定処分1) (本件更正処分等) 

総所得金額 ① 18,106,353 22,068,143 37,111,282 22,874,991 22,874,991 

不動産所得の金額 ② 14,806,353 18,768,143 33,004,434 18,768,143 18,768,143 

給与所得の金額 ③ 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 内
訳 

雑所得の金額 ④ － － 806,848 806,848 806,848 

所得控除の額の合計額 ⑤ 2,442,999 2,442,999 2,442,999 2,442,999 2,442,999 

課税総所得金額 

（①－⑤） 
⑥ 15,663,000 19,625,000 34,668,000 20,431,000 20,431,000 

課税総所得金額に対する 

税額 
⑦ 3,632,790 5,054,000 11,071,200 5,376,400 5,376,400 

電子証明書等特別控除 ⑧ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

源泉徴収税額 ⑨ 184,500 184,500 184,500 184,500 184,500 

予定納税額 ⑩ 1,696,400 1,696,400 1,696,400 1,696,400 1,696,400 

納付すべき税額 ⑪ 1,746,800 3,168,100 

 

9,185,300 

 

3,490,500 

  

3,490,500 

 

加算税の対象となる税額 ⑫ 1,421,300 6,017,200 1,743,700 1,743,700 

期限内申告税額 ⑬  3,627,700 3,627,700 3,627,700 

加算税の基礎となる

税額 
⑭ 1,420,000 6,010,000 1,740,000 1,740,000 

加算税の割合 ⑮ 10% 10% 10% 10% 
通
常
分 

加算税の額 ⑯ 142,000 601,000 174,000 174,000 

加算税の基礎となる

税額 
⑰ 3,810,000 

加算税の割合 ⑱ 5% 
加
重
分 

加算税の額 ⑲ 

 

190,500 

  

過少申告加算税 

（⑯＋⑲） 
 

  

142,000 791,500 

全
部
取
消
し 

174,000 

棄
却 

棄
却 

全
部
取
消
し 

174,000 

棄
却 

棄
却 
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別表Ａ２ 本件更正処分等の経緯（平成２３年分） 

（単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 本件賦課決定処分１ 

本件更正処分等 

本件更正処分 

本件賦課決定処分2 

異議申立て 

〔本件賦課決定処分1〕

異議申立て 

〔本件更正処分等〕 

異議決定 

〔本件賦課決定処分1〕

異議決定 

〔本件更正処分等〕 

審査請求 

〔本件賦課決定処分1〕

審査請求 

〔本件更正処分等〕 
審査裁決 

平成27年11月4日 
年月日 平成24年2月19日 平成26年2月26日 平成26年3月11日 平成26年3月14日 平成26年5月7日 平成26年5月12日 平成26年8月4日 平成26年8月4日 平成26年8月25日 平成26年8月25日 

(本件賦課決定処分1) (本件更正処分等) 

総所得金額 ① 15,967,326 17,474,324 30,703,219 30,666,833 

不動産所得の金額 ② 11,863,676 13,370,674 26,599,569 26,563,183 

給与所得の金額 ③ 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 内
訳 

雑所得の金額 ④ 803,650 803,650 803,650 803,650 

所得控除の額の合計額 ⑤ 2,618,900 2,618,900 2,618,900 2,618,900 

課税総所得金額 

（①－⑤） 
⑥ 13,348,000 14,855,000 28,084,000 28,047,000 

課税総所得金額に対する 

税額 
⑦ 2,868,840 3,366,150 8,437,600 8,422,800 

源泉徴収税額 ⑧ 184,500 184,500 184,500 184,500 

予定納税額 ⑨ 2,295,400 2,295,400 2,295,400 2,295,400 

納付すべき税額 ⑩ 388,900 886,200 

 

5,957,700 

    

5,942,900 

加算税の対象となる税額 ⑪ 497,300 5,071,500 5,056,700 

期限内申告税額 ⑫ 

 2,868,800 2,868,800 

加算税の基礎となる

税額 

⑬ 490,000 5,070,000 5,050,000 

加算税の割合 ⑭ 10% 10% 10% 

常
分

通
常
分

 

加算税の額 ⑮ 49,000 507,000 505,000 

加算税の基礎となる

税額 

⑯ 2,700,000 2,680,000 

加算税の割合 ⑰ 5% 5% 

加
重
分

加
重 

加算税の額 ⑱ 

 

 

135,000 134,000 

過少申告加算税 

（⑮＋⑱） 

⑲ 

 

 

 

 

49,000 642,000 

全
部
取
消
し

 

 

全
部
取
消
し 

棄
却

 

 

棄
却 

全
部
取
消
し

 

 

全
部
取
消
し 

棄
却

 

 

639,000 
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別表Ａ３ 本件更正処分等の経緯（平成２４年分） 

（単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 本件賦課決定処分1 

本件更正処分等 

本件更正処分 

本件賦課決定処分2 

異議申立て 

〔本件賦課決定処分1〕

異議申立て 

〔本件更正処分等〕 

異議決定 

〔本件賦課決定処分1〕

異議決定 

〔本件更正処分等〕 

審査請求 

〔本件賦課決定処分1〕

審査請求 

〔本件更正処分等〕 
審査裁決 

平成27年11月4日 
年月日 平成25年1月26日 平成26年2月26日 平成26年3月11日 平成26年3月14日 平成26年5月7日 平成26年5月12日 平成26年8月4日 平成26年8月4日 平成26年8月25日 平成26年8月25日 

(本件賦課決定処分1) (本件更正処分等) 

総所得金額 ① 16,679,654 21,794,339 31,415,817 31,351,629 

不動産所得の金額 ② 12,441,316 17,556,001 27,177,479 27,113,291 

給与所得の金額 ③ 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 内
訳 

雑所得の金額 ④ 938,338 938,338 938,338 938,338 

所得控除の額の合計額 ⑤ 2,722,021 2,722,021 2,722,021 2,722,021 

課税総所得金額 

（①－⑤） 
⑥ 13,957,000 19,072,000 28,693,000 28,629,000 

課税総所得金額に対する 

税額 
⑦ 3,069,810 4,832,800 8,681,200 8,655,600 

源泉徴収税額 ⑧ 184,500 184,500 184,500 184,500 

予定納税額 ⑨ 1,612,600 1,612,600 1,612,600 1,612,600 

納付すべき税額 ⑩ 1,272,700 3,035,700 

 

6,884,100 

    

6,858,500 

加算税の対象となる税額 ⑪ 1,763,000 3,848,400 3,822,800 

期限内申告税額 ⑫ 

 3,069,800 3,069,800 

加算税の基礎となる

税額 

⑬ 1,760,000 3,840,000 3,820,000 

加算税の割合 ⑭ 10% 10% 10% 

常
分

通
常
分

 

加算税の額 ⑮ 176,000 384,000 382,000 

加算税の基礎となる

税額 

⑯ 2,540,000 2,510,000 

加算税の割合 ⑰ 5% 5% 

加
重
分

加
重 

加算税の額 ⑱ 

 

 

127,000 125,500 

過少申告加算税 

（⑮＋⑱） 

⑲ 

 

 

 

 

176,000 511,000 

全
部
取
消
し

 

 

全
部
取
消
し 

棄
却

 

 

棄
却 

全
部
取
消
し

 

 

全
部
取
消
し 

棄
却

 

 

507,500 
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別表Ｂ１－１ 不動産所得の金額の内訳（平成２２年分） 

（単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 本件賦課決定処分１ 

本件更正処分等 

本件更正処分 

本件賦課決定処分2 

異議申立て 

〔本件賦課決定処分1〕

異議申立て 

〔本件更正処分等〕 

異議決定 

〔本件賦課決定処分1〕

異議決定 

〔本件更正処分等〕 

審査請求 

〔本件賦課決定処分1〕

審査請求 

〔本件更正処分等〕 
審査裁決 

平成27年11月4日 
年月日 平成23年1月20日 平成26年2月26日 平成26年3月11日 平成26年3月14日 平成26年5月7日 平成26年5月12日 平成26年8月4日 平成26年8月4日 平成26年8月25日 平成26年8月25日 

(本件賦課決定処分1) (本件更正処分等) 

賃貸料 ① 82,104,314 82,104,314 82,104,314 82,104,314 82,104,314 

礼金・権利金・ 

更新料等 
② 2,766,600 2,766,600 2,766,600 2,766,600 2,766,600 

収
入
金
額 

収入金額合計 

（①～②） 
③ 84,870,914 84,870,914 84,870,914 84,870,914 84,870,914 

租税公課 ④ 5,414,400 5,414,400 5,414,400 5,414,400 5,414,400 

損害保険料 ⑤ 532,040 532,040 532,040 532,040 532,040 

修繕費 ⑥ 8,962,800 8,962,800 0 8,962,800 8,962,800 

減価償却費 ⑦ 23,426,561 19,464,771 16,390,080 19,464,771 19,464,771 

借入金利子 ⑧ 11,463,719 11,463,719 11,463,719 11,463,719 11,463,719 

管理業務委託料 ⑨ 17,013,588 17,013,588 15,814,788 17,013,588 17,013,588 

仲介手数料 ⑩ 1,319,520 1,319,520 1,319,520 1,319,250 1,319,250 

登記費用 ⑪ 0 0 0 0 0 

雑費 ⑫ 290,820 290,820 290,820 290,820 290,820 

その他の経費 ⑬ 991,113 991,113 991,113 991,113 991,113 

必
要
経
費 

必要経費合計 

（④～⑬） 
⑭ 69,414,561 65,452,771 51,216,480 65,452,501 65,452,501 

差引金額 

（③－⑭） 
⑮ 15,456,353 19,418,143 33,654,434 19,418,413 19,418,413 

青色申告特別控除額 ⑯ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 

所得金額 

（⑮－⑯） 
⑰ 14,806,353 18,768,143 

 

 

33,004,434 

 

18,768,413 

 棄
却 

 

18,768,413 

 棄
却 
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別表Ｂ１－２ 不動産所得の金額の内訳（平成２３年分） 

（単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 本件賦課決定処分1 

本件更正処分等 

本件更正処分 

本件賦課決定処分2 

異議申立て 

〔本件賦課決定処分1〕

異議申立て 

〔本件更正処分等〕 

異議決定 

〔本件賦課決定処分1〕

異議決定 

〔本件更正処分等〕 

審査請求 

〔本件賦課決定処分1〕

審査請求 

〔本件更正処分等〕 
審査裁決 

平成27年11月4日 
年月日 平成24年2月19日 平成26年2月26日 平成26年3月11日 平成26年3月14日 平成26年5月7日 平成26年5月12日 平成26年8月4日 平成26年8月4日 平成26年8月25日 平成26年8月25日 

(本件賦課決定処分1) (本件更正処分等) 

賃貸料 ① 81,680,234 81,680,234 81,680,234 81,680,234 81,680,234 81,680,234 

礼金・権利金・ 

更新料等 
② 2,147,019 2,147,019 2,147,019 2,147,019 2,147,019 2,147,019 

収
入
金
額 

収入金額合計 

（①～②） 
③ 83,827,253 83,827,253 83,827,253 83,827,253 83,827,253 83,827,253 

租税公課 ④ 8,020,400 8,020,400 8,020,400 8,020,400 8,020,400 8,020,400 

損害保険料 ⑤ 386,660 386,660 386,660 386,660 386,660 386,660 

修繕費 ⑥ 5,602,800 8,962,800 915,300 8,962,800 8,962,800 915,300 

減価償却費 ⑦ 27,201,750 22,412,206 18,129,911 22,412,206 22,412,206 18,166,297 

借入金利子 ⑧ 11,195,787 11,195,787 11,195,787 11,195,787 11,195,787 11,195,787 

管理業務委託料 ⑨ 17,091,042 17,013,588 16,114,488 17,013,588 17,013,588 16,114,488 

仲介手数料 ⑩ 519,295 519,295 519,295 519,295 519,295 519,295 

登記費用 ⑪ 0 0 0 0 0 0 

雑費 ⑫ 298,970 298,970 298,970 298,970 298,970 298,970 

その他の経費 ⑬ 996,873 996,873 996,873 996,873 996,873 996,873 

必
要
経
費 

必要経費合計 

（④～⑬） 
⑭ 71,313,577 69,806,579 56,577,684 69,806,579 69,806,579 56,614,070 

差引金額 

（③－⑭） 
⑮ 12,513,676 14,020,674 27,249,569 14,020,674 14,020,674 27,213,183 

青色申告特別控除額 ⑯ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 

所得金額 

（⑮－⑯） 
⑰ 11,863,676 13,370,674 

 

26,599,569 

 

13,370,674 

 棄
却 

 

13,370,674 

 

26,563,183 
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別表Ｂ１－３ 不動産所得の金額の内訳（平成２４年分） 

（単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 本件賦課決定処分1 

本件更正処分等 

本件更正処分 

本件賦課決定処分2 

異議申立て 

〔本件賦課決定処分1〕

異議申立て 

〔本件更正処分等〕 

異議決定 

〔本件賦課決定処分1〕

異議決定 

〔本件更正処分等〕 

審査請求 

〔本件賦課決定処分1〕

審査請求 

〔本件更正処分等〕 
審査裁決 

平成27年11月4日 
年月日 平成25年1月26日 平成26年2月26日 平成26年3月11日 平成26年3月14日 平成26年5月7日 平成26年5月12日 平成26年8月4日 平成26年8月4日 平成26年8月25日 平成26年8月25日 

(本件賦課決定処分1) (本件更正処分等) 

賃貸料 ① 79,380,197 79,380,197 79,380,197 79,380,197 79,380,197 79,380,197 

礼金・権利金・更新

料等 
② 2,514,033 2,514,033 2,784,533 2,514,033 2,514,033 2,720,345 

収
入
金
額 

収入金額合計 

（①～②） 
③ 81,894,230 81,894,230 82,164,730 81,894,230 81,894,230 82,100,542 

租税公課 ④ 4,865,700 4,865,700 4,865,700 4,865,700 4,865,700 4,865,700 

損害保険料 ⑤ 431,270 431,270 431,270 431,270 431,270 431,270 

修繕費 ⑥ 9,458,432 9,458,432 4,156,832 9,458,432 9,458,432 4,156,832 

減価償却費 ⑦ 24,316,212 19,202,787 15,153,409 19,202,787 19,202,787 15,153,409 

借入金利子 ⑧ 10,701,172 10,701,172 10,701,172 10,701,172 10,701,172 10,701,172 

管理業務委託料 ⑨ 17,050,848 17,013,588 17,013,588 17,013,588 17,013,588 17,013,588 

仲介手数料 ⑩ 695,735 695,735 695,735 695,735 695,735 695,735 

登記費用 ⑪ 0 0 0 0 0 0 

雑費 ⑫ 287,914 287,914 287,914 287,914 287,914 287,914 

その他の経費 ⑬ 995,631 1,031,631 1,031,631 1,031,631 1,031,631 1,031,631 

必
要
経
費 

必要経費合計 

（④～⑬） 
⑭ 68,802,914 63,688,229 54,337,251 63,688,229 63,688,229 54,337,251 

差引金額 

（③－⑭） 
⑮ 13,091,316 18,206,001 27,827,479 18,206,001 18,206,001 27,763,291 

青色申告特別控除額 ⑯ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 

所得金額 

（⑮－⑯） 
⑰ 12,441,316 17,556,001 

 

27,177,479 

 

17,556,001 

 棄
却 

 

17,556,001 

 

27,113,291 
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別表Ｂ２ 本件各物件の所在、取得年月等 
 
順
号 

名称 
土地の所在・地番 

建物の所在 
建物の構造 

建物の 

建築年月 

原告の 

取得年月 

売買契約書における 

売買価額とその内訳等 

１ 

Ｈ 

第１－１号棟 

（本件Ｈ物件） 

（土地） 

 浦安市 

（建物） 

 浦安市 

鉄骨鉄筋コンクリート

造陸屋根11階建 

昭和56年 

８月 

昭和63年 

６月 

 43,500,000円 

 《内訳等》 

  記載なし 

２ 

Ｋ 

第２号棟 

（本件Ｋ物件） 

（土地） 

 浦安市 

（建物） 

 浦安市 

鉄骨鉄筋コンクリート

造陸屋根11階建 

昭和55年 

３月 

平成11年 

４月 

 30,800,000円 

 《内訳等》 

  記載なし 

３ 
Ｎ 

（本件Ｎ物件） 

（土地） 

 千葉市若葉区 

（建物） 

 千葉市若葉区 

木造スレート葺２階建 
平成３年 

10月 

平成13年 

３月 

 59,000,000円 

 《内訳等》 

 土  地：43,250,000円 

 建  物：15,000,000円 

 消費税等：  750,000円 

４ 
Ｑ 

(本件Ｑ物件) 

（土地） 

 市原市 

（建物） 

 市原市 

鉄筋コンクリート造 

陸屋根４階建 

平成２年 

３月 

平成14年 

８月 

 58,000,000円 

 《内訳等》 

  記載なし 

５ 
Ｐ 

（本件Ｐ物件） 

（土地） 

 船橋市 

（建物） 

 船橋市 

鉄筋コンクリート造 

陸屋根４階建 

平成２年 

７月 

平成14年 

12月 

 100,000,000円 

 《内訳等》 

 土  地：45,090,444円 

 建  物：52,294,816円 

 消費税等： 2,614,740円 

 

※なお、売買契約締結後に作

成し取り交わした「覚書」に

は、次の記載がある。 

 （変更前） 

 土  地：50,000,000円 

 建  物：47,619,047円 

 消費税等： 2,380,953円 

 （変更後） 

 土  地：45,090,444円 

 建  物：52,294,816円 

 消費税等： 2,614,740円 

６ 
Ｌ 

（本件Ｌ物件） 

（土地） 

 松戸市 

（建物） 

 松戸市 

鉄筋コンクリート造陸

屋根地下１階付７階建 

平成２年 

１月 

平成16年 

７月 

 176,000,000円 

 ＜内訳等＞ 

 消費税等 4,000,000円 

平成16年 

８月 

 230,000,000円 

 《内訳等》 

 土  地：114,500,000円 

 建  物：110,000,000円 

 消費税等：  5,500,000円 

平成18年 

９月 

 9,600,000円 

 《内訳等》 

 土  地：3,930,000円 

 建  物：5,400,000円 

 消費税等：  270,000円 

７ 

Ｉ 

（16年取得部分につ

き本件Ｉ・Ａ物件、

18年取得部分につき

本件Ｉ・Ｂ物件、19

年取得部分につき本

件Ｉ・Ｃ物件） 

（土地） 

 東京都墨田区 

（建物） 

 東京都墨田区 

鉄筋コンクリート造陸

屋根９階建 

平成４年 

10月 

平成19年 

７月 

 61,010,000円 

 《内訳等》 

  記載なし 

（注）「売買契約書における売買価額とその内訳等」欄における本件各物件の売買価額及びその内訳等については、甲第128号
証ないし同136号証参照。 
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別表Ｂ３－１から別表Ｂ３－３まで、別表Ｂ４、別表Ｂ５－１から別表Ｂ５－４まで、別表Ｂ５－４

－１から別表Ｂ５－４－２まで、別表Ｂ６から別表Ｂ７まで、別表Ｂ８－１から別表Ｂ８－２まで、

別表Ｂ９－１から別表Ｂ９－２まで、別表Ｂ１０－１から別表Ｂ１０－２まで、別表Ｂ１１－１から

別表Ｂ１１－４まで、別表Ｂ１２－１から別表Ｂ１２－５まで、別表Ｂ１３、別表Ｃ１－１から別表

Ｃ１－２まで、別表Ｃ２－１から別表Ｃ２－２まで 省略 


